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はじめに－序論 

 

第１ 控訴審最終準備書面の提出にあたって 

本件一審原告ら（以下，単に「原告」ともいう）は，いずれも，２０１１年３

月１１日に発生した福島第一原発事故（以下，「本件事故」という）によって，突

然，避難を余儀なくされた被害者であり，本件事故から９年半を経過した今も従前

の暮らしに戻ることが出来ず，苦境の中に日々を過ごしている。この裁判は，２０

１３年３月１１日，原告ら原発事故の被害者の被った筆舌に尽くせない被害の本質

を明らかにし，加害者である一審被告（以下，単に「被告」ともいう）国と東電に

対し，その精神的・財産的損害全ての賠償を求めて提起されたものである。 

一審千葉地裁は，２０１７年９月２２日，被告国の加害責任を否定し，被告東

電に対してのみ，原告らの請求額を大幅に減額した賠償金の支払いを命じ，一世帯

の請求を棄却する判決を言い渡した。原告らは，本控訴審において，一審千葉地裁

が不合理な理由によって否定した被告国の国賠法上の加害責任を正当に認め，原告

らがこれからの暮らしを全うできるに足る正当な損害額の増額を求めて，現時点で

可能なあらゆる証拠による立証活動を尽くした。 

本書面は，これまでの原告の行った主張と立証を，責任論と損害論双方につ

き，争点に沿って簡潔にまとめ，貴裁判所がその良心に従って，正当な判決を言い

渡すよすがとされるよう期待して提出するものである。 

なお，本件事故の被害の賠償を求める同種の集団訴訟は，全国で約３０の地方

裁判所に約１万数千人の原告によって提起され，そのうち，国を被告とする裁判で

は，これまで，順に，前橋，千葉（１陣），福島，京都，東京，横浜，松山，千葉

（２陣），名古屋，山形，札幌，福岡の各地裁で判決が言い渡されているが，その

うち，千葉の二つと名古屋，山形，福岡を除くすべての裁判所が，被告国の責任を

認める判断をしていることを付言し，以下，責任論，損害論に分けて詳述する。 
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第２ 責任論について 

１ 原告は，本控訴審において，責任論については，これまで多数の準備書面を提

出し，特に被告国の責任を認めるべきことを主張立証してきたところである

が，直近で，第２９準備書面において「長期評価」に基づく津波対策は不要と

した２００２年８月保安院対応が著しく合理性を欠くことを，第３０準備書面

で２００２年「長期評価」の客観的及び合理的根拠が本控訴審での攻防を通じ

て明らかになったことを，第３１，３７準備書面で建屋の水密化対策等電源確

保対策によって本件結果回避が可能であったことをまとめの意味で詳しく論証

した。本最終準備書面では，上記各書面及びこれまで主張立証してきた本件争

点に対する原告らの行った主張と立証によって，被告国の責任を否定した原判

決の判断が取り消され，本控訴審でその国賠法１条の責任が肯定されるべきこ

とを，改めて争点ごとに簡潔に整理論証するものである。 

２ 本件では，被告国（経済産業大臣）が，当時の電気事業法３９条・技術基準

適合性保持義務に基づいて被告東電に対し津波防護の措置を講じさせるため

の，同法４０条の技術基準適合命令の発令またはそれに準ずる規制権限を取ら

なかった不作為の違法性が問われている。そして，被告国に同命令等の規制権

限を発する作為義務があったか否かは，２００２年７月３１日に公表された

「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」の津波地震予測が，当該

技術基準を定める省令６２号のうち，津波を含む自然現象に関する４条１項，

すなわち，「想定される･･･津波により損傷を受けるおそれ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」を導く知見たり得

たか否かが本件責任論の最大の争点である。以上の本控訴審における被告国の

規制権限不行使の違法性の判断枠組みに関する部分は，後記第１節において詳

述する。 

３ そして，上記被告国の規制権限不行使の違法性を基礎付ける予見可能性の判

断は，「安全の確保を旨とし」（原子力基本法２条），国民の生命，健康及び財産

の保護（原子炉等規制法１条）等，及び万が一にも深刻な災害を防ぐという原
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子力法規制の趣旨を踏まえれば，確立した科学的知見までは不要であり，「客観

的かつ合理的な根拠を有する知見」があれば足りる。この点は，本控訴審に至

り，被告国がそれまでの「確立した科学的知見」が必要であるとの主張を撤回

したことで争いはなくなった。 

原告らは，本控訴審において，この最も重要な争点である「長期評価」によ

る津波地震の想定が，地震学上の「客観的かつ合理的な根拠を有する知見」に

あたることを充分に立証し尽くしたものであることを，後記第２節第１，第２

において改めて確認する。 

４ この点，原判決は，この「長期評価」による福島第一原発の敷地高さを超える

津波（及び非常用電源の喪失）への予見可能性自体を認めながら，その知見の

「程度」を問題視とする致命的な過ちを犯しているものであるが，それはまさ

に，上記，省令６２号４条１項の技術基準該当性という法的要件に対する考察

を全く念頭に置かなかったことによるものである。福島第一原発の敷地を超え

る津波到来に関する「客観的かつ合理的な根拠を有する知見」があるのなら，

それは同４条１項の「想定される･･･津波により損傷を受けるおそれ」に該当

し，即ち規制権限行使の要件を満たしているのであって，万が一にも事故を防

ぐ原子力規制法令の趣旨に基づいてその規制権限を行使する以上は，知見の

「程度」に基づいた裁量は問題とはなりえないのである。 

５ 次に，被告国は，本控訴審において，いわゆる「川原陳述書」（丙ハ１１６

号）なる書面を提出し，２００２年７月の「長期評価」公表直後，当時の保安

院担当者が被告東電に対し「長期評価」の津波地震の想定の根拠について確認

を求め，それに対する回答を踏まえて「長期評価」には「客観的かつ合理的な

根拠」がないことを確認したため，その後の決定論としての津波対策を不要と

する判断をしたとして，これにより規制権限の行使に際し求められる調査義務

を尽くしたと主張し，あたかも，被告国の規制権限不行使に著しい違法はなか

ったかのような主張をするに至っている。しかしながら，このいわゆる「２０



22 

 

０２年８月保安院対応」が如何に不合理であり（陳述者の川原自身，当時の記

憶は全くなく，当時の電子メールとその添付資料をなぞっただけであることを

自認している），つまりは「長期評価」という重要な知見に対する単なる先送

り・黙殺であって，まさに，自らに課せられた作為義務を放棄した極めて重大

な違法対応であったことを逆に裏付けるものである。このことを，後記の第２

節第３～第５において詳述する。 

６ また，原告らは，本書面の第３節において，本件で起こった全電源喪失の結果

回避が，福島第一原発の構造，本件津波の敷地及び建屋への浸水状況等に照ら

し，水密化対策その他の電源確保対策によって，十分に可能であったことを論

証し，かつ，原告の主張する回避措置では「本件事故を防げなかった可能性が

ある」との原判決があまりに不当な論理であることを明らかにするものであ

る。 

本件では，被告東電は，２０１１年３月１１日の本件原発事故に至るまで，

何らの津波対策も取っていなかったのであり，この原判決の論旨を前提とすれ

ば，原告がいかなる具体的結果回避措置を提示したとしても，実際に起こって

しまった本件事故を「回避できなった可能性がある」との一言で排斥されてし

まうことになるであろう。まさに，原判決は，被告国や東電の責任を否定する

結論が先にあっての倒錯した立証責任の論理に基づくものと断ぜざるを得な

い。このことは，原告らが本控訴審において提出した下山憲治教授の意見書

（甲イ第４６号証）が，本来，原告らは，「具体的な防護措置を特定する必要は

なく，原告は，想定される防護措置が技術的に実行可能であり，かつ，その防

護措置によって結果の回避が可能とされることを相当程度特定して主張立証す

れば足りる」と明確に述べているとおりである。本件で，原告らが提示した建

屋や重要機器の水密化等の具体的な結果回避措置に照らせば，これが「相当程

度」の主張立証を果たしていることは明白というべきである。 

これに対して，被告国も東電も，前記原告らの主張する回避措置によっても
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なお本件結果回避が出来なかった可能性について，原告らのいう措置がいずれ

も後知恵にすぎないなどと論難するのみで何らの具体的な立証も果たしていな

いのであって，原判決のいう「結果回避が出来なかった可能性」なる論理が如

何に空虚なものであるかは火を見るより明らかである。 

７ さらに，本書面では，被告東電の責任についても，その責任の論拠は，原子力

損害賠償法による無過失責任によるのではなく，当然ながら，一般民法による

重過失責任が認定されるべきことを，第４節で詳述する。 

８ 以上のとおり，本件では，被告国の規制権限不行使は，その権限を定めた法令

の趣旨，目的やその権限の性質に照らし，具体的状況の下において，その不行

使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くもの（筑豊じん肺訴訟最高

裁判決）であることは，本控訴審で十分に立証されているものであり，原告ら

は，本書面でこのことを各争点に沿って，以下で論証する。 

 

第３ 損害論について 

１ 本件事故は，世界最高レベルの原発事故であり，もたらされた被害も全く未曽

有のものであり，その損害額もかつて司法に提起されたことのない比較を絶す

るほど深刻かつ甚大な規模に渡ることをまずもって指摘したい。 

そのような被害であることから，貴裁判所には，司法の良心に従い，前例や

かつての損害賠償理論に囚われることなく，本件未曽有の原発被害の実相に正

面から向き合った正当な判決を期待するところである。 

原子力発電所で，ひとたび全電源喪失による制御不能によって放射性物質が

大気中に放出されれば，そこにある自然の営みは壊滅され，そこに暮らす人々

の生命や健康，財産に不可逆的な被害をもたらすものであることは，本件事故

以前から指摘され，それ故に，原発過酷事故は「万が一にも起こしてはならな

い」ものとされてきた。しかしながら，我が国では，原発事業を営む被告東電

らの電気事業者とその規制を担う被告国は，「万が一にも起こしてはならない」
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を「万が一にも起こらない」に巧妙に転換しながら，いわゆる「安全神話」を

振りまいてきたものであり，このことが本件事故の遠因でもあることを国会や

政府の本件事故調査報告書（甲イ１，２号証）は，正しく指摘するところであ

る 

２ そして，実際に発生した本件原発事故の被害の実相は，福島第一原発周辺で培

われた人々や歴史や自然の営みを一瞬にして破壊し，これにより，原告らを含

む１０万人以上の住民が避難を余儀なくされるという広範かつ深刻な被害をも

たらすものとなった。 

何らの落ち度もない原告ら避難者が被った深刻かつ甚大な被害の賠償に対し

ては，それに見合うだけの賠償額が認定されなければならないことは自明であ

るところ，それら被害の実態を的確に把握し判断するにあたっては，実際に被

害現地を見分し，五官の作用を頼りにその場所に身を置いてみなければなら

ず，それがなければ，その判断は困難である。このことは，過去の幾多の公害

裁判でも，裁判官による現地の検証が不可欠なものとして行われてきた歴史を

見ても明らかである。 

一審千葉地裁は，原告らの再三の求めにも応じず，一度も被害現地も赴くこ

となく判決に至っているのは誠に遺憾と言わざるを得なかったところ，本控訴

審においては，２０１９年６月２４日，現地進行協議の場を設けて，貴裁判所

の裁判官３名が，原告らの一部が居住していた避難元である飯舘村，南相馬市

小高区，浪江町を訪れ，本件原発被害の実情を，その五官で受け止めていただ

いたことには，率直に感謝の念を表明したい。 

この現地進行協議で見分された本件被害の実態は，原告の第２４準備書面で

詳細に触れている通り，事故後８年経過した時点で，避難区域解除後も，か

つ，地域を代表する駅前であっても多くの建物が撤去されて人々のもとの生活

はなく，かつては稔り多かった田や畑は荒れ果てて放射線廃棄物を詰めたフレ

コンバッグが至る所に存置されたままである。依然高い放射線量の地点も少な
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くない状態であるうえ，未だに帰還困難とされている区域にあっては，数百年

延々と続いた歴史ある人々の住まいや学校は荒れて草木に覆われ小動物の棲家

と化してゴーストタウンとなり，そこにあった陶芸などの工芸や祭りの文化も

すべて消滅してしまっている悲惨極まりない状況を明らかにした。 

３ 一たび原発過酷事故が起きれば，どのような甚大な被害がもたらされるのか。 

それは，原告らの避難に伴う多大な損害だけでなく，原告らの営んできた地

域や歴史に根差した生活のすべてが剥奪された「ふるさと喪失損害」であり，

その本質と深刻さ，甚大さについては，本控訴審でも，既に第１０準備書面

（具体的損害額が原審の認定では到底カバーできないものであること）や第３

６準備書書面（ふるさと喪失・剥奪損害は，避難それ自体の損害とは全く別個

のもので，原告らの営んでいた地域の歴史と環境を奪われるという生存の根底

にかかわる人格権自体の侵害でもあること）や専門家である大森，関教授の意

見書等によって詳細に主張立証してきたところであるが，本書面（第２分冊）

では，それを再度簡潔に整理して主張するものである。 

 

第４ 序論の最後に 

序章の最後に，２０２０年３月１２日に言い渡された，原発事故損害賠償にお

ける集団訴訟の高裁レベルでは最初となった仙台高等裁判所の判決から二か所引用

して，章を改めることとしたい。この判旨は，本控訴審でも繰り返した原告らの主

張を裏付けるもので，被告らの責任と損害を的確に認定することにつながり，か

つ，被告らの主張への反駁にも有用な重要な高裁判例である。 

「被告が原子力発電所の安全操業に重大な責任を負い，その安全性についての

地域住民の信頼の上に福島第一原発をこの地に立地してきたにもかかわら

ず・・・，被告が具体的な（津波）対策工事の計画又は実施を先送りにしてきた中

で，本件地震及び本件津波が発生し，本件事故の発生に至ったという経緯，被害者

の立場から率直に見れば，このような被告の対応の不十分さは，誠に痛恨の極みと
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言わざるを得ず，その意味では慰謝料の算定に当たっての重要な考慮要素とされる

べきものである」（同判決書４２頁） 

「本件における被侵害利益（保護法益）は，人格権に位置づけられる「包括的

生活利益としての平穏的生活権」即ち「地域社会において平穏な生活を送る生活利

益そのものであり，生存権，身体的・精神的人格権（身体権に接続した平穏生活権

を含む。），財産権を包括する「包括的生活利益」を享受する権利と定義される人格

権である。本件では，特に「平穏な日常生活を送る生活利益」の侵害を中核とする

損害（避難慰謝料）と「包括的生活利益を享受する権利」の侵害を中核とする損害

（故郷喪失慰謝料）が問われている。 

このうち，「故郷喪失慰謝料」は本件事故前に享受できていた利益を喪失したこ

とによる損害であり，「避難慰謝料」は本件事故により新たに発生した損害である

から，別個の損害項目としてそれぞれに損害額を算定すべきである。また，「故郷

喪失慰謝料」は，精神的苦痛（狭義の慰謝料）にとどまらず，包括的生活利益の喪

失による有形・無形の財産的損害も含むものである。」（同判決書１０頁）。 
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第１節 本控訴審における国の規制権限不行使の違法性の判断枠組み 

 

第１ 国の規制権限不行使の違法性判断に関する最高裁判例に基づくならば，「作

為義務」の検討の前提として，規制権限を定める根拠法令における権限行使の

要件を満たしていることの確認が必要であること 

１ 最高裁判例による規制権限不行使による違法性の判断基準について 

本件訴訟において一審原告らは，一審被告国が一審被告東電に対し，地震に伴う

津波が到来して非常用電源設備等が機能を失って炉心冷却能力を喪失し，炉心溶融

に至る事故が発生することを予見したのに適時かつ適切な規制権限を行使して津波

対策を取らせなかった結果，一審原告らが生命身体財産に対する甚大な損害を受け

たとして，一審被告国に対して国賠法に基づき損害賠償請求をしている。 

国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は，その権限を定めた法令の趣

旨，目的やその権限の性質等に照らし，具体的状況の下において，その不行使が許

容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは，その不行使によ

り被害を受けた者との関係において，国家賠償法１条１項の適用上違法となるもの

と解されている（最三小判平成１６年４月２７日民集５８巻４号１０３２頁〔筑豊

じん肺訴訟〕等）。 

そして，上記規制権限不行使による違法性の判断にあたっての国の作為義務を導

出するための要件としては，これまでの判例や学説を踏まえれば，おおむね①被害

法益の性質，重大性，②被害の予見可能性，③被害の結果回避可能性，容易性，④

規制権限行使への期待可能性をあげることができる。当然ではあるが，前記判示の

とおり，国賠法上の違法性を判断する上では，規制権限を定める法令の趣旨，目的

及びそれら法令に基づいて当該被害者の利益が法的に保護されているものかどうか

の検討が論理必然的に求められる。 

筑豊じん肺訴訟及び関西水俣病訴訟（最二小判平成１６年１０月１５日民集５８

巻７号１８０２頁）の最高裁判例は，いずれも内容的にほぼこのような基準に沿っ
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ていると考えて矛盾はない。本件では，これら事案とまさに同じように国民の生命，

健康という重大な法益に対する危険が問題とされているのであり，本件においても

これらの要素に沿って，国の規制権限不行使の判断がなされるべきである。 

 もっとも，以上の規制権限行使の「作為義務」の検討の前提として，本件でも一

審原告らが繰り返し指摘するとおり，まず「作為義務」を基礎付けるための根拠法

令において規定する規制権限とその行使のための要件の充足について判断がされな

ければならない。この点について，次項で整理する。 

 

２ 規制権限行使の「作為義務」の検討の前提として「規制権限行使の要件を満た

していること」の確認が求められること 

 周知のとおり国の規制権限の不行使について国賠法１条１項の適用上違法と判断

した最高裁の判例としては，筑豊じん肺訴訟 ，大阪泉南アスベスト訴訟 及び水俣

病関西訴訟 の最高裁判決がある（以下，単に「最高裁３判決」という。）。 

このうち，水俣病関西訴訟の最高裁判決は，国の規制権限不行使の違法について，

１９５９（昭和３４）年１２月に，チッソ水俣工場に対して水質基準適合命令を発

すべきであったとし，主務大臣（通産大臣が想定される）が，水質基準適合命令を

発することを怠ったことは，国賠法上違法であるとの判断を行った。 

 すなわち，水俣病関西判決においては，チッソ水俣工場という特定の産業施設に

対する個別的・直接的な水質基準適合命令を発することが，あるべき規制権限行使

の内容として判断の対象とされている。この点は，本件訴訟において，原子力発電

施設を運営する特定の事業者に対し，当該技術基準適合性判断を踏まえた個別的・

直接的な技術基準適合命令を行うことが判断対象とされていることと同様である。 

そして，このような場合に規制権限不行使の国賠法上の違法を検討する前提とし

ては，判断の対象となっている規制行政庁の規制権限については， 

① 規制権限の根拠となる法令が存在すること（一般的な規制権限の存在） 

及び， 
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② ①によって与えられた規制権限を，規制行政庁が当該事案において具体的に行

使するための要件が満たされていること（個別・具体的な事情を前提とした権限行

使要件の充足） 

が必要となる。 

この点は，水俣病関西訴訟・判例解説においても，「公務員による規制権限の不行

使を国賠法上違法というためには，規制権限の根拠となる法令が存在し（上記①），

それを行使するための要件が満たされていること（上記②）に加え
．．

，規制権限を不

行使によって損害を受けたと主張する個別の国民との関係で，当該公務員が規制権

限を行使すべき法的義務（作為義務）を負い（③），その義務の違反があると認めら

れることが必要となる。」と明示されている（丸括弧の①，②及び③並びに傍点は引

用者による。以下，引用文中の傍点はいずれも同じ。）。 

 

３ 「できる」型規定においても例外的に権限行使の作為義務が生じる要件が裁判

所の解釈に委ねられていること 

 そして，③の「作為義務」の有無に関して，同判例解説は， 

「規制権限の要件が・・満たされれば権限を行使しなければならないと規定された

場合には，当該要件が満たされれば当然に義務が認められ，その不行使は違法とな

ることは明らか」であるとする。 

 しかし，規制権限を定めた法令の多くは，規制要件を満たした場合においても，

規制権限を行使しなければ「ならない」とはしておらず，規制行政庁は規制権限を

行使することが「できる」と定めている。 

 しかし，このような「できる」型の規定の場合においても，その形式的な文言に

かかわらず，「裁判例，学説とも，一定
．．

の場合には
．．．．．

作為義務が生じ
．．．．．．．

，権限不行使が違

法となりうることを認めている。」（同上最判解説の同頁）ところである。 

 そして，「できる」型の規定にもかかわらず，「どのような場合に規制権限を行使

する作為義務が生じるのか」が，裁判所の判断に委ねられることとなる。こうして，
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規制権限不行使の国賠請求事案においては，権限行使の「作為義務」が生じるのは

どのような場合であるかが問われることとなる（「権限行使の作為義務化の要件」の

解明）。 

 以上を整理すると，規制権限不行使の国賠違法の判断に際しては， 

① 規制権限の根拠となる法令が存在すること 

② 個別・具体的な事情を前提とした権限行使要件の充足 

 を確認し当該事案において規制権限が存在することを「前提」とした上で， 

③ （「できる」型の規定の場合における）「権限行使の作為義務化（＝権限不行使

の違法化）の要件」の充足の有無 

 について判断を進めるべきこととなる。 

 

４ 本件における当てはめ 

 上記の整理を本件事案に当てはめると， 

① （津波が主要建屋敷地を超えることが想定される場合において）経済産業大臣

に技術基準適合命令を発する権限があるか（電気事業法４０条の解釈にかかわ

る。） 

② 技術基準省令６２号４条１項の「想定される
．．．．．

津波
．．

によって原子炉の安全性を損

なうおそれがある場合」との規制基準に関して，「長期評価」は規制基準の「想定

される津波」を基礎づけるか（技術基準の解釈及び「長期評価」の客観的かつ合

理的根拠の有無の認定にかかわる。） 

③ 上記①及び②が肯定されるとして，経済産業大臣（保安院）が，東電に対して

技術基準適合命令を発する規制権限の行使について，作為義務化（＝権限不行使

の違法化）の要件を満たしていたか 

と整理される。 
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第２ 規制権限行使の在り方として，規制行政庁において特定の事業場が安全確保

のための基準から逸脱していると認められる場合には（権限行使を先送りする特段

の事由がない限り）適時に規制権限を行使することが当然に予定されていること 

１ はじめに 

 前記「第１」で整理した３段階の判断の内，第３段階の（「できる」型の規定の場

合における）「権限行使の作為義務化」（＝権限不行使の違法化）について，最高裁

３判決は，冒頭で述べたとおり，いずれも， 

「国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は，その権限を定めた法令の

趣旨，目的や，その権限の性質等に照らし，具体的事情の下において，その不行使

が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは，その不行使

により被害を受けた者との関係において，国家賠償法１条１項の適用上違法となる」    

との判断基準を示している。 

他方で，結果として制権限不行使の国賠法上の違法を認めなかった宅建業者訴訟

及びクロロキン薬害訴訟の各最高裁判決においても，全く同一の判断基準が採用さ

れている。 

よって，この最判の判断基準は，国賠法上の違法性を判断する一般的な基準を提

示したにとどまり，この判断基準から直ちに国賠法上の違法に関して，積極的又は

消極的な判断が導かれるものではないといえる。 

 

２ 「求められる規制権限行使の在り方」についての「主要な目的」と「適時にか

つ適切に」についての判示 

（１）「求められる規制権限行使の在り方」についての３判決の判示 

 これに対し，「求められる規制権限行使の在り方はどのようなものであったか」と

いう点について見ると，最高裁３判決が，実質的にどのような事情を考慮して，国

賠法上の違法性について積極的な判断を行うに至ったかを確認することができる。 

最高裁３判決は「求められる規制権限行使の在り方」について，次のとおり判示



32 

 

している。 

すなわち， 

ア 筑豊じん肺判決における判示 

 鉱山保安法３０条に基づく規制権限は， 

「鉱山労働者の労働環境を整備し，その生命，身体に対する危害を防止し，その健

康を確保することをその主要な目的
．．．．．

として，できる限り速やかに，技術の進歩や最

新の医学的知見等に適合したものに改正すべく，適時にかつ適切に
．．．．．．．．

行使されるべき

ものである」 

イ 大阪泉南アスベスト判決における判示 

 旧労基法４５条に基づく規制権限は 

「粉じん作業等に従事する労働者の労働環境を整備し，その生命，身体に対する危

害を防止し，その健康を確保することをその主要な目的
．．．．．

として，できる限り速やか

に，技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく，適時にかつ適
．．．．．．

切に
．．

行使されるべきものである」 

ウ 水俣病関西判決における判示 

水質保全法５条１項及び同２項並びに工場排水規制法１２条（水質基準適合命令）

に基づく規制権限は， 

「当該水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命，健康の保護をその主
．

要な目的
．．．．

の一つとして，適時にかつ適切に
．．．．．．．．

行使されるべきものである」 

以上の最高裁３判決の考え方は次のとおりに整理できる。 

（２）最高裁３判決の判示の考え方の整理 

ア 規制法令の趣旨，目的を十分に踏まえるべきこと 

 最高裁３判決は，「求められる規制権限行使の在り方」に関して，規制権限を行使

すべき「主要な目的」を，当該規制権限の根拠となっている法令の趣旨，目的を十

分に踏まえて導くべきとする点において共通している。 

イ 「適時に」と判示し「最新の科学技術水準への即応」を重視していること 
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最高裁３判決は，いずれも，規制法令の趣旨，目的を踏まえたうえで，「適時に
．．．

」

行使されるべきものであると判示して，判断対象となった時点において速やかに規

制権限を行使しなかった点を重視して違法との結論を導いている。 

この点に関して，筑豊じん肺及び大阪泉南アスベストの２判決においては，規制

行政庁に具体的な規制内容の定めることが委任された趣旨を踏まえ，「できる限り

速やかに，技術の進歩や最新の医学的知見等に適合した」規制を実施すべきものと

判示して，技術の進歩や最新の医学的知見への適合を重視している。 

水俣病関西判決も，厚生省食品衛生調査会が１９５９（昭和３４）年１１月１２

日に水俣病の主因は「ある種の有機水銀化合物である」との結論を出した事実を踏

まえ，同月末までには指定水域の指定，水質基準の定め及び特定施設の定めを行い，

翌１２月末までに，チッソ水俣工場に対して水質基準適合命令を発すべきだとして，

極めて迅速な対応が取られるべきであったとしている。 

この点，本件との関連でみれば，伊方原発最判は原子炉施設の安全規制において

「最新の科学技術水準への即応」を重視すべきことを判示しており，規制対象領域

は異なるものの，本件においても上記最高裁３判決と同様の考え方が採用されるべ

きものといえる。 

 

３ 水俣病関西訴訟の最高裁判決が考慮した要素について 

（１）水俣病関西訴訟の最高裁判決が求めた具体的な規制権限行使の内容 

 水俣病関西判決が適時に行使されるべきであったと判示した規制権限の行使の具

体的内容は，次のとおりである。 

 すなわち，同判決は， 

「水俣湾及びその周辺海域を指定水域に指定すること（水質保全法５条１項），当

該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水

質基準を定めること（同条２項），アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定める

こと（工場排水規制法２条２項）という上記規制権限を行使するために必要な
．．．．．．．．．．．．．．．．．

水質
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二法所定の手続」を示し，これらの措置を規制権限行使の前提
．．．．．．．．．

として予定する。 

その上で，具体的に取られるべきであった規制権限としては，工場排水規制法７条，

１２条により，特定施設から排出される工場排水等の水質が当該指定水域に係る水

質基準に適合しないときに，その水質を保全するため，工場排水についての処理方

法の改善，当該特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を命ずる等の規制権限

を与えられていることから，これに基づいて， 

「主務大臣として定められるべき通商産業大臣において・・・チッソ
．．．

に対し水俣工
．．．

場のアセトアルデヒド製造施設
．．．．．．．．．．．．．．

からの工場排水についての処理方法の改善，当該施

設の使用の一時停止その他必要な措置
．．．．．．．．

を執ることを命ずる」 

との規制権限を行使すべきであったと判示している。 

（２）水俣病関西判決においては，個別的・直接的な監督権限行使が求められたこ

と 

ア 個別的・直接的な基準適合命令による規制においては，特段の事情がない限

り，基準からの逸脱に対して即時に基準適合命令を発すべきこと 

水俣病関西判決において求められる規制の在り方は，その規制の前提として，①

特定の海域を水質保全の必要性の観点から「指定水域」に個別的に
．．．．

指定し，②当該

「指定水域」の水質を保全するための特定施設からの汚水等の「水質基準」を個別

的に定めることが，規制権限行使の前提的な枠組みとして整備される必要がある。 

この枠組みが整備されることを前提とし，主務大臣において，特定施設から排出

される汚水等が当該水質基準に適合しないと認めるときに，当該事業者に対して，

汚水等の処理方法の改善，特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を取るべき

ことを命じることによって規制の目的を達しようとするものである。 

よって，規制行政庁において，特定の事業場が安全確保のための基準から逸脱し

ていると認められる場合には，（権限行使を先送りする特段の事由がない限り）適

時に規制権限を行使することが当然に予定されているものといえる。 

イ 基準適合命令の対象事業場は少数・特定かつ大規模なものに限られること 
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特に，個別的・直接的な基準適合命令による規制においては，基準適合命令の対

象となる事業場は，規制基準から逸脱している個別・特定の事業場のみに限られる。 

また，個別的・直接的な基準適合命令の対象として指定される事業場は，チッソ

の水俣工場（及び本件の福島第一原発）などのように，大規模な事業場が想定され

るのであり，技術的な対応能力及び対策工事等を施工する経済力等についても特段

の配慮が求められる事業場は想定し難い。 

以上より，規制基準からの逸脱が認められる場合に，規制行政庁において，基準

適合命令の発令を躊躇したり，先延ばししたりする合理的な理由は想定し難いとこ

ろである。 

（３）技術基準への適合のための防護措置の選択は事業者に委ねられていること 

なお，個別的・直接的な基準適合命令による規制において，特定の事業場を対象

として基準適合命令を発する場合においては，結果として規制基準への適合が確保

されれば足りるのであり，どのような措置を講じて規制基準への適合性を確保する

かについては，対象事業者の選択に委ねられるべきものである。 

この点は，水俣病関西判決も，規制行政庁の行使すべき規制権限について，前記

のとおり， 

「主務大臣は，工場排水の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認め

るときは，これを排出する者に対し，汚水等の処理方法に関する計画の変更，特定

施設の設置に関する計画の変更等を命ずること（同法７条），汚水等の処理方法の

改善，特定施設の使用の一時停止その他必要な措置を執るべき旨を命ずること（同

法１２条）」 

とのみ判示し，水質基準を満たすものと認められるものであれば，どのように計

画を変更するか，どのような防護措置を選択するかについては事業者に委ねられる

とし，それ以上の特定を行っていない。 
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第３ 本件は個別的・直接的な基準適合命令が求められる事案であり経済産業大臣

及び保安院に広範な裁量が認められる余地はないこと 

１ 本件において求められる規制権限行使は水俣最判と類似の構造であること 

（１）一審原告らが行使すべきであったと主張する規制権限の内容 

 本件において，一審原告らは，技術基準省令６２号４条１項の「原子炉施設・・・

が想定される自然現象（津波
．．．．．．．．．．．．

）により原子炉の安全性を損なうおそれ
．．．．．．．．．．

がある場合は，

防護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない」との技術

基準の定めを前提として，①２００２年「長期評価」の津波地震の想定は地震学上

の客観的かつ合理的根拠を有するものであるから，上記技術基準の「想定される津

波」を基礎づけるものであったこと，②想定地震を前提とし，既に確立していた「津

波評価技術」の津波推計手法によって推計を行えば，遅くとも２００２（平成１４）

年末までには，想定津波は福島第一原発の主要建屋敷地高さ（Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ）を優

に超えるＯ.Ｐ.＋１５.７ｍに達するものであることが予見可能であったこと，及び

③主要建屋敷地高さを超える津波が襲来した場合には，非常用電源設備等の機能喪

失から全交流電源喪失（ＳＢＯ）に至り，原子炉の安全性を損なうおそれがあった

のであるから，福島第一原発は上記技術基準に違反している状態にあったと主張し

ている（「長期評価」の地震想定に基づく福島第一原発の技術基準違反）。 

そして，電気事業法４０条は，「経済産業大臣は，事業用電気工作物が前条第一項

の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるとき
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は，事業用電気工

作物を設置する者に対し，その技術基準に適合するように
．．．．．．．．．．．．

事業用電気工作物を修理

し，改造し，若しくは移転し，若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ，又

はその使用を制限することができる。」としており，技術基準適合命令の発動要件は，

経済産業大臣が当該原子炉施設が「技術基準に適合していないと認めるとき」であ

る。 

よって，経済産業大臣は，遅くとも２００２（平成１４）年末までには，「長期評

価」の想定に基づいて，福島第一原発に対し技術基準適合命令を発令する個別的・
．．．．
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直接的な規制権限
．．．．．．．．

を有するに至ったものである。 

そして，原子炉施設においては，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」

という高度な安全性が求められることからすれば（伊方原発最判），経済産業大臣は，

福島第一原発の技術基準からの逸脱に対して，適時に，技術基準適合命令を発すべ

きであったといえる（「権限行使の作為義務化）。 

それにもかかわらず，経済産業大臣は，８年以上の長期にわたって技術基準適合

命令を発令せず，福島第一原発の技術基準からの逸脱状態を放置し続けたのであり，

かかる経済産業大臣の規制権限不行使は著しく合理性を欠き，国賠法１条１項の適

用上違法といわざるを得ないと主張している。 

（２）水俣病関西判決との同様の規制構造にあること 

 以上の整理を踏まえれば，本件において審理・判断の対象となる規制権限行使の

在り方は，個別的・直接的な基準適合命令による規制の典型的な場合であることは

明らかであり，国賠違法の最高裁３判決の中では，水俣病関西訴訟の事案との同様

の規制構造にある事案といえる1。  

 

２「長期評価」を踏まえた福島第一原発への個別的な技術基準適合命令の発動要件

の具備が本件の争点であること 

上記したとおり，本件においては，技術基準省令６２号４条１項による津波等に

対する技術基準の合理性は争いになっておらず，一審原告らも技術基準省令の改正

という形での規制権限行使を求めているものではない。よって，本件の争点は，規

制基準としての技術基準省令６２号４条１項を前提とした上で，福島第一原発に対

して個別的・直接的な技術基準適合命令を発する権限があったのか否かであるとい

 
1 ただし，水俣病事案では，水質基準適合命令を実際に発令するためには，その前提として，

水俣湾を対象とした「指定水域」の指定及び「水質基準」の定め，チッソ水俣工場を「特定施

設」として定めるなどの，規制権限行使の前提的な整備を進める必要があった。これに対し

て，原子炉施設の安全規制においては厳密な規制制度が既に整備・完成されていたので，水俣

病事案のような前提条件の整備は不要であった。よって，本件においては，基準適合命令をす

みやかに発することは，水俣病事案に比しても，より容易だったといえる。 
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える。 

すなわち，一審原告らは，「長期評価」は地震学上の客観的かつ合理的根拠を有す

るものであるから技術基準の「想定される津波」を基礎づけるものであり，その結

果として福島第一原発は「安全性を損なうおそれ」がある状態にあり（技術基準違

反），技術基準適合命令の発動要件が満たされていたと主張するものである（個別

的・直接的な基準適合命令の権限の存在）。 

これに対して，一審被告国は，「長期評価」は技術基準の「想定される津波」を基

礎づけるものではないとした保安院の対応には合理性が認められ，福島第一原発は

「想定される津波によって安全性を損なうおそれがある」場合に当たらないのであ

るから技術基準からの逸脱はなかったとし，その結果として技術基準適合命令を発

動する個別的な権限は存在しなかったと主張しているものである。 

よって，本件においては，（上記第１の２～４で整理した）規制権限不行使の国賠

違法の判断に際しての３段階の判断（①一般的な規制権限の存在，②個別・具体的

な事情を前提とした権限行使要件の充足，③権限行使の作為義務化）のうち，まず

は，第２段階の，「『長期評価』を前提とした福島第一原発への個別・直接的な技術

基準適合命令発動要件の充足の有無」が争点となっていると整理することができる。 

これを前提として本件の争点をより詳細に整理すると，次の２点に整理できる。 

すなわち， 

①，津波に対する安全基準を定めた技術基準省令６２号４条１項の技術基準（とり

わけ「想定される
．．．．．

」津波」）の実質的内容の解釈， 

及び， 

②，①の解釈を前提として，「長期評価」の津波地震の想定に，技術基準の「想定さ

れる津波」を基礎づけるに足りる地震学上の
．．．．．

客観的かつ合理的根拠が認められる
．．．．．．．．．．．．．．．．

か否か
．．．

 

という２点である。 

そして，前記争点①，②のいずれの判断過程においても，経済産業大臣や保安院
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に広範な裁量を認める余地はない。 

まず，前記①については，津波に対する安全基準を定めた技術基準省令６２号４

条１項の技術基準の実質的内容の解釈，とりわけ「想定される」津波の解釈として，

原子炉施設の安全規制においてどこまでの津波を想定する必要があるのかという争

点である。 

上記技術基準の「想定される津波」の「想定される」の意義を確定する作業は，

規制法令の意義について解釈を通じて確定させるものであり，その性質は要するに

「法令解釈」そのものであり，これは裁判所の専権事項であり，当然のことながら，

規制政庁の裁量に優先するものである。 

そして，福島地裁判決（甲イ３４）は，地震学上の「客観的かつ合理的根拠が認

められる知見」に基づいて想定される地震・津波は，技術基準の「想定される津波」

を基礎づけるものであるとの法令解釈を示し，これに反して「通説的見解といえる

程度に形成，確立した科学的知見」を要求する被告国の主張を排斥した。 

同判決における上記技術基準の解釈は，原子炉の安全規制法制の趣旨，目的を踏

まえた正当なものといえる。 

 次に②について，すなわち，「長期評価」の津波地震の想定に，技術基準の「想

定される津波」を基礎づけるに足りる地震学上の客観的かつ合理的根拠が認められ

るか否かは，その性質上「事実認定」の問題であり，訴訟においては裁判所が証拠

と経験則に基づいて専権的に行うべきものであり，規制行政庁による判断に優先す

べきものである。ただし，この場合の事実認定は，単純な事実の認定ではなく，地

震学上の知見に客観的かつ合理的根拠が認められるか否かという専門的な判断が求

められるという特質がある。 

 そして，地震本部の「長期評価」がこのような専門家による調査審議及び判断に

基づくものであること，他方２００２年８月保安院対応は専門家による調査審議及

び判断に基づくものではないこと，さらに一審被告国の主張の拠り所である「津波

評価技術」においても上記のような調査審議や判断を経ていないものであることに
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ついては，これまでの一審原告らの本控訴審における主張のとおりである。 

 したがって，規制行政庁の判断が専門家による集団的な調査審議及び判断に基づ

く場合，裁判所が事実認定に際してその規制行政庁の判断を一定程度尊重すべきで

あるとする伊方原発最判の考え方に立った場合でも，本件において，裁判所が尊重

すべきは，地震調査研究推進本部・地震調査委員会の２００２年「長期評価」の津

波地震の想定であり，一審被告国が主張する，何ら専門家による調査審議や判断を

経ていない２００２年８月保安院対応や津波評価技術は裁判所がその判断を尊重す

る前提を欠くものであることが明らかである。 

 以上からすれば，規制権限行使の要件充足の判断に関しては経済産業大臣及び保

安院に広範な裁量を認める余地がないものである。 

 

第４ 一審判決が国賠違法の判断に先立つべき規制法令の解釈及び事実認定に基づ

く法令への適用判断を欠落させ，結果として法令の趣旨・目的を踏まえない規制

行政庁の判断への追随に陥っていること 

１ 規制権限不行使の国賠違法の判断に先立ち①規制法令の解釈及び②具体的事実

を前提とした権限行使要件の充足の有無についての判断がなされる必要があること 

（１）規制権限不行使の国賠法上の違法性に関する判断過程の確認 

 本書面の第１で整理したとおり，水俣関西訴訟・判例解説（５６８頁）によって

も，規制権限不行使の国賠違法の判断に際しては， 

① 規制権限の根拠となる法令が存在すること 

② 個別・具体的な事情を前提とした権限行使要件の充足 

 を確認して，当該事案において規制権限が存在することを「前提」とした上で， 

③ （「できる」型の規定の場合における）「権限行使の作為義務化（＝権限不行使

の違法化）の要件」の充足の有無 

 について判断を進めることとなる。 

 これを本件に当てはめると，前記のとおり， 
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① （一般的に）電気事業法４０条が，経済産業大臣に対し，原子炉施設が「技術

基準に適合しないと認める場合に」技術基準適合命令を発する権限を与えている

ことを前提として， 

② （具体的な事例への当てはめとして）「長期評価」は技術基準省令６２号４条１

項の「想定される津波」を基礎づけるものであり，その結果，福島第一原発は「原

子炉の安全性を損なうおそれ」があり技術基準違反の状態にあることから，経済

産業大臣は福島第一原発に対して個別的な技術基準適合命令を発する権限を有

していたことを確認し（技術基準違反に対する個別的適合命令の発動権限）， 

③ （②の判断を前提として）法令の趣旨，目的及び当時の具体的な事情の下で，

経済産業大臣が技術基準適合命令を発する義務を負担するに至ったか（＝技術基

準適合命令の発令権限の不行使が国賠法上の違法と評価されるか否か） 

 の判断に進むこととなる。 

（２）福島地裁判決は水俣病最判解説の示す判断過程に沿うものであること 

 この点に関して，福島地裁判決（甲イ３４，判例時報２３５６号３頁）2は，技術

基準省令６２号４条１項の「想定される津波」を基礎づける知見の程度について，

地震学上の「客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見」であれば足りるとの解釈

を示し，これを前提とし「長期評価」を同技術基準に当てはめて， 

 「『長期評価』から想定される津波
．．．．．．．．．．．．．．．

は，省令６２号４条１項で想定すべき津波
．．．．．．．

とし

て津波安全性評価の対象とされるべきであったといえる。」と判示する（技術基準違

反状態の認定）。 

 そして，これを踏まえた結論として， 

「経済産業大臣は，平成１４年７月３１日に発表された『長期評価』に基づき，

福島第一原発１～４号機敷地南側にＯ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波が到来することを

予見することが可能であり，１～４号機の非常用電源設備は『津波により損傷を受

 
2 評釈論文としては判例時報２３８３号１５３頁，法学セミナー６３巻２号１１９頁がある。 
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けるおそれ』があり，電気事業法３９条に定める技術基準である省令６２号４条１
．．．．．．．．．．．．．．．

項に適合しない
．．．．．．．

と認めるべきものであったのであるから，同法４０条の技術基準適
．．．．．

合命令を
．．．．

発することが可能
．．．．．．．．

であった」 

 と判示する（②の個別・具体的な事情を前提とした権限行使要件の充足）。 

その上で， 

「（経済産業大臣は，技術基準適合命令を発することが可能であった）にもかかわ

らずこれを行わなかったものであり，この津波対策義務に関する規制権限の不行使

は，本件の具体的事情の下において，許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠

いていたと認められ，被告国は，本件事故により被害を受けた原告らとの関係にお

いて，国賠法１条１項の責任を免れないものというべきである。」（括弧内は引用者） 

として，規制権限の不行使が違法であるとの判断に進んでいる（③「権限行使の

作為義務化の要件」の充足）。 

この判示は，前記の水俣病関西訴訟・判例解説が示す判断過程に沿うものとして

正当なものといえる。 

 

２ 一審判決が国賠違法の判断に先立つべき①規制法令の解釈及び②事実認定に基

づく当てはめ判断を欠落させていること 

 この点，一審判決（平成２９年９月２２日言渡・公刊物未掲載）の判断過程を，

前掲水俣病関西訴訟・判例解説が示す判断過程に沿って整理すると次のとおりとな

る。 

（１）「①規制権限の根拠となる法令が存在すること」に関する判示 

 この点に関して一審判決は， 

「経済産業大臣は，電気事業法３９条に基づく省令６２号の改正権限，同法４０条

に基づく技術基準適合命令を行使して，被告東電に対し，津波による浸水から全交

流電源喪失を回避するための措置を講ずるよう命ずべき規制権限を有していたとい

える。」（判決文１１６頁） 
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 として，経済産業大臣が一般的な規制権限を有することを判示している。 

（２）「長期評価に基づいて敷地高さを超える津波の襲来が予見可能であった」との

判示はあるものの技術基準違反の有無についての判断を遺脱していること 

 一審判決は，「長期評価」の津波地震の想定については， 

「必ずしも専門研究者間で正当な見解として通説的見解といえるまでには至ってい

なかった」としつつ，「しかしながら，長期評価は，地震防災対策特別措置法に基づ

き，地震に関する調査研究の推進並びに地震から国民の生命，身体及び財産を保護

するために設置された被告国の機関である地震本部が策定したものであり，異論の

存在も踏まえ最大公約数的に意見をまとめたものといえる以上，経済産業大臣は，

地震発生の規模，確率を示した無視することができない知見として十分に尊重し
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．

検討するのが相当
．．．．．．．．

であったといえる」と判示し（同１２３頁）， 

これを踏まえ「予見可能性に関するまとめ」として 

「経済産業大臣において，遅くとも平成１８年までに，福島第一原発の敷地高さを

超える津波，すなわちＯ．Ｐ．＋１０ｍの津波の発生を予見することは可能であっ

たということができる」と判示している（同１２６頁）。 

 

 このように一審判決は，前提として，「被告らは，敷地高さを超える高さの津波が

発生すれば，全交流電源喪失に至る現実的危険性があることを認識していたといえ

る」（同１１８頁）と明確に認定していること，及び上記の「Ｏ．Ｐ．＋１０ｍの津

波の発生を予見することは可能であった」との認定を踏まえれば，福島第一原発は

技術基準省令６２号４条１項の「想定される津波によって原子炉の安全性を損なう

おそれがある場合」に当たり，技術基準からの逸脱状態にあることが当然に導かれ

るべきはずのものである（技術基準違反＝技術基準適合命令の発動要件の充足）。 

 しかし，一審判決は，「長期評価」に基づく敷地高さを超える津波の予見可能性を

認定しているにもかかわらず，これが，技術基準省令６２号４条１項違反の事実を

基礎づけるものであるとの認定，判示をまったく欠落させている。 
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 これは，前掲水俣病関西訴訟最判・判例解説が示す判断過程のうちの，第２段階

（②の個別・具体的な事情を前提とした権限行使要件の充足）の判断を欠落させる

ものであり，上告理由としての「判決に理由を付せず，又は理由に食違いがあるこ

と」（民事訴訟法３１２条２項６号）に当たるものである。 

（３）「権限行使の作為義務化（＝権限不行使の違法化）」についての判示  

 一審判決は，上記のとおり「長期評価」に基づく敷地高さを超える津波の予見可

能性を認定しつつも「その精度・確度は必ずしも高いものではなかった」（同１２７

頁）との評価をし，結果回避可能性の程度も合わせ考慮して，結論として 

 「経済産業大臣における予見可能性の程度に照らせば，①ないし④の各結果回避

措置（原告らが主張した防護措置のこと。引用注）を直ちに講ずるべき義務が導き

出されるとはいえ」ない（同１３３頁）として，「③権限行使の作為義務化（＝権限

不行使の違法化）の要件」を充足してないとして国賠違法を認めなかった。 

（４）技術基準からの逸脱の有無についての判断を遺脱した一審判決の誤りについ

て 

ア 技術基準からの逸脱の有無についての判断が遺脱しているため一審判決の具体

的な判断内容が不明確であること 

 しかし，一審判決の上記の判断過程を精査すると，「長期評価に基づいて敷地へ津

波が遡上することが予見可能であった」との認定と「技術基準からの逸脱の有無」

の関係が明示されていないことから，同判決が， 

Ⅰ 「長期評価」に基づいて津波が敷地高さを超えることが予見可能であったから

福島第一原発は技術基準から
．．．．．．

逸脱
．．

しており，その違反を前提とし，福島第一原発

に対する個別・具体的な
．．．．．．．

技術基準適合命令の
．．．．．．．．．

発動権限があった
．．．．．．．．

ものの，それを行

使しないことも国賠法上違法とは評価されない
．．．．．．．．．．

，との判断を行ったのか（規制権

限はあったが行使しないのが違法とはいないとの判断。③「権限行使の作為義務

化＝権限不行使の違法化の要件」の否定），  

それとも， 
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Ⅱ 「長期評価」に基づいて福島第一原発の主要建屋敷地へ津波が遡上することが

予見可能であったとしても，それを基礎づける知見の「精度・確度は必ずしも高

いものではなかった」のであるから，結果として技術基準からの逸脱とは認めら
．．．．．．．．．．．．．．

れ
．
ない
．．

ので技術基準適合命令の発動要件は充足しておらず，福島第一原発に対す

る個別
．．

・
．
具体的な技術基準適合命令
．．．．．．．．．．．．

を発動する
．．．．．

権限はそもそも存在
．．．．．．．．．

しなかった
．．．．．

，

との判断を行ったのか＝権限がない以上，不行使の国賠法上の違法を問う前提を

欠ける。「②の個別・具体的な事情を前提とした権限行使要件の充足」の否定）， 

  上記Ⅰ又はⅡのいずれの判断を行ったか不明といわざるを得ない。 

 上記したとおり，一審判決のこの判断の遺脱が維持されるならば，理由不備又は

理由齟齬（民事訴訟法３１２条２項６号）に当たるものといわざるを得ない。 

 

 ただし以下では，一審判決のこの判断の遺脱を踏まえつつも，上記Ⅰの場合，Ⅱ

の場合のいずれにおいても，その判断は規制法令の趣旨に反することを指摘する。 

イ 上記Ⅰの判断は原子炉施設の技術基準違反の放置を容認するものであり原子炉

の安全規制法令の趣旨，目的及び伊方原発最判の判示に反すること 

 上記Ⅰの判断は，要するに，原子炉施設において重大事故に結びつき得る技術基

準からの逸脱が認められる場合において，経済産業大臣が技術基準適合命令を発令

せず技術基準違反状態を黙認したとしても，国賠法上違法とは評価されないという

判断を示すものである。 

 しかし，伊方原発最判は，原子炉施設の安全規制法制の趣旨，目的について，「深

刻な災害が万が一にも起こらないようにする」ことが求められていると判示してい

る。そして，技術基準省令６２号の各技術基準は，いずれも原子炉施設において深

刻な災害が起こらないようにするための基準を定めているところである。 

 そうであれば，規制法制の趣旨からして，重大事故に結びつき得る技術基準から

の逸脱が認められた場合には，経済産業大臣は，技術基準への適合を確保するため

に，まずは行政指導を行い，事業者がそれに従わない場合には速やかに技術基準適
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合命令を発して「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」べきであり，こ

うした対応は法が当然に予定しているところといえる。逆にいえば，重大事故に結

びつき得る技術基準からの逸脱が認められる場合に，経済産業大臣が技術基準適合

命令を発せず危険状態を黙認することは，「深刻な災害が万が一にも起こらないよ

うにする」という法の趣旨，目的に反し，およそ法の許容しないところといえる。 

 以上より，仮に，千葉地裁判決が上記Ⅰの判断を示したのであるとすれば，原子

炉施設の安全規制法令の趣旨，目的及び伊方原発最判の判示に反するものといわざ

るを得ない。 

ウ 上記Ⅱの判断は通説的な知見に基づく規制のみで足りるとするものであり規制

法令の趣旨及び伊方最判の判示に反すること 

上記Ⅱの判断は，「長期評価」について「被告国の機関である地震本部が策定した

ものであり，異論の存在も踏まえ最大公約数的に意見をまとめたものといえる以上，

経済産業大臣は，地震発生の規模，確率を示した無視することができない知見とし

て十分に尊重し，検討するのが相当であった」（同１２３頁）とはいえるものの，そ

れを基礎づける知見の「精度・確度は必ずしも高いものではなかった」（同１２７頁）

ことから，結局，技術基準による規制を基礎づけるに足りるものではなかったとす

るものである。 

これは，要するに，原子炉の安全規制を基礎づけるための知見の程度としては，

「通説的見解といえる程度に形成，確立した科学的知見」を要するとしていた被告

国の（一審段階の）主張に沿うものといえる。 

しかし，この「通説基準」は，原子炉施設の安全規制においては到底採用し得な

いものである。 

この点，伊方原発最判は，原子炉施設の安全規制においては，「深刻な災害が万が

一にも起こらないようにする」ことが求められるとするとともに，「科学技術は不断

に進歩，発展している」ことを前提として「最新の科学技術水準への即応」が確保

されるべきことを求めている。 
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科学的な知見は，一人の専門家が仮説を提示する段階から始まり，それが専門家

による議論を踏まえ一定の「客観的かつ合理的根拠」を有するものと評価される段

階を経て，「通説的見解といえる程度に形成，確立した科学的知見」にまで発展して

いくものである。 

上記Ⅱの見解は，原子炉施設の安全規制においても，最終段階の通説的見解にの

み「後追い」的に対応すれば足りるとするに等しいものである。しかし，これでは，

伊方原発最判が判示した「最新の科学技術水準への即応性」の要請に反することと

なり，またその必然的な結果として同最判が示した「深刻な災害が万が一にも起こ

らないようにする」との規制法制の趣旨，目的にも反することとなる。 

なお，一審被告国も，控訴審段階に至って，従前の主張を実質的に変更して「審

議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠を伴う知見
．．．．．．．．．．．．．．．

」は「想定される

津波」を基礎づけるものとするに至り，従前の「通説的見解」であることを要する

との主張の誤りを自認するに至っている。 

よって，仮に，一審判決が上記Ⅱの判断を行ったのであるとすれば，このⅡの判

断は，既に一審被告国自身によって否定されるに至ったものであり到底採用し得な

い見解というしかない。 

（５）小括 

 以上より，「長期評価」に基づいて主要建屋敷地高さを超える津波の予見可能性を

認定しつつ，福島第一原発が技術基準省令６２号４条１項に反する状態にあったの

か否か（＝経済産業大臣に個別・具体的な技術基準適合命令の発令権限があったの

か否か）についての判断を遺脱した一審判決の誤りは明らかといえる。 

 一審判決は，技術基準違反の有無という「判決に影響を及ぼすべき重要な事項に

ついて判断の遺脱」を犯した結果として，規制権限不行使の国賠違法の判断に際し

て，予見可能性の
．．．．．．

程度
．．

が
．
高くない
．．．．

とか
．．

，
．
結果回避可能性の程度
．．．．．．．．．．

も
．
曖昧
．．

であった
．．．．

（
．
回
．

避できなかった可能性もある
．．．．．．．．．．．．．

）など
．．．

として
．．．

，
．
諸般の
．．．

事情を
．．．

「
．
総合判断
．．．．

」
．
するかのよ

うな表現で，経済産業大臣が技術基準適合命令を発しなかったことは著しく合理性
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を欠くとは認められないと結論づけている。 

 しかし，規制権限不行使の国賠法上の違法性の判断に先だって，まず規制法令の

意味内容を法令解釈を通じて確定することは，裁判所の本来の使命というべきもの

である。また，水俣病関西訴訟の判例解説が整理するとおり，個別の事案において

規制基準からの逸脱があったか否か（＝個別・具体的な基準適合命令の発動権限の

有無）についても，国賠法上の違法性の判断に先だって，裁判所の事実認定により

確定されるべきものである。 

 一審判決の判断は，裁判所が本来行うべきこれらの法令解釈及び事実認定を遺脱

したまま，「総合的判断」の名の下で「裸のどんぶり勘定」的判断を行っているに等

しいものである。 

 そして，規制法令の意味内容の解釈による確定と，規制法令に対する具体的事案

の当てはめという本来的な裁判所に求められる判断過程を遺脱したことの結果とし

て，一審判決の実際の判断過程は，規制行政庁の「相場観」へ
．．．．．．．．．．．．

の
．
，
．
規制法令の趣旨
．．．．．．．

，
．

目的を
．．．

忘れた無自覚な追随
．．．．．．．．．

ともいうべきものに堕しているといわざるを得ない。 

 規制行政庁が規制法令の趣旨，目的から外れた行政運用を広く行っていた場合に

は，最終的な法の解釈，適用を使命とする裁判所において，規制行政庁の「相場観」

や惰性に流されることなく，法令の趣旨，目的を鮮明にしてそれを現実の法適用過

程に復活させることが強く求められるところである。 

 多大な犠牲を伴った福島原発事故の教訓を後世に正しく伝えるためにも，また，

福島原発事故のような惨禍が二度と起こらないようにするためにも，裁判所がその

本来の使命に基づき，法令の趣旨，目的を十分に踏まえた厳正なる判断を行うこと

を，原告のみならず全ての原発事故被害者，そして多くの国民が期待しているとこ

ろである。 

 次項では，ここまで述べてきた，国賠違法の判断に先立つ規制法令の根拠規定（本

件では省令６２号４条１項）への適用判断を前提とした上で，さらに国賠違法，す

なわち規制権限不行使の違法性の判断過程において，特に考慮すべき点について，



49 

 

これまでの主張を整理する。 

 

第５ 原子炉の安全規制に関する法令の趣旨・目的 

１ 原子炉の安全規制中，津波対策義務に関する法令の趣旨・目的 

本件では津波対策が問題となっているので，原子炉の安全規制に関する法令の趣

旨，目的についても，津波対策義務にそって検討することとする。関係する安全規

制は，原子力基本法，原子炉等規制法（炉規法），電気事業法，技術基準省令６２号

であるので，以下，その順で述べる。 

（１）原子力基本法 

規制権限を行使すべき時期として問題となっている２００２（平成１４）年～２

００６（１８）年当時，原子力基本法（平成２４年法律第４７号による改正前の昭

和３０年法律第１８６号。）は，「原子力の研究，開発及び利用を推進することによ

って，将来におけるエネルギー資源を確保し，学術の進歩と産業の振興とを図り，

もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与すること」を目的として（１

条），「原子力の研究，開発及び利用は，平和の目的に限り，安全の確保を旨として，

民主的な運営の下に，自主的にこれを行うものとし，その成果を公開し，進んで国

際協力に資するものとする。」（２条）という原子力利用の基本方針を定めていた。 

本件事故後，平成２４年法律第４７号による改正により，原子力基本法２条２項

に「前項の安全の確保については，確立された国際的な基準を踏まえ，国民の生命，

健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とし

て，行うものとする。」とする規定が追加されているが，２００２（平成１４）年及

び２００６（平成１８）年当時においても，原子力の利用は「安全の確保」を旨と

して行うこととされていたのであるから，国民の生命，健康及び財産の保護は同法

の目的とされ，我が国における原子力政策の基本とされていたものといえる。 

（２）原子炉等規制法（炉規法） 

原子力発電所の設置については，炉規法（平成２４年法律第４７号による改正前
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の昭和３２年法律第１６６号「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」。）が，「原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり，核

原料物質，核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ，かつ，これらの利

用が計画的に行われることを確保するとともに，これらによる災害を防止し，及び

核燃料物質を防護して，公共の安全を図るために，製錬，加工，貯蔵，再処理及び

廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか，原子

力の研究，開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために，国際規

制物資の使用等に関する必要な規制等を行うこと」を目的として（１条），（実用発

電用原子炉の設置には）経済産業大臣の許可を必要とすること（２３条１項１号），

設置許可に当たっては原子炉施設の位置，構造及び設備が原子炉による災害の防止

上支障がないものであることが必要であること（２４条１項４号）などを定めてい

た。 

本件事故後，平成２４年法律第４７号による改正により，炉規法の目的が「原子

力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施

設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質，核燃料物

質及び原子炉による災害を防止し，及び核燃料物質を防護して，公共の安全を図る

ために，製錬，加工，貯蔵，再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等

に関し，大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要

な規制を行うほか，原子力の研究，開発及び利用に関する条約その他の国際約束を

実施するために，国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い，もつて国民の

生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目

的とする」（１条）ものであることが明確にされているが，２００２（平成１４）年

及び２００６（平成１８）年当時においても，原子力災害を防止して「公共の安全

を図る」こと，すなわち国民の生命，健康及び財産の保護は炉規法の目的とされて

いたものといえる。 
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（３）電気事業法 

原子炉設置許可がなされた後の，電気事業の用に供する原子力発電所の運転につ

いては， 炉規法（平成２４年法律第４７号による改正前のもの）７３条で２７条か

ら２９条までの適用が除外され，電気事業法（平成２４年法律第４７号による改正

前の昭和３９年法律第１７０号。）による規制が行われていた。 

電気事業法は「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって，電気

の使用者の利益を保護し，及び電気事業の健全な発達を図るとともに，電気工作物

の工事，維持及び運用を規制することによつて，公共の安全を確保し，及び環境の 

保全を図ること」を目的として（１条），事業用電気工作物を設置する者は，事業用

電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければなら

ないこと（３９条１項），その技術基準を定める経済産業省令においては，事業用電

気工作物は，人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えないようにすること（３

９条２項１号），経済産業大臣は，事業用電気工作物が３９条１項の経済産業省令で

定める技術基準に適合していないと認めるときは，事業用電気工作物を設置する者

に対し，その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し，改造し，若し

くは移転し，若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ，又はその使用を制限

することができること（４０条。技術基準適合命令），技術基準適合命令に違反した

者は３００万円以下の罰金（１１８条７号。法人にも罰金併科（１２１条）。平成１ 

４年法律第１７８号による改正後は，３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰

金，又はその併科（１１６条２号），法人には３億円以下の罰金（１２１条１号））

を科せられることなどを定めていた。 

（４）技術基準省令６２号 

電気事業法３９条１項による委任に基づき，省令６２号（昭和４０年通商産業省

令第６２号「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」。２００２（平成１

４）年７月３１日時点においては，平成１５年経済産業省令第１０２号による改正

前のもの。）４条１項は，技術基準として，「原子炉施設並びに一次冷却材又は二次
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冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が地すべり，断層，なだれ，

洪水，津波又は高潮，基礎地盤の不同沈下等により損傷を受けるおそれがある場合

は，防護施設の設置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。」

と定めていた。 

２００６（平成１８）年１２月３１日時点における省令６２号（平成２０年経済

産業省令第１２号による改正前のもの。）４条１項は，「原子炉施設並びに一次冷却

材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が想定される自

然現象（地すべり，断層，なだれ，洪水，津波，高潮，基礎地盤の不同沈下等をい

う。ただし，地震を除く。）により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は，防

護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。」と定めてい

た。本件事故後，平成２３年経済産業省令第５３号による改正により，省令６２号

５条の２に「津波による損傷の防止」の基準が追加されるなどし，平成２５年６月

２８日には技術基準規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」。）が制定され，実用発電用原子炉

に適用すべき技術基準の内容は同規則に引き継がれた。 

以上のとおり，原子力基本法以下，技術基準省令６２号に至るまでの原子炉施設

の安全規制に関する法令においては，災害が起きた場合には，日本国憲法１３条に

よってわが国の法制上もっとも重要な位置を与えられている，住民の生命，身体，

生存の基盤となる財産に重大な危害が生じることから，かかる災害を防止し原子炉

施設の安全の確保し，住民等の安全の確保することを主要な目的としていることは

明らかである。 

 

２ 原子力安全は「格段に高度な安全性」を求めている。 

（１）原子力発電は本質的危険性を有している 

 火力発電は石炭や石油の酸化燃料反応（化学反応）を利用して水を蒸気としてタ

ービンを回して発電させる装置であるが，原子力発電は，燃料棒内のウラン２３５
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の核分裂反応を利用して水を蒸気としてタービンを回して発電させる装置である。

原子核そのものが核分裂により放出するエネルギーは化学反応によるエネルギーと

比べて桁違いに大きい（６桁位大きい）上に，セシウムやヨウ素などの核分裂生成

物が大量に燃料棒内に残る。燃料棒内の核分裂生成物は大量の崩壊熱を発するから，

原子炉停止後も適切に冷却されなければならない。またひとたび事故を起こして環

境中に放出されると，広範囲かつ多数の国民の生命・健康・財産や環境に対し，甚

大かつ不可逆的な損害をもたらす。 

（２）事故が発生した場合の公衆損害は莫大である 

ア アメリカにおける原子力発電所事故の公衆損害試算 

アメリカ原子力委員会(United States Atomic Energy Commission)は，核兵器と

原子力利用促進に関する監督と原子力安全に関する監督等を行う組織であるが，１

９５７(昭和３２)年，「公衆災害を伴う原子力発電所事故の研究」（ＷＡＳＨ７４０）

を発表した。原子炉の冷却材が喪失するとともに全燃料が溶融し，格納容器が破壊

され，内蔵された揮発性の放射性物質の約半分が放出されるとの仮定で事故の評価

がなされた。結果は，人的損害と財産的損害が発生し，財産的損害だけでも，当時

の金額で７０億ドル（アメリカ政府の歳入の約１０％）という膨大なものであった。 

イ 日本の公衆損害額に関する試算 

科学技術庁（当時）は，原子力災害補償確立のための参考資料とするために，原

子力産業会議に調査を委託し，原子力産業会議は，上記アメリカの解析方法を参考

にして試算を行った（１９６０（昭和３５）年）。そこでは，ウランを燃料とする熱

出力５０万ｋｗの原子炉が海岸に設置され，原子炉から２０ｋｍのところに人口１

０万人の都市，１２０ｋｍのところに人口６００万人の都市があると仮定された。

これは茨城県東海村－水戸－東京にほぼ対応している。 

放出される放射性物質の種類・量，気象条件などを変えて試算した結果，最大と

なる人的損害は数百人の死者，数千人の障害，１００万人程度の要観察者であり，

最大となる物的損害は，農業制限地域が幅２０～３０ｋｍ，長さ１０００ｋｍにも
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及ぶものであり，損害額は１兆円以上と試算された。人命一人当たり８５万円と評

価するなど問題はあるが，損害が莫大であることは明白である。 

（３）「災害は万が一にも起こしてはならない」（伊方原発最高裁判決） 

伊方原発最高裁判決（平成４年１０月２９日・民集４６巻７号１１７４頁）は，

内閣総理大臣（当時）は設置者が行った原子炉設置の許可申請が原子炉等規制法２

４条１項各号（当時）に適合していると認めるときでなければ許可してはならず，

許可をする場合においては，右各号に規定する基準の適用については，あらかじめ

核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること等を所掌事務とする原子力委員会

（当時）の意見を聴き，これを尊重しなければならないとしている趣旨について，

「原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料と

して使用する装置であり，その稼働により，内部に多量の人体に有害な放射性物質

を発生させるものであって，原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置，運転に

つき所定の技術的能力を欠くとき，又は原子炉施設の安全性が確保されないときは，

当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周

辺の環境を放射能によって汚染するなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあるこ

とにかんがみ，右災害が万が一にも起こらないようにするため」である，と判示し，

原発事故は万が一にも起きてはならない，ことを明言した。 

（４）原子力安全は「格段に高度な安全性」を求めている 

ア 一審被告国による「相対的安全性」の主張 

一審被告国は，２０１８（平成３０）年５月１７日付「控訴答弁書」（８～１０

頁）において, 「原子力規制において『絶対的安全性』を求めることは不可能であ

り，求められるべき安全性は『相対的安全性』を前提とした一定限度の安全性であ

ること」との項目のもとに，原子力基本法，炉規法，電気事業法など，原子力規制

に関する法令の「規定は，飽くまで原子力技術という科学技術を受け入れて利用す

ることを前提として，これを規制するものである以上，これらの規定が想定する安

全性は，科学技術を利用した施設に求められる安全性を意味していると解するのが
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相当である。そして，科学技術の分野においては『絶対的な安全性』，すなわち，

どのような重大かつ致命的な人為ミスが重なっても，また，どのような異常事態が

生じても，原子炉内の放射性物質が外部の環境に放出されることが絶対にないとい

った達成不可能な安全性をもって安全と評価しているのではなく，『相対的安全性』，

すなわち，科学技術を利用した施設などでは，常に何らかの程度の事故発生等の危

険性を伴っているものであるが，その危険性の程度が科学技術の利用により得られ

る利益の大きさとの対比において，社会通念上容認できる水準であると一般に考え

られる場合には，これをもって安全と評価するという考え方に依拠しているのであ

るから，これらの規定が想定する安全性は，このような『相対的安全性』を前提と

した一定限度の安全性に留まる」とする。 

イ 岡本孝司氏と山口彰氏は「リソース有限論」を展開する 

一審被告らは，各地で提起された損害賠償請求訴訟の中で，「リソース有限論」を

唱える岡本孝司氏や山口彰氏の意見書を証拠として提出した。これは「相対的安全

性」論をさらに切り詰めたものである。 

岡本孝司氏はその「意見書（１）」（丙ロ９２，平成２８年９月１２日付）の 7頁

において，次のように述べている。 

 「工学において安全対策を考える場合には，1 つの事項に集中した安全対策を

施した場合，施設全体としての安全性が低下するという可能性もありますし，人

的資源の問題や時間的な問題として，緊急性の低いリスクに対する対策に注力し

た結果，緊急性の高いリスクに対する対策が後手に回るといった危険性もある

（後略）」 

 また，山口彰氏はその「意見書」（丙ハ１０８，平茂２８年９月２９日付）の２

～３頁において，次のように述べている。 

「原子力工学の分野において，この安全対策をどのように行うのかについてで

すが，まず前提として理解しておかなければならないのは不確かさや知識の不完

全さがあること，安全対策を施すにしてもリソースが有限であるということです。 
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 原子力の安全対策というのは一般的に電気事業者が行うべきものですが，事業

者である以上，経済的合理性を無視した安全対策を行うことはできませんし，規

則を行う行政も無限の対策を講じるように指示することもできません。また，規

則そのものも有限のリソースしか用いることができません。」 

 両氏は，原発事業の実体に通暁している専門家として，原発による電力単価が

火力・水力・太陽光・風力・地熱などの電力単価と競合関係にあって，そのこと

のゆえに原発が理想状態よりは下に切り詰めて設計されていること，「経済的合

理性」を根拠とした安全性の切り捨てを行っていることを主張しているのである。 

ウ 「格段に高い安全性」は原子力安全の本質である 

人間が，鉄，コンクリート等で作った機械・設備等，例えば，自動車，飛行

機，鉄道，船舶等の交通機関は，錆・腐食・劣化・風化などで壊れるし，振動する

設備については，金属疲労を起こして壊れる。これは原子力発電所も同じである。

人工物に「絶対的安全性」はありえない。 

しかし，こと原子力発電所に関しては，一審被告国と一審被告東電を始めとす

る原子力事業者は，「国策民営」の旗のもと，周辺住民に対して，「日本の原発は

技術力も高く，運転員も優秀だから，事故は起きません」「原発は安全・安心で

す」と「安全神話」を振りまき，生命・身体・財産・環境に対する危害が発生する

可能性があるについては言及してこなかった。そこでは，「原子力発電所において

は，ひとたび事故等を原因として放射性物質の大量放出を招いた場合には，深刻な

被害が広範囲にかつ長期間にわたって生ずる危険性があるという特殊性が存在する

が，発生確率が低いし，社会的に有用であるから社会的に容認されている」等と主

張することは一切なかった。一審被告国は，数十年間という長期にわたってとり続

けてきたこのような態度を，本件原発事故以降１８０度変えて「相対的安全性論」

を持ち出し，あたかも本件原発事故以前からそのように主張してきたかのように，

臆面もなく，主張するに至った。 

一審原告は，これまでも「絶対的安全性」を主張したことはない。ただ，原子力
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発電所事故が起きた場合の被害の甚大性・広範性・永続性などを考慮すると「万が

一にも事故を起こさない」とする規制，つまり，「格段に高度の安全性」を確保す

るための規制が必要である，と主張してきた。「『相対的安全性』の中でも，他の

設備，機器等に比べて格段に高度なものであるべき」との文言は，一審被告国自身

が使用している文言である。 

なお，リソース有限論は，原子炉周辺に居住する人間の生命・健康と原発事業者

の経済的利益とを天秤にかけ，安全性を切り下げる議論であり，直ちに退けられる

べく議論である。 

 

３ 炉規法・電気事業法が具体的措置を省令等に包括的に委任したのは「適時かつ

適切に」規制を行わせるためである 

（１）伊方最高裁判決の趣旨 

 原子炉等規制法及び電気事業法が，具体的措置を技術基準省令に包括的に委任し

た趣旨を考慮するにあたっては，伊方原発訴訟最高裁判決の次の判示が重要である。

すなわち，「（原子炉等）原子炉等規制法二四条一項四号は，原子炉設置許可の基準

として，原子炉施設の位置，構造及び設備が…原子炉による災害の防止上支障がな

いものであることと規定しているが，それは，原子炉施設の安全性に関する審査が，

…多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づいてされる必

要がある上，科学技術は不断に進歩，発展しているのであるから，原子炉施設の安

全性に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困難であるのみならず，

最新の科学技術水準への即応性の観点からみて適当ではないとの見解に基づくもの

と考えられ，右見解は十分首肯できる」というものである。同判決が「最新の科学

技術水準への即応性」を求めている点は，まさに泉南アスベスト訴訟大阪高裁判決

（大阪高裁平成２５年１２月２５日判決・平成２４年（ネ）第１７９６号）や関西

水俣病訴訟最高裁判決（最高裁平成１６年１０月１５日判決・民集５８巻７号１８

０２頁，判タ１１６７号８９頁）が「適時かつ適切に」規制権限を行使すべきと判
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示していることと同趣旨である。 

（２）省令は基本設計事項を含めすべての設計を対象としている。 

一審被告国は，「実用発電用原子炉に関する安全規制は，段階的な安全規制の考え

方を前提とし，技術基準適合命令は原子炉施設に関する具体的な設計や工事方法の

設計である詳細設計に関わる事項のみが対象となっており，原子炉施設に関する基

本設計ないは基本的設計方針の安全性に関わる問題を対象としていないところ，原

告らの主張する結果回避措置は基本設計ないし基本的設計方針の変更を要するもの

であるから経済産業大臣は規制権限を有しない」などと主張する。しかし，科学技

術の進歩に応じて技術基準適合義務は変化すること，技術基準適合命令が詳細設計

の場合に限ると明文で規定されてはいないこと，原子力安全が極めて高度な安全性

を要求するものであること等を考えれば，津波対策に関し，経済産業大臣が規制権

限を持つと解釈すべきである。 

（３）小括 

２００２（平成１４）年～２００６（平成１８）年当時の原子力基本法，炉規法

及び電気事業法の目的並びに電気事業法３９条，４０条の趣旨に鑑みると，経済産

業大臣の有する技術基準適合命令を発する規制権限は，原子炉が，原子核分裂の過

程において高エネルギーを放出するウラン等の核燃料物質を燃料として使用する装

置であり，その稼働により，内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるも

のであって，原子炉施設の安全性が確保されないときは，当該原子炉施設の従業員

やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射能によっ

て汚染するなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあることに鑑み，基本設計につ

いて安全性が審査された上で設置許可処分が行われて稼働を開始した原子炉施設に

ついても，その後の時の経過により進展した最新の科学的知見等に照らして，技術

基準への適合性を通じて安全性を審査する必要があり，審査の結果，原子炉施設が

技術基準に適合しないときには技術基準適合命令を発することによって，原子炉施

設の事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される
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範囲の住民の生命，身体の安全等を保護する趣旨で，経済産業大臣に付与されてい

たものと解される。そして，この規制権限は，上記の趣旨によれば，上記周辺住民

等の安全の確保を主要な目的として，最新の科学的知見等を踏まえて，適時にかつ

適切に行使されるべき性質のものである。 

これを本件で問題となる津波対策についてみると，経済産業大臣は，福島第一原

発１～４号機の原子炉施設の一部である非常用電源設備が「津波により損傷を受け

るおそれがある」と認められるにもかかわらず，設置者である被告東電が適切な措

置を講じない場合には，適時にかつ適切に技術基準適合命令を発すべき権限を有す

るとともに，その権限の不行使が，許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く

と認められる場合には，その不行使により被害を受けた周辺住民等との関係におい

て国賠法１条１項の責任を負う。」 

 

第６ 規制権限行使にあたっての規制行政庁の「裁量」判断を強調する一審被告国

の主張は理由がないこと 

１ 一審被告国の主張の要旨 

一審被告国は，規制権限不行使にかかる違法性判断について，宅建業者訴訟最高

裁判決及びクロロキン事件最高裁判決において，規制権限の根拠法令の内容，性質

等からその裁量性について判断していることを前提に，筑豊じん肺訴訟最高裁判決

においても，具体的な規制権限たる保安措置の内容が専門的，技術的事項であるこ

とから，これを省令に包括的に委任した点をとりあげて，行政庁が現実に講ずべき

措置の具体的内容については，主務大臣の裁量判断に委ねざるを得ないと主張する。

また，関西水俣訴訟最高裁判決においても，同様の趣旨を主張している。 

クロロキン事件は，厚生大臣（当時）が当時のクロロキン製剤による副作用（ク

ロロキン網膜症）による被害の発生を阻止するために薬事法上の規制権限（製造承

認の取消等）を行使しなかったことが違法であるとして争われた事件である。 

当該事案では，その権限行使による影響として，原告らの生命，健康の利益と，
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他方で規制された場合の治療を必要とする患者側の生命，健康の利益という，とも

に同じ患者の生命，健康に関わる利益が比較考量されるという特徴を有しており，

そのため，その利益考量をするにあたって，最高裁は，権限の性質から，医学的知

見における高度の専門性による「裁量」を挙げ，さらには，その違法性の否定材料

として，それまでの措置に合理性があったことや被害防止には一次的に製造業者や

医師の考慮が働き国の責任が補充的であることを指摘するのである。 

 

２ 泉南アスベスト事件や筑豊じん肺事件はクロロキン事件とは様相を異にする 

この点，泉南アスベスト訴訟大阪高裁判決は，クロロキン事件最高裁判決につい

て，「医薬品は，治療上の効能，効果とともに何らかの有害な副作用の生じることを

避けがたく，副作用の点も考慮した上で医薬品としての有用性を判断されるもの」

といえるので，規制権限を行使するにあたっては，「当該医薬品の有効性と副作用

（中略）に関する医学的，薬学的知見を前提として専門的かつ裁量的判断を行うべ

きものと解される」ところ，そのような医薬品に関する「薬事行政の在り方は，本

件における石綿製品とその製造過程である石綿粉じん曝露による健康被害の関係及

び労働安全衛生行政との在り方とは大きく異なり，同様の議論が妥当するものでは

ない」とし，クロロキン事件最高裁判決とは事案を異にすることを明確にしている。 

 

３ 伊方最高裁判決は「裁量」という言葉を使用していない 

伊方最高裁判決は，原子炉施設の安全性に関する審査については，「当該原子炉

施設そのものの工学的安全性，平常運転時における従業員，周辺住民及び周辺環境

への放射線の影響，事故時における周辺地域への影響等を，原子炉設置予定地の地

形，地質，気象等の自然的条件，人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の

技術的能力との関連において，多角的，総合的見地から検討するものであり，しか

も，右審査の対象には，将来の予測に係る事項も含まれているのであって，右審査

においては，原子力工学はもとより，多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，
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専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであることは明らかであ

る。規制法２４条２項が，内閣総理大臣は，原子炉設置の許可をする場合において

は，…あらかじめ原子力委員会の意見を聴き，これを尊重してしなければならない

と定めているのは，右のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し，

右各号所定の基準の適合性については，各専門分野の学識経験者等を擁する原子力

委員会の科学的，専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理

的な判断にゆだねる趣旨と解するのが相当である。」とした。 

これに対し，高橋利文調査官は，解説中において，「原子炉設置許可処分にお

ける行政庁の専門技術的裁量について」との項目を立て，下級審のいくつかの判例

を分析したうえで，「そのいう専門技術的裁量とは，安全審査における具体的審査

基準の策定及び処分要件の認定判断の過程における裁量であって，一般にいわれる

裁量（政治的，政策的裁量）とは，その内容，裁量が認められる事項・範囲が相当

異なるとみるべきであろう」「確かに，当該原子炉施設の安全性に関する判断は，

高度の科学的判断が必要であるが，政治的，政策的裁量の場合のように，諸々の事

情が関係し，政治的立場等により幾つかの考え方がいずれも成り立ちうるが，その

どれを採るかは行政庁の広範な裁量にゆだねられているといった性質のものではな

いと思われる。安全か否かの評価，判断については，行政庁としては，現在の科学

技術水準に照らし，科学的にみて合理的な判断をすべきものである」とする。 

 伊方最高裁判決が「専門技術的裁量」という用語を用いていないことについて，

高橋利文氏は，一般に言われる「裁量」（政治的，政策的裁量）とは，その内容，

裁量が認められる事項・範囲が相当異なるものであることから，政治的，政策的裁

量と同様の広範な裁量を認めたものと誤解されることを避けたものと考えられてい

る，とする。 

 つまり，伊方最高裁判決のいう「原子力委員会の科学的，専門技術的知見に基づ

く意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断」は，安全か否かの判断は，政

治的・政策的判断ではなく，飽くまで，科学的・技術的見地から行われる判断だと
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しているのである。「安全とは許容できないリスクがないこと」であり，人命・健

康・財産・環境等を視野に入れて安全を考えるのであって，原発事業者の利益（電

気をつかう利用者の利益ではない）を視野にいれて，政治的政策的に考えるもので

はないことを明示した点で，伊方最高裁判決が「専門技術的裁量」の言葉を使用し

なかったことは慎重に考慮されるべきである。 

 

４ 下山憲治氏は「原子力規制は事前警戒・予防の考え方に立つ規制」とする 

下山意見書（甲イ４６）は，伊方原発訴訟・最高裁判決を援用し，「『原子炉によ

る災害の防止上支障がないものであること』等を求めて原子力安全規制をする目的

は，最新の科学・技術水準への即応が要請されており，原発事故による深刻な災害

が『万が一にも起こらないようにするため』である。この趣旨は，その後の建設・

運転段階においても同様である。それゆえ，電事法３９条および４０条の定めも，

事前警戒・予防を基本的な立脚点
．．．．．．．．．．．．．．．

として一体的に解釈すべきこととなる。」（１３頁）

とする。 

 その上で，「事前警戒・予防と典型的な警察規制（未然防止）を基本とする規制権

限の差異を明確にする」必要があるとする。 

具体的には 

① 典型的な警察規制においては「危険がないのに誤って規制する」ことを避ける

ため一般経験則や確定的な科学的知見によって具体的危険の存否を判断することと

なるが，原子力安全規制法制においては，「危険があるのに誤って規制しない」こと

を避ける必要があり，事前警戒・予防の考え方を徹底する必要がある（１～２頁）。 

② そのため，最新の科学・技術水準への即応が要請されることとなり，確立した

科学的知見に限定されることなく生成途上の科学的知見（相当程度の科学的信頼性

のある仮説を含む）を踏まえて抽象的危険（２頁）の段階でも規制措置を講じるこ

とが求められる（１０頁１３行目～１１頁１０行目）。  

③ 規制権限を行使する発動要件としての危険の程度についても，「危険の切迫性」
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を求めることは制度趣旨に反することとなり，原発の安全性に対する合理的な疑い
．．．．．．

がある段階で，最新の科学・技術水準に準拠し，即応する結果回避措置をできる限

り先取り的に講じることが求められる（同上） 

こととなる。 

５ 小括 

本件では，規制権限の根拠となる法令（原子力基本法，炉規法，電気事業法）の

趣旨目的において保護されるべき法益が国民の生命健康という不可侵の重大な法益

である。対立概念として事業者の経済的利益を考慮することは，政治的政策的（そ

の中には経済的要素も含まれる）意味を持つから，省令６２号４条１項該当性を考

えるに当たっては，また，結果回避措置の妥当性を考慮するに当たっては，純粋に

「格段に高度の安全性」を持たせるようにすべきである。そこには「裁量」が入り

込む余地は存在しない。 

 

第７ 一審被告国の規制権限不行使の違法性判断における経済産業大臣の規制権限

たる電気事業法４０条技術基準適合命令の発令要件は省令６２号４条１項の該当性

の判断によりなされるべきこと 

この点は，前記第１から第４までで何度も指摘しているところであるが，本訴訟

の規制権限不行使の違法性判断における前提として最も重要な点であるため，改め

て以下に確認する。 

一審原告らがこれまで主張してきたとおり，電気事業法４０条の技術基準適合命

令の前提となる省令６２号の根拠規定は，その４条１項3である。 

 
3  平成１５年改正前は，「原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気ター

ビン及びその附属設備が地すべり，断層，なだれ，洪水，津波又は高潮，基礎地盤の不同沈下等に

より損傷を受けるおそれがある場合は，防護施設の設置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を講

じなければならない」と定め，改正後は，「原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動

される蒸気タービン及びその附属設備が想定される自然現象（地すべり，断層，なだれ，洪水，津

波又は高潮，基礎地盤の不同沈下等をいう。ただし，地震を除く）により原子炉の安全性を損なう

おそれがある場合は，防護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない」。 



64 

 

そして，本件では「長期評価」の知見に基づき同４条１項「津波により損傷を受

けるおそれ」がある場合に該当し，一審被告国がその規制権限を行使すべき状態に

あったにもかかわらずその規制権限行使を怠ったことが国賠法１条１項の違法性判

断において問われなければならない。 

すなわち，本件では，福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の予見可能

性が争点であるところ，経済産業大臣は，このような予見可能性を前提として，福

島第一原発１～４号機の原子炉施設の一部である非常用電源設備が「想定される･･･

津波･･･により損傷を受けるおそれがある
．．．．．．

場合
．．

」（同条項）には，「防護措置」等の

「適切な措置を講じなければならない」（同条項）状態にあることから，事業者で

ある一審被告東電が適切な措置を講じるよう速やかに規制権限たる技術基準適合命

令を発すべきものである。そして，そのような状況下において当該権限の行使を一

審被告国が怠った事態が，原子力規制法令の趣旨，目的に照らして許容される限度

を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合には4，一審被告国は，その不行使

により被害を受けた周辺住民等との関係において国賠法１条１項の責任を負うので

ある。言い換えれば，本件では，津波を予見し，同４条１項「想定される自然現象

（…津波…）により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合
．．．．．．．．

」に該当し，「適切

な措置を講じなければならない」事態（技術基準から逸脱し適合しない状態）にあ

るにもかからず，それでもなお一審被告国が前記技術基準に適合させるための規制

権限を本件事故に至るまで行使しなかったという事態が，当時の国民の生命身体の

安全を守るために万が一にも深刻な災害を防ぐという原子力規制法令の趣旨・目的

に照らした上で，果たして許容されるものかどうかが判断されなければならないの

である。 

 
4 敷地高さを超える津波が予見可能であり，その津波によって「原子炉の安全性を損なうおそれが

ある場合」に当たるにもかかわらず，原子力事業者において適切な防護措置を講じず，また経済産

業大臣において原子力事業者が適切な防護措置を講じないまま稼働を続けることを黙認することは

原子炉の安全規制に関する法令の趣旨に反することが明らかである以上，基本的に予見可能性の判

断時期と国賠法上の違法性の判断時期は一致するものとみるべきである。 
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以上のとおり，本件における一審被告国の規制権限不行使の違法性判断において

は，経済産業大臣の規制権限行使の要件たる，同省令６２号４条１項の「想定され

る･･･津波･･･により損傷を受けるおそれがある」かどうかの該当性の判断は不可欠

であり，一審原告らは，後記のとおり，２００２年「長期評価」が，この「想定さ

れる･･･津波･･･により損傷を受けるおそれ
．．．

がある
．．．

場合
．．

」に該当すると主張するもの

である。 

一審判決では，このような省令６２号４条１項の該当性判断が上記違法性判断の

過程において全く明示されていないことから，本控訴審では遺漏なく判断されるべ

きものとして改めて指摘するものである。 
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第２節 ２００２年「長期評価」に基づく津波の予見可能性 

 

第１ ２００２年「長期評価」が原子力安全規制を基礎づけるだけの地震学上の客

観的かつ合理的根拠を有すること 

一審原告らの第１４準備書面（第２）等で主張したとおり，すでに一審被告国に

おいても，経済産業大臣の規制権限行使を義務づけるにあたり，予見可能性の判断

に通説的見解に至る程度の確立した知見までは必要がない等として，その主張が変

更されたことから（一審被告国第５準備書面１２～１４頁等），本控訴審での最大の

争点は，予見対象となる津波に対する予見を基礎付ける知見－本件では「長期評価」

（甲ロ５０）－が，「津波により原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合
．．．．．．．．

」（省

令６２号４条１項）を基礎付けるだけの地震学上の「客観的かつ合理的な根拠を有

する知見」かどうかの判断に尽きることとなった。なお，本件の「長期評価」に基

づく予見可能性は，あくまで地震学上のそれであることに留意すべきである。 

この点，一審判決は，原子力発電所の潜在的危険性等を踏まえて敷地高さを超え

る津波の予見可能性を肯定しながら，上記の点について次のように述べる。 

「仮に，専門研究者間で正当な見解として通説的見解といえるまでの確立した知

見に基づいた，精度及び確度が十分に信頼することができるほどに高い試算が出さ

れたのであれば，設計津波として考慮し，直ちにこれに対する対策が取られるべき

であるが，規制行政庁や原子力事業者が投資できる資金や人材等は有限であり，際

限なく想定し得るリスクの全てに資源を費やすことは現実には不可能である以上，

予見の程度が上記の程度ほどに高いものでないのであれば，当該知見を踏まえた今

後の結果回避措置の内容，時期等については，規制行政庁の専門的判断に委ねられ

るというべきである」（同判決１２１頁等）。つまり，予見の程度として確立した知

見に至るほど高いものでないのであれば，設計津波として考慮して直ちに対策を取

る必要はなく，原子力事業者の資金や人材の有限性を考慮に入れて，規制行政庁が

裁量的に判断することも許されるというものである。 
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しかしながら，上記のように確立した知見に至らない場合であっても，「客観的

かつ合理的な根拠を有する知見」であれば一審被告国の控訴審での主張においても，

規制権限行使の要件が満たされ，その行使が義務となることを認めているのである。

一審判決は，この点を何ら考慮せず全て確立した知見に至らなければ，事業者の資

金や人材の有限性を考慮に入れてあたかも規制行政庁の裁量に全て委ねてしまって

いるのであるから，前述のとおり，本控訴審においてはすで成り立たない状況にあ

るものである。 

なお，一審被告国の規制権限不行使の違法性を肯定した福島地裁判決（甲イ３４），

東京地裁判決（甲イ３６），松山地裁判決（甲イ４５）等は，いずれも，万が一に

も事故を防ぐという原子力安全規制の趣旨からすれば，専門研究者間で通説的見解

に至る程の確立した知見までは不要であり，上記のような「客観的かつ合理的な根

拠を有する知見」により規制権限を義務づけることを正当化しており，その上で「長

期評価の見解」がこのような「客観的かつ合理的な根拠を有する知見」であると評

価している。これらは規制権限を義務づけるに際して確立した知見まで求めない場

合の規範として論旨に整合性があり，正当なものとして是認できる。他方で，一審

被告国の責任を否定した本一審判決や別の千葉地裁判決（平成３１年３月１４日付）

は，いずれも上記で説明したとおり整合的な議論ができておらず，論旨に矛盾を来

している。 

以上を踏まえて，「長期評価」が地震学上の「客観的かつ合理的な根拠を有する知

見」であることを一審原告らは主張立証するものであるが，この点は，すでに第３

０準備書面，第１８準備書面，第７準備書面第２分冊等で繰り返し論じたとおりで

ある。 

なお，念のため指摘しておくと，原判決や名古屋地裁判決のこの点における結論

は，前記のとおり確立した知見に至らない程度の知見であれば規制するか否かは保

安院の裁量に委ねられることを前提に，津波対策に比して地震対策を優先させた経

産大臣の規制権限不行使は不合理ではないというものである。しかし，そもそも当
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時の保安院は，２００２年８月保安院対応により，長期評価について，決定論に基

づいて安全規制において考慮しないとの判断をその時点で行っているのであり，そ

して，その後の事実経過をみても当該判断が維持され，長期評価に対する検討も対

応も行わない状態が継続されているのであって（この点は一審被告国も認めている），

長期評価に基づいた津波対策の必要性を一審被告国が認識しつつ，それよりも地震

対策を優先させたかような過程など事実として存在しないのである。したがって，

原判決や名古屋地裁判決は，架空の判断過程を前提にこれを合理的と判断してしま

っているものであるから，この点の是正が不可欠である。前記のとおり，一審被告

国（保安院）の当時の対応（２００２年８月）は，そもそも「客観的かつ合理的根

拠が認められない」との判断を行い，それが本件事故まで維持されてきたのである

から，このような実際の一審被告国（保安院）の対応自体が合理的であったのかの

判断がなされなければならない（この点は，後記第２の２（６）でも詳述している）。 

以下では，本争点における一審原告主張の全体像を示す（詳しい補足等は，適宜，

従前の準備書面等の該当箇所を示す）。すなわち，まず「長期評価」の客観性を基礎

付けるその基本的性格と信頼性について簡潔に整理した上で（後記１），「長期評価」

の津波地震想定の合理性を基礎付ける３つの判断について述べ（後記２～３），その

後，一審被告国による，「長期評価」の津波地震の想定に対する付加体等の主張があ

くまで仮説に過ぎず「長期評価」の想定の合理性を否定するものとはなりえないこ

と（後記４）等，一審被告国の「長期評価」に対する主たる主張について，それぞ

れ反論を加える。 

 

１「長期評価」の基本的性格と信頼性について5 

（１）地震本部の法令上の根拠と目的  

地震調査研究推進本部の策定する「長期評価」（甲ロ５０）は，個々の地震学者の

 
5  一審原告ら控訴審第３０準備書面・第２の１（１３～１９頁）及び同第７準備書面第２分

冊・第６（４４頁以降，特に５２頁～５７頁）等において詳述。 
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見解（研究論文等）とは異なる重要性を有していることは，これまですでに述べて

いるとおりである。 

福島地裁判決（甲イ３４）は地震調査研究推進本部の目的・性格につき以下のと

おり判示している。「地震本部は，平成７年の阪神・淡路大震災を機に，『地震によ

る災害から国民の生命，身体及び財産を保護するため……地震に関する調査研究の

推進のための体制の整備等について定めることにより，地震防災対策の強化を図り，

もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資すること』を目的として制定され

た地震防災対策特別措置法に基づき，文部科学省に設置され，『地震に関する観測，

測量，調査又は研究を行う関係行政機関，大学等の調査結果等を収集し，整理し，

及び分析し，並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと』をつかさどり（同法７

条２項４号），平成１１年４月２３日付け『地震調査研究の推進について』に基づき，

海溝型地震の発生可能性について，海域ごとに長期的な確率評価を行っている。」

（同８１頁） 

地震本部は，地震についての単なる研究機関ではない。調査研究の成果を収集・
．．．

整理・分析
．．．．．

し，国の地震防災対策の強化に役立てるための総合的な評価
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を行うこと

を法令に基づいて
．．．．．．．

目的とする国の機関
．．．．

である。 

地震本部は，この目的を達成するため，多数の専門家により構成される地震調査

委員会・部会（長期評価部会等）・分科会（海溝型分科会等）を設置していた。また，

専門家らの活動を支えるための地震学に関する専門知識を有する事務局，これらの

活動を支える財政的な基礎をも有していた6。 

（２）「長期評価」の信頼性について 

さらに福島地裁判決は，地震本部の上記の目的・性格を踏まえつつ，「長期評価」

の信頼性について以下のように的確に判示している。 

「『長期評価』は，地震防災対策特別措置法という法律上の根拠に基づき，想定さ

 
6 地震本部の体制については一審原告ら控訴審第７準備書面（第２分冊）５２頁で，目的と

性格については同５４頁～５７頁で，それぞれ詳述したとおりである。 
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れる地震の長期評価を行う使命をもって組織された地震本部地震調査委員会が，同

委員会長期評価部会海溝型分科会での専門的研究者（『長期評価』作成当時，海溝型

分科会での議論に加わった地震学者として，島崎邦彦，阿部勝征，安藤雅孝，海野

德仁，笠原稔，菊地正幸，鷺谷威，佐竹健治，都司嘉宣，野口伸一など。甲 B２４

９（引用者注：本訴訟甲ロ８７）参考資料２頁，証人都司①２３～２４頁）による

議論を経て取りまとめたものであるから，特にその信頼性を疑うべき根拠が示され

ない限り，研究会での議論を経て，専門的研究者の間で正当な見解であると是認さ

れた知見であり，単なる一研究者の見解や，任意の研究者グループの見解をまとめ

たものではない。 

後に見るとおり，『長期評価』の内容については個別に異論が出されている部分が

あるが，自然科学の分野においては，たとえ学界の通説であったとしても，異論が

出されることはあり得るものであって，科学的根拠を否定すべき事情が明らかにな

った場合を除き，単に異論が存在することのみによって，『長期評価』の信頼性が失

われるものとはいえない。このように，『長期評価』は，法律上の根拠に基づき設置

された会議において，専門家の議論を経て作成されたものであって，その会議の設

置の目的にも照らせば，『規制権限の行使を義務付ける程度に客観的かつ合理的根

拠を有する科学的知見』であると認められる。」（甲イ３４・８９～９０頁）  

（３）「長期評価」の基本的性格－「防災行政に生かす」という目的性と，専門家に

よる調査審議を通じ「科学的評価を取りまとめる」という集団的専門性 

ア 「防災行政に生かす」という目的性 

 地震本部は，地震学の知見を地震防災行政に生かすという法の目的を踏まえ，「地

震調査研究の推進について」を策定して，「地震調査研究の成果を地震防災対策に活

かす方策を示す」という「長期評価」一般の策定目的と方針を明示し，「地震調査研

究の成果を地震防災対策に生かす
．．．．．．．．．．

」 ，「地震調査研究の成果は，国民一般や防災関

係機関等の具体的な対策に結び付く
．．．．．．．．．．．

情報として提示されねばならない。」，「地震調

査研究については，地震防災対策に活用可能
．．．．．．．．．．．

なものとなるよう，防災関係機関の意
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見を十分踏まえるとともに，その成果は，順次，地震防災対策に活用
．．．．．．．．．

していくこと

が求められる。」 等，「長期評価」について，地震防災対策・防災行政に活用される

ことを目指して知見の集約を行うべきことを明示している（「防災行政に生かす」と

いう目的性）。 

かかる目的に沿って「長期評価」の策定が行われた以上，それを担う地震調査委

員会等に招集された地震学者等の専門家，及びその活動を支える事務局は，「長期評

価」が地震防災対策に生かされることを当然の前提として，地震防災対策の基礎と
．．．．．．．．．．

するに足りる地震学上の知見の整理
．．．．．．．．．．．．．．．．

を目指していたのであり，このことは当然に共

通の認識とされていたところである。 

イ 専門家による調査審議を通じ「科学的評価を取りまとめる」という集団的専

門性 

他方で，「長期評価」は，地震学に基づく「科学的アセスメント」7，すなわち，

「地震学の知見を踏まえた専門的な判断としての科学的評価・判定」であることか

ら，その策定に際しては，地震学の最新の知見についての調査・審議を踏まえ，高
．

度に専門的な判断
．．．．．．．．

が求められるところである。そのため，地震調査研究推進本部に

おいては，「長期評価」一般の策定に際しては，地震調査委員会，長期評価部会，海

溝型分科会等の複層的な審議プロセス
．．．．．．．．．．

を設定し，その各段階において，それぞれ専
．

門家集団による調査・審議及び判断
．．．．．．．．．．．．．．．．

を行い，「地震防災対策の基礎とするに足りる客

観的かつ合理的根拠に基づいて地震学上の知見の整理」を行っているところである

（集団的専門性）。 

したがって，「長期評価」の信頼性を評価するに際しては，地震学に関する極めて

高度な専門的知見が求められるところであり，保安院等の防災関係の規制行政庁及

 
7 下山憲治法律意見書（甲イ４６）参照。このように「長期評価」の科学的評価の性質から

すれば，中央防災会議の行政判断（一般の社会的・経済的諸要素を踏まえた評価としての行政

判断）とは，評価・判断基準が異なるものであるから，仮に中央防災会議の行政判断において

「長期評価」の科学的アセスメントの結果が取り入れられなかったからといって，「長期評価」

の科学的信頼性が低いと評価されるべきものではない。 
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びその担当者であったとしても，専門家による集団的な調査・審議及び判断を経な

い限り，的確な評価を下すことは期待できないものである。まして，個々の学者の

論文等で異論が当時唱えられていたからといって，それをもって上記のような専門

家集団による複層的なプロセスを踏まえた「長期評価」の科学的信頼性が低いと評

価されるべきものでないことは当然である。 

 

２ 「長期評価」の津波地震の想定の合理性を基礎付ける３つの判断について 

（１）前提となる地震学の知見の進展を踏まえた「津波地震」の定義の合理性8 

一審被告国は，これまで，「長期評価の津波地震の想定」について，「明治三陸地

震のような津波地震の発生メカニズムや海底地殻構造の同一性などの地震地体構造

に関する知見を踏まえたものではなかった」ことを理由として，同想定には客観的

かつ合理的根拠は認められないと主張している。 

しかし，一審被告国の主張は，前提となる「長期評価」の津波地震の概念定義に

際して，敢えて，津波地震の発生メカニズムや付加体の存在とは関連付けるものと

はされなかったことの意義を理解しないもので失当という他ない。 

もとより未だ十分に解明もされていない津波地震の発生メカニズムや海底地殻

構造の同一性を当時から津波想定において求めていたのだとすれば，結局のところ，

その想定される場所に既往地震と同じ程度の地震学上の知見や分析結果がなければ，

そのような判断はおよそ困難である以上，想定に不可能を強いることと同じである。

畢竟，一審被告国の主張では，既往地震が繰り返し確認されるような場所でしか津

波地震を想定することができず，一審被告国自身も認めるに至った，既往最大を超

える想定最大の津波を想定する知見は，およそ合理性を持ち得ないこととなる。 

２００２年「長期評価」は，「津波地震」について，「断層が通常よりゆっくりと

ずれて，人が感じる揺れが小さくても，発生する津波の規模が大きくなる地震のこ

 
8 一審原告ら控訴審第１８準備書面・第２の２（１９～２２頁） 
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とである。この報告書では，Ｍｔの値がＭの値に比べ０．５以上大きい（阿部，１

９９８参照）か，津波による顕著な災害が記録されているにも係わらず顕著な震害

が記録されていないものについて津波地震として扱うことにした」と定義している

（甲ロ５０・３頁）。これは，津波地震に関する過去の知見とその進展を踏まえた上

で，観測数値に基づき区別可能な基準（阿部）と，観測数値が明らかではない歴史

地震からも津波地震を評価しうる基準を総合した定義である。 

津波地震が発生するメカニズムは，「長期評価」公表当時も解明されておらず（こ

の点に争いはない。）当時様々な見解が出されていたが（一審被告国が強調する海溝

付近の付加体による説明もその一つである。），いずれも仮説の段階にとどまってお

り ，「長期評価」においては，発生メカニズムを「津波地震」の定義に取り込むこ

とは意識的に回避されているのである。 

以上を踏まえて，「長期評価」の津波地震の想定を基礎付ける３つの判断について

改めて整理する。 

（２）「長期評価」の津波地震の想定が３つの判断からなっていること9 

ア 「長期評価」の津波地震の想定を構成する３つの判断 

２００２年「長期評価」の津波地震についての判断は，（その取りまとめ内容に沿

って正確に整理すると）次の３項目の判断からなっている。 

① 「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスのプレート間地

震（津波地震）が起こりうる」という「地震の発生領域」についての判断， 

② 「過去に発生した地震のＭｔ等を参考にして，Ｍ８．２前後と推定される」と

いう「地震の規模」についての判断， 

③ これらの判断に基づき，「震源域」（断層モデル）としては近代的な観測により

断層モデルが確定している明治三陸地震を参考にすべきとの判断 

 この点，一審被告国は，「明治三陸地震と同様の津波地震
．．．．．．．．．．．．．．

が三陸沖北部から房総沖

 
9 一審原告ら控訴審第１８準備書面・第２の３（２２～２６頁） 
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の日本海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性がある」とするのが「長期評価の

見解」であるとし，「長期評価」の内容を離れて独自に定義し，これを繰り返し主張

している。しかし，「長期評価」の津波地震についての３つの判断のうち，明治三陸

地震と特定して直接に関連付けがなされているのは，３つ目の「震源域」（断層モデ

ル）のみであり，「地震の発生領域」や「地震の規模」においては，明治三陸地震と

の直接の関連付けはなされていない。 

また，「明治三陸地震と同様の津波地震」という言い回しを用いた一審被告国の主

張は，あたかも，「長期評価」が１８９６年明治三陸地震タイプ
．．．．．．．

の津波地震，すなわ

ち「海溝付近に付加体があり，沈み込むプレートに凹凸がある領域で生じる津波地

震」が日本海溝寄りのどこでも発生すると判断したかのようにいう点で，「長期評価」

の内容を正解しないものである（その上で，この誤った理解にたって「長期評価」

の批判を展開している。）。 

論理立てていえば，「長期評価」は，前記（１）で述べた定義に基づく津波地震が

日本海溝寄りの南北でどこでも起こるとし，それが起こると想定した次の段階とし

て，想定される地震の規模，そして地震の断層モデルによる具体的な場所ごとの地

震想定が示されているのである。したがって，これら段階が明確に区別されなけれ

ばならないし，そのような発生領域の想定を踏まえて，あくまで断層モデルとして

明治三陸地震が参考にされているにすぎない。このような「長期評価」の考え方か

らすれば，実際の明治三陸地震が付加体を伴っていたかどうかとか，明治三陸地震

の発生領域である海溝付近に付加体があるか等は，想定において全く関係がない。 

イ「地震の規模」10及び「震源域」（断層モデル）11については実質的に異論がない

こと 

 上記３つの判断のうち，「地震の規模」及び「震源域」（断層モデル）については

 
10 一審原告ら控訴審第１８準備書面・第２の５（４２～４５頁）で詳述。ここでは略

す。 
11 一審原告ら控訴審第１８準備書面・第２の６（４５～４８頁）で詳述。ここでは略

す。 
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実質的に異論がない。 

 よって，「長期評価」の信頼性について，本件で主に検討の対象とされるべきは，

「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスのプレート間地震

（津波地震）が起こりうる」という「地震の発生領域」についての判断である。 

 前記のとおり，「１８９６年明治三陸地震のような，付加体タイプの津波地震が日

本海溝のどこでも起こり得るか否か」ではない。 

３ 「長期評価」の「津波地震の発生領域」の判断に地震学上の客観的かつ合理的

根拠が認められること 

（１）「津波地震の発生領域」についての二つ構成要素 

 「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスのプレート間地震

（津波地震）が起こりうる」という「津波地震の発生領域」についての判断は，よ

り詳細に検討すると，次の二つの判断からなっている。 

すなわち， 

第１には，「三陸沖から房総沖の日本海溝沿い
．．

」という全体の領域について，（大

きな津波は想定されない）「陸寄りの領域」と区別して，（大きな津波をもたらす地

震が起こり得る）三陸沖北部から房総沖の「日本海溝寄り
．．

」という領域区分を行う

べきという判断である（以下，「陸寄りと海溝寄りを区別する領域区分の考え方」と

いう。）。 

第２には，この「陸寄りと海溝寄りを区別する領域区分の考え方」を前提とした

上で，既往地震が確認できるのは三陸沖と房総沖に限られるものの，長期的な評価

としては，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでも
．．．．

Ｍ８クラスのプレー

ト間地震（津波地震）が起こりうる」という判断である。 

（２）津波地震に着目して「陸寄りと海溝寄りを区別する領域区分」することに合
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理性があること12 

 「既往最大」に囚われずに「想定される最大規模の地震・津波」の発生可能性を

検討するに際しては，同様な地震が発生すると想定される領域を区分することがそ

の出発点となる。 

これを，「津波地震」について見れば， 

① 津波地震は，巨大な低周波地震であり「地震の規模に比して津波が巨大になる」

という特異な類型の地震であること， 

② その発生領域についても，世界的にも，日本海溝においても，「海溝軸寄りのプ

レート境界の浅いところにおいて発生する」という特異性が認められること， 

③ わが国においても津波地震によって繰り返し甚大な被害がもたらされてきたこ

と， 

④ さらに，「７省庁手引き」が，津波防災行政において「地震が小さくとも津波の

大きい『津波地震』があり得ることに配慮」を求めていること， 

 などが指摘できるのであり，こうした地震の起り方や性質の共通性を考慮すれば，

「長期評価」が，津波地震に着目し，「陸寄り」と区別された「日本海溝寄り」の領

域区分を採用したことについては，十分に合理性が認められるところである。 

この点については，一審被告東電も，その主張において，長期評価と同様の見解，

すなわち，津波学の観点から性質の異なる津波を同一領域に区分けしないよう，少

なくとも沖合の日本海溝寄りの領域と陸寄りの領域に分けることが当時（「７省庁

手引き」策定時）も今も共通認識とされていたことを認めている。 

さらに，実際の知見の進展状況を確認しても，津波の危険性に着目した「陸寄り

と海溝寄りを区別する領域区分の考え方」については，「長期評価」公表後の津波評

価部会（第２期及び第３期）の確率論的安全評価のアンケートにおいても，決定論

に基づいて検討した第４期津波評価部会においても当然の前提とされていることに

 
12 一審原告ら控訴審第１８準備書面・第２の４（２）（３０～３１頁） 
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明らかなように，少なくとも，「長期評価」公表後においては，異論がないものとい

える（仮に異論があれば，確率論的安全評価のアンケートにおいて，陸寄りと海溝

寄りを区別しない領域区分の考え方が選択肢と提示されるはずである。）。 

「陸寄りと海溝寄りを区別する領域区分の考え方」に地震学上の合理性が認めら

れることは，下記一覧表を参照すれば一目瞭然である。 

 

 

（３）日本海溝寄りの「どこでも起こり得る」との判断に合理的根拠があること13 

「地震の発生領域」についての「長期評価」の判断のうち，特に，福島県沖等，

既往地震が確認されていない領域を含め，海溝寄り南北の領域で津波地震が「どこ

でも起こり得る」との判断の合理的根拠は次のとおりである。 

ア 津波地震が巨大な低周波地震であること 

 
13 一審原告ら控訴審第３０準備書面・第２の２（３）（２１～３１頁），同第１８準備書面・

第２の４（３）（３１～３７頁） 
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津波地震が海溝寄りの巨大な低周波地震であるとの知見が２００２年「長期評価」

以前に確立しており，「長期評価」策定の基礎となっていた14。 

深尾・神定論文（甲ロ５７の１～２）については，地震学者の松澤暢氏も刑事事

件での証言において，同論文を非常に有名であると述べ同論文を引用した自身の２

００３年論文について，「低周波地震に注目していたのは深尾・神定があって…（中

略）…１８９６年と同じような特徴を持つところが福島県沖南部から茨城県沖にあ

って…（中略）これは，もしかして何か関係あるかもしれない」と考えて論文を作

成した旨を証言している（丙ロ１８７の１・調書７４頁）。同論文（丙ロ２９）では，

松澤氏は，「津波地震については，巨大な低周波地震であるとの考え方が多くの研究

者によってなされている」，「福島県沖～茨城県沖にかけての領域においても大規模

な低周波地震が発生する可能性がある」と述べているところである。その他，同知

見が２００２年「長期評価」以前に確立しており，「長期評価」策定の基礎となって

いることは，すでに当時海溝型分科会に参加していた専門家らの証言等から詳細に

主張立証したとおりである（島崎邦彦証人第１調書９頁，甲ロ１３１都司嘉宣証人

第１調書１２１～１３１頁，甲ロ１６４等）。 

イ 津波地震が日本海溝のみならず世界的に見ても海溝寄りで固有に発生して

いること 

 近代的観測が可能になって以降に発生した明治三陸地震（１８９６年），アリュー

シャン地震（１９４６年），ニカラグア地震（１９９２年），ジャワ地震（１９９４

年），ペルー地震（１９９６年）等の津波地震は，地震計記録や験潮所の津波波形の

分析により，いずれも海溝軸近傍のプレート境界で起こっていることが確認されて

いる。 

ウ 日本海溝は南北を通じてプレート境界の構造に同一性があること15 

２００２年「長期評価」は，津波地震について「過去に知られている１６１１年

 
14 同第３０準備書面・第３の４（４８～４９頁） 
15 一審原告ら第１９準備書面・第１（５～１１頁） 
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の地震および１８９６年の地震は，津波数値計算等から得られた震源モデルから，

海溝軸付近に位置することが判っている…（中略）…しかし，過去の同様の地震の

発生例は少なく，このタイプの地震が特定の三陸沖にのみ発生する固有地震である

とは断定できない。そこで，同じ構造
．．．．

をもつプレート境界の海溝付近に，同様に発

生する可能性があるとし，場所は特定できないとした（以下略）」とする。  

上記の「同じ構造」の意味について，海溝型分科会主査であった島﨑邦彦氏は，

「プレートとしては…（中略）…沈み込んでから余り相対的にいえば時間がたって

ない，そういうところにある。それは，北から南までみんな同じ
．．．．．．．．．．．

ですので，ここで

津波地震が起きているからどこかは起きないだとか，そういうことは言えない，ど

こでも同じように起こる可能性をもっている（以下略）」と述べており，一審被告国

が固執する海底の堆積物の状況や付加体の議論が，上記構造の同一性の判断に一切

関係がないことを明確にしている。 

すなわち，島崎氏の証言（丙ロ１８６の１・５９～６０頁）を再掲すれば， 

（尋問者） 

「例えば，海底の堆積物の状況であるとか付加体の状況，そういったものの違

いというものは，ここでは言及されていないんでしょうか。」 

（島崎氏） 

 「そういうときは，地下構
．．．

造
．
と呼んだり海底下構造

．．．．．
と呼んだり，あるいは速度

構造と呼んだりしますので，ここでは，飽くまでも，プレートが沈み込んだばか

りというのは，ちょっと変な表現かも知れませけど，その位置が同じように北か

ら南まである，同じような地震発生環境にあるという意味です。それで，付加体

だとか構造だとかいうことについては，この評価では議論しておりませんし，議
．．

論に使われておりません
．．．．．．．．．．．

。」 

（尋問者） 

「議論に使われていない理由は何かあるんでしょうか。」 

（島崎氏） 
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 「当時は，いろんな仮説が出ていて，例えば付加体があるところで津波地震が

起こるんだという主張があると同時に，でも付加体がないところでニカラグアの

津波地震が起きたじゃないかとか，いろんな仮説が提唱され，それらについての

議論がされている状況で，そういう状況で，どれかの仮説を選んで，それに乗る

といいましょうか，それで判断するというのは非常に危険な状態ですので，そう

いうことではなくて，明らかな事実，それから，みんなが認めるプレートテクト

ニクスみたいな基本的な考え方に基づいて判断しました。」 

などと述べるとおりである。仮に当時，一審被告国が主張するように付加体の存

在と津波地震の発生が関連しており，それが地震学者の間で広く共有されていたと

か，学者の大勢を占めていた状況にあるのであれば，そもそも上記のような当時の

地震学の最前線で研究していた地震学者の集まりである地震本部の分科会において，

議論されないような状況はありえないところである。 

同分科会の委員であった阿部勝征氏も「連続した１つのプレートであるので
．．．．．．．．．．．．．．．．

，三

陸沖で起きた津波地震は，その隣の福島沖や茨城沖でも起きるだろうと考えました。」

と同趣旨を明確に述べている（甲ロ２２０）。  

さらに，津波地震がプレート境界の海溝付近で起きること自体は，一審被告国の

証人である佐竹氏も認めており，佐竹氏らの論文でも，「１９９０年までの研究から

津波地震は海溝軸近傍のプレート境界で発生していることが分かった」とされてい

る他（佐竹氏他「津波地震の発生メカニズム」甲ロ１１２），佐竹氏は，一審におけ

る尋問でも「津波地震というものは海溝沿いの浅いところで起きるという考え方は

前からあった」（１０頁），「長期評価でやったときには，津波地震はより浅いところ

で起きるし，普通のプレート間地震は深いところで起きるというような知見の方が

進んでおりました。」（４１頁）と繰り返し証言している（佐竹証人第２調書）。一審

被告国も上記佐竹証言を否定していない。 

以上のとおり，「長期評価」は，このような津波地震がプレート境界の海溝付近で

固有に起きるという確立した知見を前提に，三陸沖北部から房総沖にかけて日本海
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溝沿いの領域がこの点で「同じ構造」にあるものとして陸寄りと分けて設定したも

のである。すなわち，「長期評価」のいう「同じ構造をもつプレート境界の海溝付近

に」との意味は，プレート境界の構造が同じである海溝付近では，津波地震の発生

の可能性がどこにでもあるということであり，もとより堆積物やその下の地殻など

の構造を指しているものではない（甲ロ２２３）。日本海溝は太平洋プレートが同じ

ように沈み込み，同じ地震が起こる力学的な状況にあるとされる領域であって，そ

のような基本的な構造の共通性を示しているのである。 

そして，「長期評価」が示す，この考え方自体に合理性が認められることは明らか

であり，否定すべくもない。 

そうだとすれば，上記のような確立した知見に基づく「同じ構造」のもとにおい

ては，よほど特殊な理由が存在しなければ日本海溝沿いの特定の場所だけで繰り返

し起こるとは考えにくいところであり，むしろ，そのような同じ構造を有しながら

も，特定の場所だけに起こるとする特殊な理由が当時から科学的知見として確立し

ていたことが証明されなければ，上記のような「長期評価」の知見の合理性は否定

されえないというべきである。 

そして，一審被告国は，この特殊な理由として，日本海溝沿いの南北の堆積物（付

加体）の違いを示そうとしているが，そのような考え方は当時（現在も）あくまで

仮説にすぎず，堆積物（付加体）の存在が特定の場所だけに起こる理由とならない

ことは，後記４のとおりである。 

エ 日本海溝寄りに南北を通じて過去に３つの津波地震が発生していること 

 「長期評価」を策定した海溝型分科会では，地震学の専門家による多数回にわた

る充実した議論・検討を経て，日本海溝寄りの領域で過去に３つの津波地震が発生

したと評価した。 

その際，異なる意見（例えば１６１１年慶長三陸地震の発生位置につき北海道と

する佐竹氏の異論，１６７７年延宝房総沖地震は陸寄りで発生したとの石橋克彦氏

の異論等）についても丁寧な議論・検討がなされ，歴史資料に基づき，根拠をもっ
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てこれを退けている。このような多数回にわたる議論の経過等の詳細は，すでに控

訴審第７準備書面第２分冊・第６の４（３）～（４）６１～７７頁16，同第１４準備

書面９～１１頁，第３０準備書面・第３の８（２）６３～７２頁等で論証したとお

りである。 

 なお，以上の「長期評価」の結論は，慶長三陸について三陸沖ではなく千島沖で

発生したと指摘した佐竹氏が後に自説を撤回していること（甲ロ２２２），延宝房総

沖地震が津波地震であることは一審被告国が波源設定も含めて合理的であると主張

する「津波評価技術」でも前提とされていることからも明らかといえる。 

オ 日本海溝でも，世界的に見ても，津波地震は海溝寄りの付加体のない領域で
．．．．．．．．．

も
．
発生していること 

ペルー地震（１９６０年），ニカラグア地震（１９９２年）など，海溝付近に付加

体が形成されていない領域でも津波地震が発生しているとの知見が，２００２（平

成１４）年当時すでに明らかになっていた。この点については，今村文彦氏が証言

で認めており，佐竹・谷岡・今村各氏の当時の論文からも確認できる。 

また，海溝型分科会においては，付加体のない
．．．．．．

南部の房総沖で起きた延宝房総沖

地震について，歴史地震研究の成果を踏まえ，宮城県の岩沼においても甚大な津波

被害が記録されていることなどについての詳細な議論を経て，日本海溝寄りの津波

地震であると判断されている。 

今村証人も，１６７７年延宝房総沖地震は，ペルー地震やニカラグア地震と同様

に，海溝付近に付加体が形成されていない場所で発生した津波地震であると証言し

た。 

 

４ 津波地震の想定領域について付加体等の海底地形と関連付ける考えは仮説に過

 
16 なお，さらに海溝型分科会において，日本海溝寄りを一体とした領域区分について詳細な議

論がなされた経過についても，同第７準備書面第２分冊・第６の４（５）７７～８７頁で詳

しく述べている。 
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ぎず地震想定のための領域区分に据えることができないものであったこと 

（１）一審被告国の主張 

この項からは，「長期評価」における前記の客観的合理的根拠に対する，一審被告

国の主な主張を整理し，それに沿って反論を行う。 

まず，一審被告国は，一般論として，既往地震が確認できない領域に地震を想定

することができるのは「地震地体構造の同一性」が認められる場合に限られ，かつ，

「地震地体構造の同一性」があるというためには，既往地震のメカニズム等が特定
．．．．．．．．．

され，かつ既往地震の発生領域と既往地震が確認できない領域との間にそのメカニ

ズムを踏まえて同一性，近似性が認められる場合に限られるとする（「メカニズムの

解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』限定の考え方」）。 

これを前提として，一審被告国は，２００２（平成１４）年当時，「津波地震は海
．．．．．．

溝軸付近に付加体
．．．．．．．．

17が存在するなど特殊な海底構造によって発生する」との考え方
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

が支配的であった
．．．．．．．．

とし，かかる観点で三陸沖と同一性が認められない福島沖には明

治三陸地震と同様の地震が発生するとは考えられなかったと主張するに至った（「津

波地震の付加体メカニズム論大勢説」，以下「付加体説」ともいう）。 

したがって，本控訴審では，一審原告らが主張立証した「長期評価」の客観的合

理的根拠の存在に対し，一審被告国の上記のような付加体説がこれを弾劾するに値

するかが最重要の争点となった。 

（２）「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』限定の考え方」は一

審被告国が本控訴審に至り主張するに至った独自の見解であり地震学者の共通の認

 
17 付加体（堆積物）とは，一審被告国の主張からは定かでないが，一般には，プレートテク

トニクスにおいて，海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に，大陸から運ばれた土

砂や礫岩等の堆積物が海洋プレートから剥ぎ取られて大陸プレートに付加したものが付加体

（堆積物）とされる。 

なお，一審被告国の主張（佐竹・谷岡論文（丙ロ５３））による付加体説の解説は，一審

被告国第５準備書面３５～３９頁等である。 
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識に反すること18 

 そもそも，地震本部が「長期評価」作成の指針を取りまとめた「地震調査研究の

推進について」においても，防災行政に生かす海溝型地震の調査研究の取りまとめ

に際して，「将来の地震想定に際して既往地震のメカニズムの解明が必須の前提で

ある」とか，「メカニズムの解明された既往地震の情報に限って考慮する」などの限

定をしていない。また，２００２年「長期評価」の全文のどこをみても「地震地体

構造」という言葉自体はもとより，地震地体構造の代表的論文である萩原論文（甲

ロ２００），垣見論文（丙ロ６６）も採用されていない。これらの地震地体構造は，

佐竹氏が認めるとおり（丙ロ８７・９頁，），内陸地殻内の地震活動の評価として利

用されることが想定されているにすぎず，そもそも海溝寄りの津波地震評価とは関

係がない（甲ロ２３２・２６頁以降）。なお，佐竹氏は同論が既往最大にとどまると

の限界も指摘するところである（丙ロ８７・４頁）。 

当然のことながら，地震調査委員会，長期評価部会，及び海溝型分科会等におい

ても，既往地震が他の領域でも想定できるとするためには既往地震のメカニズムの

解明が必須の前提であるという意見はどの専門家からも出されていない。島﨑邦彦

氏，阿部勝征氏，佐竹健治氏及び都司嘉宣氏ら海溝型分科会に参集し２００２年「長

期評価」を取りまとめた我が国を代表する地震学者らによって，検討も
．．．

，
．
採用され
．．．．

ることもなかった
．．．．．．．．

ものである。 

すなわち，「想定される最大規模の地震・津波」を検討するに際して「既往地震の

メカニズムの解明が必須の前提」となるものではないことは，地震調査委員会，長

期評価部会，及び海溝型分科会等に参加した専門家においても当然の共通認識だっ

たのであり，一審被告国の主張する「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造

の同一性』限定の考え方」は，一審被告国が本控訴審に至り主張するに至った独自

の見解というしかない。 

 
18 一審原告ら控訴審第３０準備書面・第３の２（１）～（３）（３７～４２頁） 
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以上の点は，当時海溝型分科会に参加していた委員である濱田信生氏19も明確に

認めている。すなわち，同氏は，地震地体構造論は，そもそも津波地震の発生の有

無を評価することを目的としたものではなく，将来の津波の発生又はその津波の規

模を予測するために作成されていないこと，地震本部の海溝型分科会での日本海溝

寄り南北の領域設定についての議論は，阿部勝征氏を始めとした第一線の専門家に

よって行われていたところ，地震地体構造論は上記のような性質であるため，当時

の地震本部の海溝型分科会での議論でも専門家間で全く参照されていないことを明

瞭に述べている（甲ロ２３２・２６頁以降）。 

（３）海溝型分科会の審議の過程においても発生メカニズムに関連付けることなく，

既往地震が確認されていない領域についても津波地震の発生可能性が検討され意見

集約がなされたこと 

 津波地震に関する「長期評価」を取りまとめた海溝型分科会の議論の経過を踏ま

えても 

① 津波地震の発生メカニズムが未解明であることは当然の前提たる共通認識であ

り，海溝型分科会における議論においては将来における津波地震の想定の評価につ

いてそのメカニズムの解明が必須の前提とはされていなかった。 

② 海溝型分科会における実際の審議経過を見ても， 

ⅰ）津波地震の発生メカニズムを付加体と関連付ける発言は一切なされていない。 

ⅱ）付加体及びホルスト・グラベン構造に関する谷岡・佐竹論文は「長期評価」の

参考文献にも採用されていない。 

③ 海溝型分科会の調査・審議の全過程を通じても，谷岡・佐竹論文の執筆者の佐

竹氏からも，また阿部勝征氏等の我が国を代表する地震学者からも，付加体に基づ

くメカニズムと津波地震の発生を関連付ける問題提起も一切なかった。 

 
19 濱田信生氏は，気象庁地震火山部地震予知情報課長及び気象研究所地震火山研究部長の職

にあった 2001～2002 年当時，2002 年「長期評価」（甲ロ 50）を策定した地震調査推進本

部，地震調査委員会における海溝型分科会に委員として参加していた者である（甲ロ２３

２）。 
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 などから，そもそも，津波地震の想定をその発生メカニズムと関連付ける考え方

は議論の前提とされていないことは明らかである。 

 また，前記のとおり，当時の海溝型分科会に委員として参加していた濱田信生氏

は， 地震本部の海溝型分科会での日本海溝寄り南北の領域設定についての議論で

は，付加体による津波地震の発生可能性の基礎付けに根拠がないため（当時，津波

地震の実態が十分に解明されていない），そうした議論がなされていないことをは

っきり述べている上，このことは前記委員の顔ぶれからして，理解が不足していた

からではなく，前提条件として認識していてもそれらを議論して結論に反映させる

程の意義はないと考えられていたこと述べている（甲ロ２３２・６頁以降）。 

（４）津波地震の発生メカニズムを付加体に基づいて説明する考え方は一つの仮説

にとどまり付加体説が大勢を占めていたとの一審被告国の主張が誤りであること20 

 この点は，前記３でも触れたところであるが，「長期評価」公表当時の知見を踏ま

えれば， 

第１に，津波地震がペルー（１９６０年）やニカラグア（１９９２年）のように

付加体の形成されていない，あるいは大規模な付加体の存在が報告されていない領

域でも発生しているという事実が確認されていた。 

第２に，津波地震の定量的な定義を提唱した阿部勝征氏自身も，「津波地震の発生

メカニズムについての研究は進んでいるが，現象自体が希なこともあって全体像が

明らかにされたというにはまだ至っていない」とし，また「津波地震の事例が少な

いために，その全体像が明らかになったとはいえない」としており，付加体に関連

付ける仮説を含めてメカニズムの解明に至っていないことを繰り返し確認している。 

第３に，日本海溝寄りの南部においては海溝付近に付加体が存在しないという点

では争いはなかった。その南部においても，津波地震であるとされる延宝房総沖地

震が発生しているという事実からは，当然，付加体の有無は津波地震の発生に影響
．．

 
20 一審原告ら第３０準備書面・第２の２（３）オ（２３～３１頁）及び第３の３（４５～４

８頁），同第１９準備書面・第２（１１頁以降） 
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しない
．．．

との結論が導かれる（付加体がないことは津波地震の発生を否定する理由と

はならない。）。 

第４に，「付加体が津波地震の発生に影響を与えていることを指摘する知見」が

「大勢を占めて」いたのであれば，２００２年「長期評価」策定過程の議論におい

て佐竹氏が，その旨の意見表明をし，議論や結果に影響を与える筈である。しかし，

実際には佐竹氏を含め，海溝型分科会において付加体の有無が津波地震の発生に影

響するという意見は全く出ていない。その上，一審被告国は，付加体説を提示する

佐竹氏の論文（「津波地震はどこで起こるか 明治三陸津波から１００年」（平成８

年）（丙ロ５３）を挙げて，これが当時多くの指示を集めていたとも主張するが，そ

のような支持を集めていたとの根拠はどこにもないし，何より佐竹氏自身が，前記

のとおり「長期評価」の海溝型分科会での議論の際にこの論文に一言も言及してお

らず，参考文献にすら含まれていない（甲ロ２２２）。そして，終的な海溝型分科会

での結論（前記の領域設定に基づき海溝寄りでどこでも津波地震が発生し得る）に

佐竹氏も賛成している。この点は後記（４）で詳述する。 

第５に，津波地震の発生を海溝軸付近の付加体の存在と関連付けるメカニズムを

提唱した佐竹氏らの見解について，これを比較的支持する松澤氏においても，あく

まで付加体に基づくメカニズムの説明を一つの「仮説」に過ぎないとし，かつ将来

における地震発生の評価には「使えない」としているのである。 

（５）佐竹氏自身が谷岡・佐竹論文における付加体説が一つの仮説にとどまること

を自認していること 

ア 刑事判決の判示 

刑事事件判決は，「付加体の存在と津波地震の発生が関連していることは地震学

者の間で広く共有されていた」（７７頁）として，あたかも付加体説が通説的な見解

であったかのように判示する。 
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この点，関連事件の横浜地裁判決21も，ホルスト・グラベン構造及び付加体によっ

て１８９６年明治三陸地震の発生を説明しようとする谷岡・佐竹論文（丙ロ５３）

について，「明治三陸地震については，限られた領域や特殊な条件が揃った場合のみ

発生すると考えられるとの平成８年谷岡・佐竹論文の見解が有力であってこれに対

抗する反対知見は見当あたらない」（同判決５３頁）と判示する。 

イ 海溝型分科会の議論において佐竹氏が付加体に言及していないこと 

 しかし，既に述べたとおり，谷岡・佐竹論文（丙ロ５３）の執筆者である佐竹健

治氏は，海溝型分科会において津波地震の発生可能性について濃密な議論を行って

いる過程においても，ホルスト・グラベン構造及び付加体によって津波地震の発生

メカニズムを説明する自説について，一切，言及も問題提起も行っていないのであ

り，当然のことながら，谷岡・佐竹論文（丙ロ５３）は「長期評価」の参考文献に

も挙げられていない。 

ウ 谷岡・佐竹論文（丙ロ５３）もその射程を三陸沖に限定していること 

 谷岡・佐竹論文（丙ロ５３）自体においても，「海溝近くの海底の起伏の大きさと

大地震の関係は，今のところ三陸沖だけ
．．．．．

で確認されただけであり，どの津波地震に
．．．．．．．

も
．
この発生機構があてはまるかどうかは，今後の研

．．．．
究を待たなければならない
．．．．．．．．．．．．

。」

（５８１頁左側）と，同論文の津波地震のメカニズムについての仮説が三陸沖だけ

を対象とした説明であり，（「どの津波地震にも」とし，明治三陸タイプ以外の津波

地震が存在することを当然の前提とした上で）その他の領域については「今後の研

究を待つ」として，同論文の射程を限定している。 

エ 高尾氏からの照会への佐竹氏の回答も自説の射程を限定していること 

 また，佐竹氏は，「長期評価」公表直後に，一審被告東電の津波担当者の高尾氏か

ら「長期評価」の根拠の照会を受けた際に，その回答の中で，谷岡・佐竹論文（丙

ロ５３）で提示した自説について， 

 
21 ２０１９（平成３１）年２月２０日言渡し 
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 「津波地震については，その発生メカニズムなどまだ完全に理解されているわけ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ではありません
．．．．．．．

。」 

「谷岡・佐竹（１９９６）では，少なくとも日本海溝沿いでは１８９６年タイプ

の津波地震が発生する場所と，通常のプレート間地震が発生する場所とは異なると

述べました。ただ，これがどこまで一般的に成り立つかについては
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
可能性を述べ
．．．．．．

，
．

今後の研究を待つ
．．．．．．．．

，と結論しました。」 

「今後の津波地震の発生を考えたとき，（どこでも発生するという「長期評価」の

考え方とホルスト・グラベン構造で説明する佐竹らの説の）どちらが正しいのか，

と聞かれた場合，よくわからない
．．．．．．．

，
．
というのが
．．．．．

正直な答え
．．．．．

です。」 

と回答している（丙ハ１１６・８月７日の佐竹氏から高尾氏へのメール）。 

さらに，「推本では少なくとも過去４００年間のデータを考慮しているのに対し

て，谷岡・佐竹では，過去１００年間のデータのみ（と海底地形）を考慮した，と

いう違いではあります。」として，谷岡・佐竹論文（丙ロ５３）が１６１１年慶長三

陸地震や１６７７年延宝房総沖地震など，近代的な観測が開始される以前の歴史地

震を考慮していないのに対して，海溝型分科会の検討においてはこれら歴史地震の

知見も踏まえた検討がなされており，基礎としたデータがより豊富であるとしてい

る。 

以上より，谷岡・佐竹論文（丙ロ５３）は，その執筆者である佐竹氏自身によっ

て，「三陸沖だけで確認された」単なる仮説にとどまることが自認されているところ

である。 

なお，この点でいえば，佐竹氏と本論文を共同執筆した谷岡勇市郎氏においても，

本件事故後に津波地震について次のように述べている。すなわち，「津波地震のよう

に海溝近傍のプレート境界で大きなすべりが発生し巨大な津波が励起される地震は

千島海溝・日本海溝沿い・南海トラフ沿いの沈み込み帯のプレート境界で例外なく

発生してきた。スマトラ島・ジャワ島沖の沈み込み帯でも同様に海溝近傍のプレー

ト境界で大きなすべりを発生させる大地震が多く発生してきている。 
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 津波地震は海溝近傍のプレート境界で発生するため、海底地滑り等をともない

大きな津波になることがある。さらには海溝近傍のやわらかい付加体の変形の効果

で津波が大きくなる可能性もある」（甲ロ２３４）。 

このように谷岡氏自身も，津波地震が日本海溝沿いも含めプレートの沈み込みを

伴う海溝軸付近でどこでも発生しうる可能性を認めている上，付加体説に至っては，

２０１１年においてすら，「付加体の変形の効果で津波が大きくなる可能性もある
．．．．．．

」

などと，その他の原因による津波地震の発生可能性がある中で，付加体説が単なる

一つの仮説にすぎないことを認めているものである。 

オ 松澤暢氏も付加体説が仮説にとどまり評価に使えないとしていること 

この点については，地震学者の松澤暢氏も，刑事事件の証言において， 

「三陸沖の津波地震に関してはこういう原因でもって起ったんじゃないかと

いう話は
．．

幾つかあった
．．．．．．

わけですね。だけど，それが正
．
しい
．．

かどうかは分からな
．．．．．．．．．

い
．
わけです。そのモデルに従えば，福島沖はどうも津波地震が起こらないよう

に見えるわけです。先ほどの付加体の話
．．．．．

ですけれど。 

だけれど，そのモデルは正しいという証拠もないわけですね。・・・・実際，

これまでいろいろあって，仮説としてはあるんだけれども，まだ確定はしてい

ないから評価の中ではちょっと使えないねという話は何回かあった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ように記憶

しています。それと同じようなことで，先ほどの付加体の議論は私自身は非常

にもっともらしいと思いましたけれども，評価として使うレベルまでいってい
．．．．．．．．．．．．．．．．

るかと言われると
．．．．．．．．

，
．
多分
．．

，
．
多くの委員はちゅうち
．．．．．．．．．．

ょした
．．．

んだろうなというふう

に理解しました。」と証言している（丙ロ１８７の１・同証人調書８５～８６頁）。 

この証言は，佐竹氏自身の「どこまで一般的に成り立つかについては，可能性を

述べ，今後の研究を待つ」，「どちらが正しいのか，と聞かれた場合，よくわからな

い，というのが正直な答えです。」という自己評価と符合するものであり，谷岡・佐

竹論文（丙ロ５３）が，将来の地震評価の基礎として直ちには「使えない」仮説に

とどまるものであることを示すものである。 
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（６）津波地震の発生想定の検討に際して付加体の存在をその基礎に据える考え方

は「長期評価」の前後を通じて一貫して採用されてこなかったこと 

「長期評価」を策定した海溝型分科会に限らず，「長期評価」の公表の前後を通じ

て，津波地震の発生想定の検討に際して付加体の存在をその基礎に据える考え方は，

一貫して，採用されてこなかった。すなわち， 

① 「４省庁報告書」の想定地震の断層モデルの位置設定は，１８９６年明治三陸

地震及び１６７７年延宝房総沖地震という既往の津波地震に基づきつつ，付加体
．．．

の有無にかかわらず
．．．．．．．．．

，既往地震が確認されていない福島県沖を含む日本海溝沿い

を（南北を通じて）網羅するように津波地震の発生を想定すべきとした（甲ロ１

７号証・１５７頁）。 

② 「津波評価技術」を策定した土木学会津波評価部会（第１期）は，付加体のな

い日本海溝南部においても１６７７年延宝房総沖地震という津波地震が発生し

たと判断し，津波地震のメカニズムとして付加体の存在を前提としていない
．．．．．．．．．．．．．．．

。（丙

ロ７，丙ロ１１２）。すなわち，日本海溝南部で発生した１６７７年延宝房総沖地

震については，同南部には付加体も，ホルスト・グラベン構造も存在しないにも

かかわらず，「津波評価技術」では，羽鳥（１９７５年）の図を援用した上で，「房

総半島沖では，・・・海溝付近で
．．．．．

，
．
津波地震と考えられる１６７７年の地震津波が
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

発生している
．．．．．．

」の判断を示している（丙ロ１１２・２－３０頁）。 

③ 津波評価部会（第２期及び第３期）が実施した日本海溝寄りの津波地震の発生

想定に関する確率論に関連するアンケートでは，付加体の存在しない日本海溝南
．．．．．．．．．．．．．．

部でも津波地震が起こりうる
．．．．．．．．．．．．．

ことが当然の前提とされ，地震学者等の見解もこれ

を支持していた。（平成１６アンケート・甲ロ１０４，平成２０年アンケート・丙

ロ４４）。 

  すなわち，地震学者等の見解が分かれるのは，既往地震が確認されていない領

域における津波地震の発生可能性，及び南北におけるすべり量の差を想定するか

否かについてのみであり，前記２回にわたるアンケートの選択肢の設定，及びこ
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れに対する地震学者等の回答結果からは，付加体の存在しないことが明らかな日
．．．．．．．．．．．．．．．．．

本海溝南部の房総沖においても津波地震が発生することについて
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
地震学者等の
．．．．．．

間には異論はなかったことが示されている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。
．

 

④ 津波評価部会（第４期）における決定論を前提とした津波地震の想定において

も，付加体の存在しない日本海溝南部で津波地震が発生し得る
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とすることについ

て異論がなかった。すなわち，第４期である２０１０（平成２２）年１２月の津

波評価部会において，「三陸沖～房総沖海溝寄りのプレート間大地震（ＪＴＴ）に

ついて 

・北部と南部を分割し，各活動領域内のどこでも津波地震は発生する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

が，北部領

域（ＪＴＴ１）に比べ南部（ＪＴＴ２）ではすべり量が小さい。南部（ＪＴＴ２）

では１６７７（延宝房総沖地震のこと。引用注）を参考に設定する。」という結論

が異論なく
．．．．

承認された（甲イ４３・１４７頁）。この結論は，付加体が存在しない

ことが明らかな１６７７年延宝房総沖地震の発生領域において津波地震が発生

することは当然の前提としつつ，これを超えて，付加体が存在せず，かつ既往地

震が確認されていない（福島県沖を含む）日本海溝南部の領域全域を含め「どこ

でも津波地震は発生する」ことについて，地震学者らの間に「異論がなかったこ

と」を示すものである。 

⑤ 前記（５）のとおり，谷岡・佐竹論文自体においても，同論文の津波地震のメ

カニズムについての仮説は，三陸沖だけを対象とした説明であり，その他の領域

については「今後の研究を待つ」として，佐竹氏自身が付加体の根拠となる同論

文の射程を限定している（丙ロ５３）。 

 以上から明らかなように，「長期評価」の公表の前後を通じて，津波地震の発生想

定の検討に際して付加体の存在をその基礎に据える考え方は「長期評価」の前後を

通じて一貫して採用されてこなかった。津波地震が付加体の存在によって発生する

という考え方は一つの仮説にとどまるものであり，「長期評価」当時も（本件地震を

経験した現在においても）津波地震の発生の想定の基礎に据えられることはできな
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かったものである。 

 要すれば，一審被告国が主張する付加体（堆積物）と津波地震の関係性の知見は，

南部で津波地震が起こらないという見解（仮説）と単に整合するというだけであっ

て，上記のとおりそもそも付加体（堆積物）がない場所でも津波地震が発生してい

ることが明らかにされていること等からすれば，付加体（堆積物）がないというだ

けで津波地震の発生を否定できるものでないことは明らかといえる（甲イ４５・５

５頁）。 

したがって，このような付加体（堆積物）に関する一審被告国の主張によっては，

前記「長期評価」の知見の合理性は何ら否定されない。 

 

５ 保安院の２００２年８月対応当時の知見に照らして，「長期評価」に客観的かつ

合理的根拠が伴わないことが明らかであったとの一審被告国の指摘に理由がないこ

と 

 一審被告国は，本控訴審に至って，「長期評価」の公表直後の２００２（平成１４）

年８月に「長期評価」の科学的根拠を調査したところ，客観的かつ合理的根拠がな
．．．．．．．．．．．．

いことが明らかであったので
．．．．．．．．．．．．．

，
．
専門家による審議会等による調査審議を経ることな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

く
．
，安全規制において「長期評価」を考慮する必要がないと判断したのであり，そ

の対応は合理的であったとする。 

 しかし，一審被告国の主張は「結論先取り」の理由のないものである。以下，一

審被告国の論拠について個別に反論する。 

（１）「長期評価」は科学的根拠を離れ専ら「国民の防災意識の高揚」を目的とし「長

期評価」を公表したとの一審被告国の主張について22 

ア 一審被告国の主張 

一審被告国は，「長期評価」は「国民の防災意識の高揚」を目的とするにとどまり，

 
22 一審原告ら控訴審第３０準備書面・第３の８（６３～７５頁） 
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原子力の安全規制における防災対策において考慮すべきかどうかという観点から審

議したものではない，実際の審議においても科学的根拠から離れ専ら防災行政的な

警告の観点から結論を導いていると批判する。 

イ 一審原告らの反論 

① 「長期評価」は法令に基づいて「防災行政に生かす」という明確な目的な下で

策定されているものである。 

 かかる目的に沿って「長期評価」の策定が行われた以上，それを担う地震調査委

員会等に招集された地震学者等の専門家，及びその活動を支える事務局は，「長期評

価」が地震防災対策に生かされることを当然の前提として，地震防災対策の基礎と

するに足りる地震学上の知見の整理を目指していたのであり，このことは当然に共

通の認識とされていたところである。 

この点は，前記第１の１（３）で主張したとおりである。 

② 海溝型分科会における実際の審議経過を見ても，歴史地震の知見を含め，地震

学に基づく科学的根拠を踏まえた密度の濃い議論が行われていた23。 

この点についての具体例としては， 

ⅰ）１６１１年慶長三陸地震の震源域が千島沖か三陸沖かという点についても詳細

な審議がなされており，その結果として，歴史地震の知見を踏まえて三陸沖を震源

とする津波地震であるとの結論が導かれていること 

ⅱ）１９５３年の地震が低周波地震（津波地震は巨大な低周波地震である。）である

か否かについても，一委員からこれを低周波地震とする指摘がなされたものの，科

学的根拠についての調査審議を踏まえ，最終的にはこれは低周波地震（津波地震）

ではないとの結論が導かれていること 

 が指摘できる。 

 一審被告国が述べるように「長期評価」が専ら国民の防災意識の高揚を目指すも

 
23 一審原告ら控訴審第１４準備書面・９～１１頁等 
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のであったとれば，津波地震の可能性のある地震は全て津波地震と評価することも

可能であるが，海溝型分科会においては，上記のとおり，厳密な調査審議を経て（「国

民への警告効果」が低下する方向での判断も含めて）科学的根拠に基づく判断がな

されているところである。 

（２）「長期評価」は「科学的根拠を記載していない」との主張について24 

一審被告国は，「長期評価」は「新たな考え方」であるのに「科学的根拠を記載し

ていない」と主張する。 

確かに，個々の地震学者の論文や研究では，新たな仮説を提示する場合も，仮説

を実証する場合も，根拠となる理学的事実あるいは事実に基づく推論の過程を（別

の理学者が検証可能な程度に詳細に）提示することが不可欠である。 

しかし，「長期評価」は，防災対策に活用するため，それまで蓄積されてきた過去

の地震についての科学的知見を専門家の集団的な議論を通じて集約・整理し，将来

の地震を予測し，その結論を提示するものである。すなわち，「長期評価」は学術論
．．．．．．．．．．

文ではなく
．．．．．

，地震防災対策特別措置法に基礎を置き，地震調査研究推進本部という

国家機関が作成・公表する行政文書である。防災対策への活用を目的に作成された

「長期評価」の本文中に，個々の地震の評価や，その科学上の根拠が細々と書かれ

ていないからといって，信頼性を失わせる根拠とならない。 

２００２年「長期評価」が客観的かつ合理的根拠を有することは，その策定にあ

たった海溝型分科会が第一線の地震学の専門家により構成されていること，及び同

分科会での高度かつ充実した議論を記録した議事録（論点メモ）によって，十分確

認することができる。  

（３）本訴及び関連訴訟で都司，島﨑及び佐竹証言がなされた後に，事後的に一審

被告国から提出されるに至った地震学者等による意見書について     

ア 一審被告国から提出された専門家意見書は，①本訴等で専門家の証言が完了

 
24 一審原告ら控訴審第３０準備書面・第２の１（３）（１７～１８頁） 
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した後に事後的に作成されたものであり，②反対尋問も経ておらず，③（原審で一

審被告国が主張していたところの）「長期評価の見解は通説的見解と評価できるか

否か」という評価基準に基づき，④集団的な審議を経ない個人的な評価をしている

にとどまること 

一審被告国は，本訴及び関連訴訟で都司，島﨑及び佐竹証言がなされた後（２０

１５〔平成２７〕年１１月の佐竹氏反対尋問），２０１６（平成２８）年後半頃から，

事後的に地震学者等による意見書を多数提出し，これらの意見書によって，２００

２年８月保安院対応がなされた２００２（平成１４）年当時
．．．．．．．．．．．．．

，「長期評価」には客観

的かつ合理的根拠がないと判断されていたことが示されているとするに至った。 

 これらの意見書の信用性の評価については，以下の４点に留意が必要である。 

第１に，一般に，反対尋問を経ない一方的な供述や意見が，反対尋問を経た証言

に比べ，その信用性と事実認定における重要性において劣後することは，訴訟にお

ける鉄則である。たとえ「専門家」の意見書であっても，その専門性と意見内容の

合理性を反対尋問によって見極めずに，安易に信用性を肯定することはできない。 

第２に，これらの意見書が作成・提出された原審の審理においては，一審被告国

は「長期評価」の信頼性の評価基準として「通説的見解として確立した知見」であ

ることが必要であると一貫して主張していた。これらの各意見書も一審被告国の評

価基準に従って，「長期評価」が「通説的見解として確立した知見にあたるか否か」

という観点からの評価が述べられているものである。すなわち，これらの意見書は

いずれも，控訴審において（実質的に争いのない）評価基準となっているところの，

「長期評価」に「客観的かつ合理的根拠が認められるか否か」という観点からの評

価が述べられているものではない。 

各地震学者の内の相当数は，地震本部の委員として「長期評価」の津波地震の想

定に異論を述べずその結論に賛成しているにもかかわらず，各意見書において「長

期評価」の信頼性に疑義を呈するかのような陳述をしている。この一見矛盾した態

度の背景には，評価基準自体が異なることが影響しているものといえる。 
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第３に，これらの意見書は，いずれも個人としての意見（私見）を述べるのみで

ある。一般に地震学等の理学の目的はたゆみない「真理の探究」とされており，理

学者は，いまだ解明されていない真理を探究することを学問的な営為とすることか

ら，他の研究者と同じことを述べることに高い価値を置かない傾向にある。これに

対して，「長期評価」は，わが国を代表する第一線の地震学者が参集し集団的な調査

審議を経て，将来の地震発生可能性についての判断を「取りまとめ」たものである

（集団的専門性）。 

専門的な知見についての見解であっても，単なる理学者個人の私見（仮説）と，

集団的な調査審議を経て取りまとめられた判断（集団的な審議を踏まえて取りまと

められた判断）は，その性質と重みにおいて同列に論じることはできないものであ

る。 

第４に，一審被告国は，（本訴の後半になって提出された）上記の専門家の意見書

を引用して，２００２年８月保安院対応を決した当時
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，「長期評価」に信頼性がない

ことが明らかであったのであるから，専門家による審議会による審議を経ることは

不要だったとする。しかし，これらの意見書は，本訴に至って一審被告国が収集し

たものであり，当然のことながら，２００２（平成１４）年８月の保安院対応の際

には入手されておらず，その判断の基礎にもされていなかったものである。よって，

これらの意見書によって２００２年８月保安院対応の対応を正当化する一審被告国

の主張は，時間的な前後関係を無視するものである。  

イ 一審被告国が依拠する「意見書」に対する個別の反論を行っていること 

 これらの専門家意見書については，以下に個別に指摘するほか，一審原告らは，

控訴審第７準備書面第２分冊の第６の７において，個別に反論をしているところで

ある。 

① 津村氏の見解については，同１３７～１４１頁 

② 松澤氏の見解については，同１４１～１４８頁 

（松澤氏については，刑事事件での証言も含めて，第１８準備書面・第２の
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２（３）（２１～２２頁），第１９準備書面・第２の２（１１～１４頁），第３

０準備書面・第２の２（３）（２７～３１頁）でも詳述している。） 

③ 谷岡氏の見解については，同１５５～１５９頁 

④ 笠原氏の見解については，同１５９～１６０頁 

⑤ 今村氏の見解については，同１６０～１６８頁 

 （第１７準備書面の第３～第６では今村氏の東京高裁での証言に関して全

般的な主張を整理し，また，第３０準備書面の第３の７（６０～６３頁）で

も詳述している。） 

⑥ 首藤氏の見解については，同１６１～１６２頁 

（ウ）一審被告国が依拠する「意見書」の内容の概観 

一審被告国の提出した「意見書」は，以下のとおり分類できる。 

 第１に，集団的な調査・審議を踏まえた判断の過程に参加し，２００２年「長期

評価」を支持し，または「長期評価」に異論を述べていない論者によるもの（佐竹，

津村，松澤，谷岡，笠原の各氏）。 

  佐竹氏は海溝型分科会の委員として，津村氏は地震調査委員会の長として，笠原

氏は同委員として，それぞれ２００２年「長期評価」の結論に賛成している25。  

谷岡氏は意見書の中で，「地震調査委員会の立場としてこの見解を出したこと自

体は理解できます。」「防災行政上の警告をするため・・（この）見解を出す意義はあ

る」と述べ，地震防災行政に活用し得るだけの地震学上の根拠があったことを認め

ている。 

松澤氏は津波地震が日本海溝寄りのどこでも起こり得ること自体は否定してお

らず，津波地震の発生が三陸沖日本海溝寄りに限定されるとする谷岡・佐竹論文は

仮説にすぎないことを刑事訴訟において証言している（前記４（５））。 

 第２に，集団的な調査・審議を踏まえた判断の過程に参加しておらず，どのよう

 
25 本書第２節・第２の４（４）及び（５）にて，佐竹・谷岡氏らが付加体に関する見解が仮

説にとどまることについて詳述している。 
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な議論を経て「長期評価」の結論が出されたかを認識していなかった論者によるも

の（地震学者である大竹政和氏）。 

  大竹政和氏の「長期評価」への疑問は，歴史地震とりわけ１６１１年慶長三陸地

震について海溝型分科会でどのような議論がなされたかを認識していない下で示さ

れたものであり，「長期評価」の信頼性を失わせるものではない。なお，大竹氏の批

判に対する反論は後述する（後記６参照）。 

第３に，そもそも地震学についての専門的知見を有していない論者によるもの

（津波工学者である今村・首藤の両氏，原子力工学者である岡本，山口の両氏）26 

  これらは，そもそも地震学者による意見ではなく，専門性を欠いている点で「長

期評価」の信頼性を否定し得るものではない。 

以上に概観したとおり，一審被告国の提出した「意見書」は，そもそも専門性が

欠けているか，専門家の一意見ではあっても２００２年「長期評価」を作成した海

溝型分科会での集団的な議論に比肩する地震学上の資料・根拠を示した上で「長期

評価」の結論を退けるものは一つもなく，かえって集団的な議論の場（海溝型分科

会や地震調査委員会）では「長期評価」の結論を支持した者の意見書が多数を占め

るなど，到底「長期評価」の信頼性を否定できるようなものではない。 

 

６ ２００２（平成１４）年以後
．．

も「長期評価」に客観的かつ合理的根拠があるこ

とが示されることはなかったとの一審被告国の主張について 

 一審被告国は，２００２（平成１４）年以後も「長期評価」に客観的かつ合理的

根拠があることが示されることはなかったため，保安院としては，調査を十分に行

ったが規制権限の行使に至らなかったのであり，保安院の対応は合理的であったと

する。 

 
26 グレーデッドアプローチ・地震対策優先論を述べる岡本意見書への批判は，一審原告ら控

訴理由書及び第２６準備書面の第６～７で，山口意見書への批判は同第２６準備書面の第８

で，詳述している。 
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 以下，一審被告国が上記主張を支えるものとして援用する各事項について反論す

る。 

（１）中央防災会議において「長期評価」の津波地震の想定が採用されなかったこ

とは「長期評価」の信頼性を否定するものではないこと27 

ア 一審被告国の主張 

一審被告国は，「長期評価」は「国民の防災意識の高揚」を目的とするにとどまり，

原子力の安全規制における防災対策において考慮すべきか，という観点から審議し

たものではなく，実際の審議においても科学的根拠から離れ，専ら防災行政的な警

告の観点から結論を導いていると批判する。 

また，山形地裁判決は，中央防災会議・日本海溝等専門調査会において「長期評

価」の津波地震の想定が採用されなかったことをもって，「長期評価」の信頼性が低

いことを示すものであるかのように判示する。 

イ 防災対策の基礎に据える地震等の科学的評価を取りまとめる「長期評価」と

財政的・人的制約の下で一般防災の指針を策定する中央防災会議は，そもそもその

目的が異なること 

地震本部の策定する「長期評価」は，地震防災対策・防災行政に活用されること

を目的として（「防災に生かす」という目的性），専門家による集団的な調査審議を

通じて，地震防災対策の基礎とするに足りる地震学上の知見の取りまとめを行うも

のである。 

このように，「長期評価」は，地震学に基づく「科学的アセスメント（科学的評価）」

を取りまとめるものであることから，その策定に際しては，地震学の最新の知見に

ついての調査・審議を踏まえ，高度に専門的な判断
．．．．．．．．．

が求められるところである。そ

のため，地震調査研究推進本部においては，「長期評価」一般の策定に際しては，地

震調査委員会，長期評価部会，海溝型分科会等の複層的な審議プロセス
．．．．．．．．．．

を設定し，

 
27 一審原告ら控訴審第７準備書面第２分冊第６の６（１１５～１３３頁） 
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その各段階において，それぞれ専門家集団による調査・審議及び判断
．．．．．．．．．．．．．．．．．

を行い，「地震

防災対策の基礎とするに足りる客観的かつ合理的根拠に基づいて地震学上の知見の

整理」を行っているところである（集団的専門性）。 

 これに対して，中央防災会議は我が国全体において実施されるべき防災行政の指

針を示すことを目的とする。一般の防災対策（防災行政）では，全国的な規模で，

全ての地方自治体等が取り組むべき地震・津波対策を視野に入れて行政的判断がな

されることとなる。よって，中央防災会議の判断は，災害対策基本法の示す行政目

的に沿って，全国的，かつ計画的な防災行政の見地から，地方公共団体などが抱え

る財政的制約，人的制約をも考慮に入れた上で，想定すべき地震の範囲の設定につ

いて「一般の社会的・経済的諸要素を踏まえた評価としての行政判断」がなされる

べきものである。 

ウ 日本海溝等専門調査会は，財政的，人的，時間的制約を考慮して防災対策の

対象となる地震を限定したこと 

中央防災会議・日本海溝等専門調査会においても，財政的，人的，時間的制約を

考慮して防災対策の対象となる地震を限定することとなった。 

すなわち，日本海溝等専門調査会の第２回調査会においては，事務局側から，同

調査会の「審議の検討」対象について「既往発生した地震に限定する」との提案が

なされ，これに対して阿部勝征氏，島﨑邦彦氏等の地震学の専門家から異論が示さ

れたもの，最終的に「調査会の審議の検討対象を既往発生が確認できる地震に限定

する」という事務局案に沿うまとめがなされた28。 

すなわち，同調査会においては，その審議の入り口の段階で，「防災対策として人
．
，
．

時間
．．

，
．
金を投資
．．．．

していくわけですから，その投資の一般的な合意を得られやすい」

という観点（事務局の説明）から，審議の検討対象
．．．．．．．

とする地震について，既往発生

が確認できる地震に限定するという絞りが掛けられた。審議経過をまとめた同調査

 
28 この間の経過については，一審原告らの控訴審第７準備書面第２分冊１２６～１３０頁で詳

述している。 
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会報告書においても，「審議における検討対象」の「整理にあたっては，過去に実際
．．．．．

に発生した地震
．．．．．．．

に基づいて検討を行うことを基本とした。」として，発生が確認され

ている地震のみを同専門調査会における審議の検討対象とするという事務局提案に

沿うまとめがなされている。 

その結果，過去に発生が確認されていない（福島県沖等の）日本海溝寄りの津波

地震については，そもそも調査会の議論の対象として俎上にも上げられない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことと

なった。 

その上で，審議対象を既往地震に限定した審議の結果としても，「地震防災対策の
．．．．．

検討対象
．．．．

」とする地震については「大きな地震が繰り返し発生
．．．．．．．．．．．．

しているもの」に限

定され，繰り返しが確認できない大きな地震（１６７７年延宝房総沖地等）は「地

震防災対策の検討対象」から除外され，「留意」が求められるとされるにとどまった。 

エ 北海道ＷＧは同専門調査会の判断に基づいて検討を行ったものであり「長期

評価」に代わる地震想定の検証を目的としてはおらず，現に海溝型分科会に代わる

検討を行ってはいないこと29 

そして，同専門調査会から委託を受けた下部組織である，北海道ＷＧも「長期評

価」の津波地震の想定について，海溝型分科会に代わる調査・審議及び判断を行っ

たものではない。 

オ 日本海溝等地震特措法においても，原子炉施設については特別の規制対象と

はされていないこと 

（ア）一審被告国の主張と山形地裁判決の判示 

 一審被告国は，日本海溝等地震特措法に基づいて，原子力発電所においても同法
．．．．．．．．．．．．．

に基づいた対策計画を策定する
．．．．．．．．．．．．．．

ことを前提に推進地域の指定がされることとなって

いたとして，中央防災会議の検討対象とする地震・津波についての決定が，原子炉

施設の安全確保の観点も視野に入れて決定されたかのように主張する。そして，福

 
29 北海道ＷＧについては，一審原告ら第２６準備書面・第４（１１～１２頁）及び同第７準

備書面第２分冊１３０～１３１頁において詳述している。 
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島第一原発が，日本海溝等地震特措法の適用対象施設とされたにも関わらず，「福島

県沖海溝沿いの領域で発生する地震に伴う津波に対して防災対策を検討することは

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する地震防災対策の推進に関する特別措置

法に基づくものとしては求められていなかった。」と指摘して，原子炉施設の安全性
．．．．．．．．．

との関係においても
．．．．．．．．．

，中央防災会議が，福島県沖海溝寄りの津波地震を考慮する必

要がないとの評価を下したかのように主張する。 

この点に関して，関連事件の山形地裁判決は，一審被告国の主張に沿って，福島

第一原発が，日本海溝等地震特措法の適用対象施設とされたとの判示を行っている

（１９２頁）。 

しかし，これらは，いずれも事実を歪めるものである。 

（イ）原子炉施設については日本海溝等専門調査会において特別の検討対象とは

されていないこと 

たしかに，日本海溝等地震特措法７条は，同法の推進域内の特定の施設の管理・

運営者に対して，想定される津波に対する「対策計画の作成」を義務づけている。

そして，同法施行令３条１項７号は，発電用原子炉施設を対象施設として定めてい

る。よって，その限りでは，一審被告東電は，福島第一原発について同法所定の津

波対策計画を作成する義務を負うこととなる。 

しかし，同時に，同法８条１項５号は，発電用原子炉施設については，特例とし

て，電気事業法４２条１項が作成を義務づけている保安規程が作成されていれば，

これによって日本海溝等地震特措法上の津波対策計画が作成されているとみなすも

のとしている。そして，電気事業法に基づく上記保安規程の作成は，既に，電気事

業法の規定によって作成が義務づけられているのであるから，当然，一審被告東電

が作成しているものである。よって，日本海溝等地震特措法７条に基づく津波に対

する防災計画の作成義務は，少なくとも，発電用原子炉施設については，何ら新た

な行為を義務づけるものではなく，全く実質を伴わない規制となっているといえる。

この点は，一審被告国も自覚しており，その主張において，「ただし同法８条１項５
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号の特例がある」と言及している。 

以上から，一審被告国が主張するように，一審被告東電が，日本海溝等地震特措

法に基づいて，福島第一原発について，福島県沖日本海溝寄りの津波地震について

の防災対策を検討することを求められなかったのは事実であるが，それは，福島県

沖日本海溝寄りで津波地震が想定されるか否かにかかわらず，およそどのような地

震・津波の想定がされようが，電気事業法所定の保安規程以上のものを作成する義

務を負う立場になかったからにほかならない。 

あたかも，福島県沖日本海溝寄りの津波地震に限って防災計画を作成することを

求められなかったかのような誤解を招きかねない一審被告国の主張，及びこれにつ

いて詳細な検討もなく判示した山形地裁判決は適切さを欠くといわざるを得ない 

カ 小括 

 以上より，「長期評価」は，防災行政で生かされることを目的として，防災行政の

基礎に据えるに足りる地震学上の客観的かつ合理的根拠に基づく専門的な評価を取

りまとめたものであり，これに対して中央防災会議の判断は，「社会的・経済的諸要

素を踏まえた評価としての行政的判断」であり，中央防災会議において「長期評価」

の津波地震の想定が採用されなかったとしても，「長期評価」の信頼性が否定される

ものではない。 

キ 福島県及び茨城県の「津波浸水想定区域図」について 

 なお，一審被告国は，福島県が２００７（平成１９）年「福島県沿岸津波浸水想

定区域図」を作成する際に，また茨城県が同年「津波浸水想定区域図」を作成する

際に，福島県沖や茨城県沖の海溝寄りの領域で津波地震が起こることを想定すべき

との意見が出なかったとも指摘する。 

 しかし，両県が上記区域図を作成する際に，海溝型分科会におけるような地震学

者による集団的かつ専門的な調査・審議が行われた事実もなく，「長期評価」の結論

を否定するような理学的根拠が示された事実もない。茨城県や福島県は「長期評価」

の是非を判断する立場になく，また，そのような力量もなかったのであり，両県の
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対応は「長期評価」の信頼性を否定する根拠とはならない。 

 そもそも，両県が「区域図」を作成した時期は，２００６（平成１８）年の中央

防災会議が，全国的な防災行政の指針として「地震防災対策の検討対象」とする地

震については「大きな地震が繰り返し発生
．．．．．．．．．．．．

しているもの」に限定するとの方針を示

した後であり，両県の防災指針はその制約下にあった。よって，両県が「区域図」

を作成する時点においては，「既往最大」の地震を超える地震を想定することはそも

そも全く想定されていない。よって，両県が「津波浸水想定区域図」を作成する際

に「長期評価」を考慮しなかったのは中央防災会議の方針からして当然のことであ

る。 

福島地裁判決（甲イ３４・１０８～１０９頁）も，中央防災会議・日本海溝等専

門調査会報告が「長期評価」の信頼性を否定するものではないとの判示に続いて，

福島県及び茨城県の想定も同様の理由によって，「長期評価」の信頼性を否定するも

のではない，と正当に判示している。 

 

（２）「長期評価」が「震源断層を特定した地震動予測地図」には採用されず，「確

率論的地震動予測地図」にのみ取り上げられたことを理由に「長期評価」の信頼性

を否定する一審被告国の主張の誤りについて 

ア 一審被告国の主張 

一審被告国は，第５準備書面において，地震本部が２００５（平成１７）年に

作成した「全国を概観した地震動予測地図」（丙ロ１６０）が「確率論的地震動

予測地図」と「震源断層を特定した地震動予測地図」の二つの予測地図によって

構成されているところ，前者の「確率論的地震動予測地図」においては，発生可

能性がある全ての地震が対象とされていることから「長期評価」の津波地震も採

り入れられているが，これに対して後者の決定論的な「震源断層を特定した地震

動予測地図」においては，「長期評価」の見解は，決定論的に取り扱うための科
．．．．．．．．．．．．．

学的実証的根拠が乏しいことから
．．．．．．．．．．．．．．．

取り入れられることはなかったとし，これをも
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って，地震本部自身が「長期評価」の見解は決定論では取り扱うべきものではな

く確率論的にのみ取り扱われるべき知見であるとの判断を示していたと主張す

る。 

イ 一審原告らの反論  

 一審被告国の主張は，以下の点から理由がない。すなわち， 

① 「全国を概観した地震動予測地図」はそもそも，地震動の評価が目的であり津
．．．．．．．．．．．．．

波の影響は考慮されていない
．．．．．．．．．．．．．

。よって，地震動の影響は想定されない代わりに津

波によって甚大な被害が想定される日本海溝寄りの津波地震について特別の考

慮はされていないのは当然である。 

② 「全国を概観した地震動予測地図」のうち，「震源断層を特定した地震動予測地

図」は，対象地域を特定した上で，当該地域に強い地震動
．．．．．

をもたらす特定の震源

断層を選抜し，その地震の将来の発生確率の大小を考慮せずに，あらかじめ想定

された形で地震が起きた場合に，どのような地震動が生じるかを予測計算して，

その計算結果を地図上に表示したものである。 

したがって，揺れが小さくても発生する津波の規模が大きくなるような津波地

震が対象として除外されたことは当然で，何ら長期評価の見解の合理性を否定す

る理由たりえない（この点は松山地裁判決も明確に斥けている。甲イ４５・９８

頁参照）。 

すなわち，ここで対象となるのは，地震調査委員会が強震動評価の手法の高度
．．．．．．．．．．．

化等の観点から選抜
．．．．．．．．．

したものにすぎず，その選択の基準は，想定される地震の発
．．．．

生予測の信頼性の程度ではなく
．．．．．．．．．．．．．．

，「発生確率や周辺地域への影響の大きさ」ととも

に，「強震動予測手法の高度化」という観点から手法の標準化に適したものを選ん

だものである。強震動をもたらさない「長期評価」の津波地震の想定が，「強震動

評価の手法の高度化」の観点から選抜されないのは当然であり，「長期評価」の信

頼性が低いとされたことによるものではない。 

③ 「震源断層を特定した地震動予測地図」の対象とされた地震は，評価手法の
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高度化の観点から代表選手としてたまたま選ばれた地震であって，強震動予測

の対象とされるべき震源断層が網羅されているものではない。 

  典型的な例を挙げれば，発生確率が高く甚大な被害が想定されている南海ト

ラフの「南海地震」「東南海地震」も，「震源断層を特定した地震動予測地

図」の１２個の地震動には含まれていないのである。 

 以上より，一審被告国の主張は誤りというしかない。 

 

（３）平成２１年「長期評価」の改訂においても「長期評価」に客観的かつ合理的

根拠が与えるような新たな記載がなされていないとの一審被告国の主張について30 

ア 一審被告国の主張 

 一審被告国は，平成２１年「長期評価」の改訂においても「長期評価」に客観的

かつ合理的根拠が与えるような新たな記載がなされていないとして，これをもって

「長期評価」に客観的かつ合理的根拠が認められない根拠であるかのように主張す

る。 

イ 一審原告らの反論 

地震本部は，２００９（平成２１）年３月に，２００２年「長期評価」について，

これを一部改訂した。 

改訂の主なポイントは，２０１８（平成２０）年５月８日に茨城県沖で地震（Ｍ

７．０）が発生したことから，茨城県沖の地震の長期評価を見直すとともに，三陸

沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について，前回の公表から時間が経過

したため，地震発生確率等，記述の一部を更新したものである。 

この改訂に際しても，「長期評価」の津波地震の想定に関する評価を変えてはいな

い。 

さらに，地震調査研究推進本部長期評価部会は，２０１１（平成２３）年１１月

 
30 一審原告ら控訴審第７準備書面第２分冊・第６の５（１０７～１１０頁） 
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に，東北地方太平洋沖地震の発生を踏まえて，２００２年「長期評価」の改訂版と

して，「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価（第二版）」を公表した。 

この長期評価（第二版）では，東北地方太平洋沖地震の知見を踏まえて必要な改

訂がなされているが，その内容は，東北地方太平洋沖地震が津波地震の要素を含む

ものであることから，従前の３つの津波地震にこれを付加して評価するというもの

であり，「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）」につ

いて，「１６１１年の三陸沖，１６７７年１１月の房総沖，明治三陸地震と称される

１８９６年の三陸沖（中部海溝寄り）が知られて」いるとの評価は，何ら変更され

ていない。 

このように，２００２（平成１４）年７月の「長期評価」公表後，三陸沖から房

総沖にかけての日本海溝寄りの津波地震の予測については，その後，複数回の見直

しの機会があったものの，「長期評価」において，津波地震の評価については変更は

一切なされていないのである。 

一審被告国は，これらの改訂に際して，「客観的かつ合理的根拠を示す新たな記載
．．．．．

が追加されていない」とするが，「長期評価」の改訂に際しては，当然のことならが

最新の科学的知見を踏まえた調査審議がなされているところである。上記した複数

回の改訂によって「長期評価」の津波地震の想定が維持されたということは，その

判断に客観的かつ合理的根拠が認められることが，改めて確認されたことを示すも

のである。 

 

（４）第４期津波評価部会が決定論を前提として津波地震の想定を行った内容が「長

期評価」の想定とは異なるとの主張について31 

ア 一審被告国の主張 

 一審被告国は，第４期津波評価部会が，決定論を前提として日本海溝寄りの津波

 
31 一審原告ら第３０準備書面・第３の１０（７７～８１頁）参照。同第１７準備書面・第６

の４（３９～４０頁）でも詳述している。 
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地震の発生想定についての検討を行った結果として，福島県沖を含む日本海溝南部

では１６７７年延宝房総沖地震の波源モデルを想定することについて異論なく確認

され，どこでも１８９６年明治三陸地震クラスの地震が起こるという「長期評価」

とは異なる判断が示されたことをもって，「長期評価」の信頼性を否定するものであ

るとする。 

イ 一審原告らの反論 

① 「日本海溝の南北を通じてどこでも
．．．．

津波地震が発生する」という「長期評価」

の「津波地震の発生領域」の判断の正しさが改めて確認されたこと 

土木学会・第４期津波評価部会は，２０１０（平成２３）年１２月の部会におい

て， 

「三陸沖～房総沖海溝寄りのプレート間大地震（ＪＴＴ）について 

・北部と南部を分割し，各活動領域内のどこでも津波地震は発生する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

が，北部領

域（ＪＴＴ１）に比べ南部（ＪＴＴ２）ではすべり量が小さい。南部（ＪＴＴ２）

では１６７７（延宝房総沖地震のこと。引用注）を参考に設定する。」 

という結論が異論なく承認された。 

 この点について，今村文彦氏は，同種訴訟の東京高等裁判所の証言で 

 「日本海溝寄りはどこでも津波地震が生じるというところでは，その結論は２０

０２年長期評価と同じになったと，そういうことですね。 

そうですね，はい。」 

と証言している（同人証言調書・丙ロ１７９の１・６２～６３頁）。 

② 福島県沖で想定すべき津波の規模についてもＭ８．２程度とされ「長期評価」

と同様の判断となっていること 

 第４期津波評価部会の上記の「まとめ」においては，津波地震の「すべり量」に

ついて日本海溝の南北で異なるとされ，南部では，１８９６年明治三陸地震ではな

く１６７７年延宝房総沖地震のすべり量を想定すべきとしている。 

この点，地震のすべり量は，海底面の変動の大きさを示し海水の上昇・沈降を規
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定することから，津波の大きさに結び付くパラメーターである。かつ，それは地震

のマグニチュードに対応する。 

 そうしたところ，「津波評価技術」及び第４津波評価部会が前提とした１６７７年

延宝房総沖地震のマグニチュードは「Ｍ８．２」である。これに対して，「長期評価」

が日本海溝の南北を通して想定すべきとした「地震の規模」は，「次の地震も津波地

震であることを想定し，その規模は，過去に発生した地震のＭｔ等を参考にして，

Ｍ８．２前後
．．

と推定される｡」とするものであった。つまり，日本海溝の南北を通じ

てＭ８．２前後
．．

の津波地震を想定すべきであるとの「地震の規模」についての「長

期評価」の判断は，第４期津波評価部会の結論においてもその相当性が確認された

ものといえる  

 以上より，第４期津波評価部会の結論は，「長期評価」の「日本海溝の南北を通じ

てどこでも津波地震が発生する」という「長期評価」の「津波地震の発生領域」の

判断の正しさを改めて確認したものであり，かつ，地震の規模についても「Ｍ８．

２」程度とする「長期評価」と同様の判断が示されているものであり，全体として

も「長期評価」の正しさを改めて確認したものといえる。 

 

７ 「長期評価」の公表後の地震学上の知見によっても「長期評価」の信頼性及び

合理性は何ら否定されないこと 

 一審被告国は，２００２（平成１４）年の「長期評価」の公表後においても，以

下に指摘する点に基づいて，その信頼性を否定する地震学上の知見が示されたこと

から，規制権限行使に至らなかったことが合理的であったと主張する。 

 以下，個別に反論を行う。 

（１）「垣見マップ」によって「長期評価」の信頼性を否定する一審被告国の主張に
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ついて32 

ア 一審被告国の主張 

一審被告国は，「長期評価の見解」の公表後の２００３（平成１５）年に地震地体

構造の最新の知見として公表された「垣見マップ」は，そもそも「長期評価の見解」

を新たな地体構造上の知見とみなしていない上に，「垣見マップ」における福島県沖

の地震地体構造区分は，「長期評価の見解」の領域区分は異なっていることから，「長

期評価の見解」の信頼性は，「長期評価の見解」の公表後の最新の知見である「垣見

マップ」によって否定されてと主張する。今村証人の意見書１（丙ロ１００・２１

～２３頁）においても，「垣見マップ」による領域区分は「長期評価」の信頼性を否

定する中心的な論拠とされている。 

また，その後，別件の今村証言の反対尋問を通じて，垣見氏の論文の投稿が「長

期評価」公表以前だったことが判明した後においても，同論文の「受理」の審査過

程，及び「長期評価」公表後において，「長期評価」の海溝寄りの領域区分を取り入

れた改訂がなされていないので，「垣見マップ」が「長期評価」の領域区分が信用性

に乏しいことを示すものであることに変わりがないとする。 

（イ）一審原告らの反論 

 一審被告国の主張は以下の点からして失当である。 

① そもそも「垣見マップ」の論文（丙ロ６６）は，「長期評価」公表以前に学術誌

に投稿されていたものであり，「垣見マップ」を，「長期評価」の公表後
．．．

の知見であ

るとする一審被告国の（当初）主張（そして，その根拠とされた今村文彦氏の意見

書）は，同論文の冒頭に明記されている投稿時期を確認しない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という杜撰な対応に

基づく，前提を誤った主張である。 

② 一審被告国が援用する「垣見マップ」（２００３年版）（丙ロ６６，丙ロ１７９

の３・尋問資料２３）は，１９９４（平成６）年に作成された第１次の「垣見マッ

 
32 一審原告ら控訴審第１７準備書面・第５（２９～３６頁）及び同第３０準備書面・第３の

６（５７～６０頁） 
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プ」を改訂したものであるが，日本海溝沿いの領域区分については，第１次「垣見

マップ」（１９９４年版）から何らの改訂も行われていない。すなわち，「垣見マッ

プ」（２００３年版）は，少なくとも，日本海溝沿いの領域については，１９９４（平

成６）年時点までの知見に基づくものに過ぎない。しかるところ，この間に，日本

海溝沿いの領域については，「津波地震が固有に海溝寄り領域で発生する」という知

見が確立するなど大きな知見の進展があったのであり，「垣見マップ」（２００３年

版）はこれらの知見の進展にも対応していない。「垣見マップ」（２００３年版）は，

少なくとも海溝沿いの地震については，１０年近く遅れた知見であり，最新の知見

とは到底評価できない。 

③ 地震想定を基礎づける領域区分は，地震のどの性質に着目するかによって異な

る領域区分があり得る。このことは，垣見論文自体においても，当然の前提として

明示されている。そして，「垣見マップ」は活断層型の地殻内地震に着目した区分で

あり，これに対して「長期評価」は津波地震等のプレート間地震に着目した領域区

分であり，両者はそもそも検討対象とする地震が異なるものである。 

地震本部自体が本件地震後に作成した「全国地震動予測地図２０１４年版」にお

いても，「垣見マップ」の地震地体構造区分図と「長期評価」の領域区分を，同一の

報告書において並列的には挙げているところである。 

よって，「垣見マップ」が「長期評価」の領域区分を採用しなかったことは，どの

ような観点から見ても，「長期評価」の信頼性が否定するものではない。 

④ ２００２（平成１４）年に作成された「津波評価技術」も，地震地体構造につ

いて，「垣見マップ」より古い「萩原マップ」（１９９１年）を基本とするとしてお

り，「垣見マップ」の信用性を「萩原マップ」より低く評価している。 

⑤ 一審被告国は，「垣見マップ」の投稿が「長期評価」の公表以前であったことを

反対尋問で指摘された後においても，「長期評価」の公表後も「垣見マップ」が「長

期評価」の領域区分を取り入れて改訂されてはいないことから，これをもって「長

期評価」の信頼性が否定されたものであると結論づける。 
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しかし，そもそも垣見氏が，「長期評価」の公表後に，自ら作成・公表した「垣見

マップ」（２００３年版）の領域区分を再検討して改訂したという事実は存在しない。

よって，あたかも垣見氏が，「長期評価」の領域区分と「垣見マップ」との異同を対

比し検証した結果として「垣見マップ」を改訂する必要がないと判断したかのよう

にいう一審被告国の主張は，「仮定」に基づく主張に過ぎず全く根拠がない。 

 

（２）日本海溝の南北における海底地形の異同に関する鶴論文について33 

ア 一審被告国の主張 

 一審被告国は，「長期評価」後に公表された，日本海溝沿いの海底地形・地質につ

いて三陸沖等の北部と福島沖等の南部で付加体の有無等において違いがあることを

示した鶴論文（丙ロ５４）によって，「長期評価」の信頼性が否定されると主張する。 

イ 一審原告らの反論 

 この点については，津波地震の発生メカニズムについて付加体や特異な海底地形

によって発生するという仮説を前提とすれば鶴論文の知見も重要な意味を有するこ

ととなる。 

 しかし，前記３及び４で詳述したとおり，そもそも，前提として， 

① 「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』限定の考え方」は一

審被告国が本控訴審に至り主張するに至った独自の見解であり地震学者の共通

の認識に反すること 

② 津波地震の発生メカニズムを付加体に基づいて説明する考え方は一つの仮説に

とどまり付加体説が大勢を占めていたとの一審被告国の主張が誤りであること 

③ 「長期評価」の前後を通じて，１６７７年延宝房総沖地震等，付加体の有無に

かかわらず日本海溝の南北を通じて津波地震が発生したとされていること，津波

評価部会（第２期及び第３期）の２度のアンケート等においても付加体の存在し

 
33 一審原告ら第３０準備書面・第２の２（３）（２１～３１頁），同第３の２及び３（３７～

４８頁），同第７準備書面第２分冊・第６の７（７）（１５１～１５５頁） 
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ない日本海溝南部においても津波地震が起こりうるとの見解が多数の支持をえ

ていたこと，第４期津波評価部会においても，付加体の存在しない領域を含めて

「日本海溝の南北を通じてどこでも津波地震が起こり得る」と異論なく確認され

ていること 

などを踏まえれば，鶴論文をもって，「長期評価」に客観的かつ合理的根拠がない

とすることには理由がない。 

 

（３）松澤・内田論文について34 

ア 一審被告国の主張 

 一審被告国は，「長期評価」公表後の松澤・内田論文（丙ロ２９）によって「長期

評価」に客観的かつ合理的根拠が認められないことが示されていると主張する。 

イ 一審原告らの反論 

 松澤氏は上記論文において，「津波地震については，巨大な低周波地震であるとの

考え方が多くの研究者によってなされている」として，津波地震が低周波地震の一

つの大きなものであるとの考えが研究者によって広く共有されていたことを示して

いる。 

その上で，日本海溝についても， 

「実際，海溝軸近傍で低周波の地震が発生することはよく知られており，日本

海溝沿いにおいても同様の特徴が知られている」（３７０頁）として，日本海溝

の南北を問わずに海溝軸付近で低周波地震が発生しているとする。 

さらに，同論文は以下のように述べている。 

「河野による解析では，低周波地震は三陸沖と福島・茨城県沖に多く
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，宮城県

沖には少ない」 

「この河野の求めた低周波地震が多い領域と図２で示した繰り返し地震の発生

 
34 一審原告ら控訴審第７準備書面第２分冊・１４４～１４５頁 
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率が高い領域はよく対応しており，前述の仮説が正しければ，福島県沖～茨城
．．．．．．．

県沖にかけての領域においても大規模な低周波地震が発生する可能性がある
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」

（３７３頁） 

確かに，同論文は，海溝軸付近の未固結の堆積物の存在について着目して（３７

０～３頁）これをもって津波地震の発生メカニズムを説明し得るのではないかとい

う考え方を呈示してその検討を行っている。しかし，松澤氏自身が「パラドックス

が残っている」（３７１頁），津波地震の「生成メカニズムについては，まだよく分

かっていない」（３６８頁）と述べているように，同論文で示された上記の考え方は

一つの仮説の提示に過ぎないものであり，これをもって津波地震の発生可能性につ

いて日本海溝の南北において差異があるという結論を基礎づけることができるもの

ではない。すでに述べたとおり，付加体説が仮説にとどまり将来の地震想定の基礎

に据えることができるレベルに達していなかったことは，松澤氏自身が，刑事事件

の証言（丙ロ１８７の１）において付加体説は将来の地震想定には「使えない」と

自認しているところである。 

他方で，上記した通り，津波地震が海溝軸付近で発生する巨大な低周波地震であ

るという地震学上の事実については，広く認識が共有されていたところであり，こ

の低周波地震の起こり方については
．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
北（三陸沖）だけでなく南（福島県沖から茨
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

城沖）でも多いとしており
．．．．．．．．．．．．

，
．
南でも「大規模な低周波地震」すなわち「津波地震」
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

が発生する可能性があると認めている
．．．．．．．．．．．．．．．．．

のである。 

以上より，松澤・内田論文は，津波地震の発生メカニズムが解明の途上であるこ

とを示すものではあるものの，他方で，津波地震が海溝軸付近で発生する巨大な低

周波地震であり，かつ日本海溝の南北を通じて海溝軸付近において低周波地震の発

生が確認されているという点において，津波地震が日本海溝の南北を通じて発生す

る可能性を基礎づけるものと言えるのである。 
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（４）石橋論文について35 

ア 一審被告国の主張 

 一審被告国は，１６７７年延宝房総沖地震が海溝寄りではなく，陸寄りであると

の石橋論文（丙ロ３１）を「長期評価」についての異論として挙げている。 

イ 一審原告らの反論 

 しかし，１６７７年延宝房総沖地震の震源域は陸寄りであるとして津波地震であ

ることに疑義を示す石橋克彦氏の見解は，海溝型分科会で現に検討され，歴史地震

を専門とする都司委員から，同地震の津波によって宮城県岩沼においても大きな津

波被害がもたらされていることからすれば，陸寄りで地震が発生したとするのは無

理があるという見解が示され，これらを踏まえて十分な調査審議の上で，石橋説は

採用されなかったところである。 

 このように，海溝型分科会では石橋説は現に取り上げられ，検討されたうえで根

拠をもって退けられ，１６７７年延宝房総沖地震が日本海溝寄りの「津波地震」で

あるとの結論に達したものである。この点については，佐竹証人も，海溝型分科会

の結論として，延宝房総沖地震を津波地震とすることに賛成したと証言している。 

（５）都司論文について36 

ア 一審被告国の主張 

一審被告国は，都司氏が２００３（平成１５）年の論文（丙ロ３０）で，１６１

１年の慶長三陸津波は「地震によって誘発された大規模な海底地滑りである可能性

が高い」と述べたこと等を挙げて，「『長期評価』後の見解には『長期評価』の前提

に異を唱える見解が存在した」，都司氏の見解は「長期評価」における津波地震の定

義に反する，などと主張する。 

イ 一審原告らの反論 

しかし，第１に，都司氏は２００２年「長期評価」に先立つ１９９５（平成７）

 
35 一審原告ら控訴審第７準備書面第２分冊・６６～６７頁 
36 同第７準備書面第２分冊・７３～７７頁 
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年の論文で，１６１１年慶長三陸地震について海底地滑りによる可能性を既に指摘

している。２００２年「長期評価」の検討の際には都司氏の見解が存在することも

含めて，集団的な調査審議の結果として取りまとめられたものであり，都司氏の見

解を「長期評価」後
．
の異論とする一審被告国の主張は前提を誤っている。 

第２に，２００２年「長期評価」は，「津波地震」を「断層が通常よりゆっくりと

ずれて，人が感じる揺れが小さくても，発生する津波の規模が大きくなる地震のこ

とである。この報告書では，Ｍｔの値がＭの値に比べ０．５以上大きい（阿部，１

９８８参照）か，津波による顕著な災害が記録されているにも係わらず顕著な震害

が記録されていないものについて津波地震として扱うことにした」と定義している。 

２００２年「長期評価」は近代的観測以前の歴史地震をも念頭に入れて，「津波に

よる顕著な災害が記録されているにも係わらず顕著な震害が記録されていないもの」

という部分を定義に含ませており，その際，津波地震の意義について，特定の原因

やメカニズム（例えば海底地すべりかどうか）を前提としていない。 

したがって，一審被告国が指摘する都司氏の見解と２００２年「長期評価」にお

ける「津波地震」の定義は矛盾しないのであり，この点でも一審被告国の主張は誤

りである。 

 

８ 小括 

 以上のとおり，「長期評価」の基本的性格や専門家による調査審議を通じた集団的

専門性に基づく信頼性，「長期評価」の津波地震の想定の合理性を基礎付ける３つの

判断（地震の発生領域，地震の規模，震源域（断層モデル））にはいずれも地震学上

の合理的な根拠を有すること，特に津波地震の発生領域の設定では日本海溝寄り南

北の構造的な同一性を前提にどこでも津波地震が起こりうるとしたことに地震学上

の合理的根拠があり，他方で当該発生領域について付加体（堆積物）等の海底地形

に関連づける考えが支配的だったの一審被告国の主張は，同説が当時からあくまで

仮説にすぎず，「長期評価」の前記基本的な考え方や合理性を否定する論拠となり得
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ないこと，保安院の２００２年以降も地震学上の知見によっても「長期評価」の信

頼性や合理性は何ら否定されえないことからすれば，「長期評価」が地震学上の客観

的かつ合理的な根拠に裏付けられた知見であることは明らかなものといえる。 

 

第２ 予見可能性を認めておきながら確立した知見に至らないなどとして一審原告

らが主張する結果回避措置が義務づけられることはないとした原判決（及び名古屋

地裁判決，山形地裁判決）の誤り 

１ 通説的見解に基づく場合のみ規制が義務づけられるとする原判決や名古屋判決

等の判示 

原判決は，「長期評価」は原子力防災において無視できない知見として十分に尊重

すべきものとして，同「長期評価」に基づいて一審被告国は一審被告東電に対し，

津波シミュレーションを指示すべきとまで判断しながら，具体的な結果回避措置を

一審被告国に義務づける段階においては，確立した知見を要求し，それがなければ，

事業者の資源や人材の有限性及び地震動リスクとの優先度の関係から，回避措置を

取るべきかは行政庁の裁量に委ねられるとして，結果として一審被告国には結果回

避義務がないと判断した。 

また，名古屋地裁判決も，投資できる資金や人材等が有限であることを主要な理

由として， 

ⅰ）「通説的見解といえるほど確立した知見」に基づいて「重大事故を引き起こす津

波の予見可能性」が認められる場合にのみ，経済産業大臣に規制権限の行使が義務

づけられるにとどまり， 

ⅱ）客観的かつ合理的根拠に基づいて「重大事故を引き起こす津波の予見可能性」

が認められる場合であっても，通説的な見解に至らない程度の精度及び確度にとど

まる場合には，経済産業大臣には規制権限の行使が義務づけられることはない， 

として，二重の基準（ダブルスタンダード）の考え方に立つことを示した。 
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２ 原判決等の判示が，適時かつ適切な規制権限行使によって原子炉施設において

高度な安全性を確保するという法の趣旨，目的に反すること 

しかし，これらの判決の判断は以下の点において誤りというしかない。 

（１）敷地を超える津波の予見可能性は「重大事故に至る技術基準違反」を意味す

ること 

これらの判決も「敷地高さを超える津波の予見可能性」自体は認められるとする

ところ，「敷地高さを超える津波」が襲来した場合には，非常用電源設備等を内包す

るタービン建屋等は敷地超えの津波に対する防護措置を全く講じられていなかった

ものであることから，直ちに全交流電源喪失，及びこれに基づく重大事故に至り得

ることを示すものである。よって，「敷地高さを超える津波の予見可能性」が認めら

れことは，すなわち技術基準省令６２号４条１項の「想定される津波によって原子

炉の安全性が損なわれるおそれがある場合」を基礎づけるものであり，かつ重大事
．．．

故の発生可能性
．．．．．．．

を基礎づけるものである。 

（２）「長期評価」の示す重大事故の発生確率は「今後３０年以内で６％程度」と極

めて高いものでありこれを黙過することを法は許容していないこと 

「長期評価」に基づいて想定される敷地高さを超える津波は，全交流電源喪失に

よる重大事故＝「深刻な災害」をもたらすものであり，かつその発生確率は「今後

３０年以内で６％程度」という高い確率である。 

これを前提とし，「万が一にも深刻な災害が起こらないようにする」（伊方最判）

という法の趣旨，目的を踏まえれば，「長期評価」に地震学上の客観的かつ合理的根

拠が認められる以上，一審被告東電は電気事業法３９条１項により当然に津波防護

措置を講じる義務を負うものであり，かつ，原子力事業者が適切な防護措置を講じ

ない場合に，経済産業大臣においてこれを黙過することを法は許容しておらず，同

法４０条に基づいて，当然に技術基準適合命令を発すべきことを予定しているとい

える。 

（３）原子力安全規制においては「事前警戒・予防」に立つ規制が求められ被害発
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生の切迫性は権限行使の要件にはならないこと37 

原子力安全規制においては，「万が一にも深刻な災害が起こらないようにする」た

めに，「事前警戒・予防」の観点から最新の科学・技術水準に即応した規制が求めら

れるのであり，規制権限行使が求められるための条件として，典型的な警察規制の

ように「切迫性」が要件とはされることはない（甲イ４６下山意見書１４～１７頁）。 

（４）原子炉の重大事故のリスクがある場合において，資金・人材の有限性は防護

措置を先送りする理由にならないこと 

「投資できる資金や人材が有限であること」は，重大事故に至り得る技術基準へ

不適合が認められる場合に，原子力事業者において所要の防護措置を先送りにする

こと，及び経済産業大臣において原子力事業者に対して技術基準適合命令を背景に

防護措置を速やかに講じさせることを先送りすることを正当化するものではない。 

一審被告国もその第９準備書面において，技術基準適合命令と事業者の負担の関

係について，「一審被告国が，特定の原子力発電所における津波対策を講じさせるか

否かを検討する上で，『多額の費用』を理由として防潮堤の設置を免除することはな

い。原子力規制分野においては，決定論的安全評価により想定される自然現象によ

り原子炉の安全性が損なわれるおそれがあると認められた以上は，災害の発生を防

止するために万全の措置を講ずる必要があり，コストの多寡を判断基準とすること

は高度な安全性が求められる原子力規制の趣旨を没却するものである。」（７６～７

７頁）として，「投資できる資金や人材が有限であること」は対策の先送りの理由に

ならないという当然の理を述べている。 

名古屋判決のような考え方は，わが国において再度の原発事故に道を開くものと

いわざるを得ず，安全規制の方の趣旨，目的に反する極めて不当な考え方である。 

（５）講ずべき防護措置の種類・内容において選択に幅があり得ることは，防護措

置を実施するか否か，及びその実施時期について広範な裁量を基礎づけるものでは

 
37 一審原告ら第３８準備書面の４（１１～１３頁） 
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ないこと 

経済産業大臣は，技術基準適合命令において，想定すべき原因事象の特定は求め

られるが，これに対する防護措置を具体的に特定する必要はなく，せいぜい有効な

防護措置がありうることを示しそれを例示すれば足りる。よって，防護措置の種類・

内容において選択の幅に広さがあったとしても，それは技術基準適合命令によって

防護措置の実施を求めること自体，及びその実施を求める時期について規制行政庁

に広範な裁量を認める理由にはならない。 

（６）地震対策が求められていたとしても津波対策を劣後させ先送りすることを法

は許容しておらず，実際にも保安院が津波対策の検討を前提にそのような優劣関係

を評価して対策を先送りしたなどという事実は存在しないこと38 

原子炉施設の安全規制は，決定論的安全評価に基づいて行われるべきものであ

り，現に決定論的安全評価に基づいて行われてきた。決定論的安全評価において

は，想定事象については，その発生確率を考慮することなく，当該事象が（確実

に）発生することを前提として，万全の安全対策を講じることが当然に求められ

る。 

よって，原子炉施設の安全性について決定論的安全評価として津波対策が求め

られる以上，地震動等の他のリスク要因と並行して同時に防護措置の実施が求めら

れる事態にあったとしても，また，地震動の対策に財政的資源や人的資源が必要と

されるという事情があったとしても，設計上の想定津波によって重大事故が発生す

ることが予見されるにもかかわらず，地震動対策を優先するという理由で津波対策

を先送りすることは許容されないところである。 

すなわち，「長期評価」が客観的かつ合理的な根拠を有するものとして，本件

の規制権限を定める省令６２号４条１項「想定される自然現象（･･･津波･･･）によ

り原子炉の安全性を損なうおそれがある場合」に該当すれば，「防護措置」等の

 
38 一審原告ら控訴審第２９準備書面・第５の２（１２３～１２７頁） 
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「適切な措置を講じなければならない」ものとして，当該規制権限を行使すべきこ

ととなるところ，ここに原子力事業者の投資できる資金や人材を考慮することは法

令上も予定されていない。原子力規制法令の趣旨からして，同４条１項において，

そのような別立ての要件ともなりうるような考慮事項を見出すことはおよそ不可能

である。 

なお，本件において，経済産業大臣の規制権限不行使の違法が問われるのは２０

０２年８月保安院対応（であり推計計算を考慮しても遅くとも同年末），当時は，未

だ中越沖地震も発生しておらず，緊急事態として地震動対策が優先されるような事

態にはなかった。 

また，実際の事実経過としても，２００２年８月保安院対応においては，「『長期

評価』に基づく津波対策の必要はない」と判断され，対策の必要性自体が否認され

たことから，実際の津波対策は一切検討もされなかった。 

実際にあった保安院の対応を証拠で確認すれば，「『長期評価』に基づく津波対策
．．．．

の必要性を認識していたものの
．．．．．．．．．．．．．．

，他方で地震動対策が急務なので津波対策は先送り

した」などという事実はない。そもそも，この点は，本訴において一審原告らと一

審被告国の間で争いのない事実である。 

この点において，原判決や名古屋判決等は，「保安院が津波対策の必要性を認識し

つつ，地震動対策との優先劣後関係を考慮して津波対策を先送りした」かのような，

実際には全く存在しなかった架空の事実に基づく判断をしているものである。 

（７）設計上の想定津波に対してはグレーデッドアプローチが妥当しないこと 

一審被告国は，原審以来，岡本意見書（丙ロ９２）に基づいて，喫緊の課題に物

的，人的資源を傾けるという原子力工学上のグレーデッドアプローチの考え方が本

件でも考慮されるべきであり，地震動対策を優先し「長期評価の見解」に基づく津

波対策を劣後させたことも合理的であったと主張してきた。 

これに対して，一審原告らは，これまでの主張において，原子炉の安全規制は決

定論に基づいて行われるものである以上，想定される津波に対しては確実に防護措
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置が求められるのであり，資金や人材に限りがあるとの理由で対策を先送りにする

ことは許されないと主張してきた。 

この点，岡本意見書は，「試算の精度・確度が十分に信頼できるほどに高い」場合

にのみ原子炉施設の設計基準を定める上での想定として取り扱う津波（想定津波）

として扱われるべきであるという考え方（丙ロ９２号証８頁）を前提とした上では

あるものの，設計上の想定津波に対しては十分な保守性（安全上の余裕を確保する

ことを意味する。）をもって施設を設計し，その安全性を確保することが求められる

とする。 

さらに岡本氏は，「喫緊の課題に物的，人的資源を傾けるという工学上のグレーデ

ッドアプローチの考え方」が許されるのは，当該想定事象が「試算の精度・確度が

十分に信頼できるほどに高い」とは評価されず，原子炉施設の設計基準を定める上

での想定として取り扱う津波（想定津波）には当たらない場合に限られるとしてい

る。 

以上みたように，一審被告国が引用する岡本氏の証言によっても，規制上の要求

である想定津波，すなわち，「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可

能性があると想定することが適切な津波（中略）と評価されるのであれば，それに

対する対策はとらなければいけない
．．．．．．．．．．．．．

」（丙ハ１６４号証６５頁）とされているところ

である。 

この点，確かにグレーデッドアプローチの考え方は，設計基準を超えて
．．．．．．．．

より高度

の安全性を追求する際には許容される余地はあり得る。これに対し，設計基準とさ

れる想定事象によって重大事故に繋がりかねない技術基準からの逸脱がある場合に

は，「グレーデッドアプローチ」の考え方によって防護措置を先送りが許容されるも

のではない。 

一審被告国も，第８準備書面第２において，規制上の国の要求事項と，それを超

えた自主的安全性の向上のために事業者に取組が期待される事項とを区別したうえ

で，グレーデッドアプローチは規制上の国の要求事項を超えた
．．．．．．．．．．．．．．

自主的安全性の向上
．．．．．．．．．
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のための取り組みが期待される事項
．．．．．．．．．．．．．．．．

について，原子力施設の安全性の維持・向上を

目指していく考え方であると主張する。 

その上で，一審被告国は，リスク評価を専門とする阿部博士及び山口教授の各意

見書を引用しグレーデッドアプローチの考え方は従前から原子力実務上一般にとら

れてきたものと主張するものの，「一審被告国は，規制上想定することが適切な特定

の津波があるということは分かっているのに，人的資源や時間的制約等があれば他

の規制上の要請への対応を優先してよいなどと述べてはいるのではない。」（国第８

準備書面１８頁）と，設計上の想定津波についてはグレーデッドアプローチが妥当

しないことを積極的に認めるに至っている。 

すなわち，ここで一審被告国が述べる「規制上想定することが適切な特定の津波

があるということ」とは，まさに「津波により原子炉施設の安全性を損なうおそれ

がある場合」（省令６２号４条１項）を基礎付けるだけの地震学上の「客観的かつ合

理的な根拠を有する知見」がある場合であるから，「長期評価」がこの「客観的かつ

合理的な根拠を有する知見」として認められ，予見可能性が肯定される場合には，

一審被告国としても，他の規制を優先する等のグレーデッドアプローチを考慮する

ことなく，直ちに規制に取り入れその権限を行使すべき事態にあることを認めざる

を得ないものである39。 

（８）小括 

以上のとおり，原判決や名古屋判決は，保安院が実際に行った規制判断過程に沿

わない，架空の判断過程を前提してこれを合理化するという誤りを犯していること，

及び予見可能な津波によって重大事故に至るおそれがある場合においてもそれを基

礎づける知見が通説的なものでない限り規制権限の行使が義務づけられることはな

いとしている点において，高度な安全性を求める法の趣旨に反する判断をしている

 
39 要するに，本件においてグレーデッドアプローチの考え方が妥当するか否かは，「長期評

価」に想定津波を基礎づけるだけの「客観的かつ合理的根拠」が認められるものであったか否

かという論点に収斂することとなったといえる。 
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誤りを犯しており，失当というしかない。 

 

第３ 「長期評価」に対する２００２年８月保安院対応が著しく合理性を欠くこと 

 これまで述べてきたとおり，２００２年「長期評価」が客観的かつ合理的な根拠

を有する科学的知見であり，一審被告国や一審被告東電からは，その合理性を否定

するに足りる論拠が何ら示されていないことからすれば，同「長期評価」に基づく

津波地震の想定は，福島第一原発１～４号機の原子炉施設の一部である非常用電源

設備が「想定される･･･津波･･･により損傷を受けるおそれがある」（省令６２号４条

１項）ものとして，「防護措置」等の「適切な措置を講じなければならない」状態に

あり，事業者である一審被告東電が適切な措置を講じるよう速やかに規制権限たる

技術基準適合命令を発すべきものである（このように設計上の津波として想定すべ

き場合に原子力事業者の投資できる資金や人材を考慮することが許されないことは

すでに前記第３で触れたとおりである）。 

そして，以上の状況下において当該権限の行使を怠ったことが，法令の趣旨，目

的に照らし許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合，一審

被告国は，その不行使により被害を受けた周辺住民等との関係において国賠法１条

１項の責任を負う。 

これに対し，一審被告国は，２００２年７月に「長期評価」の見解が公表された

ことに対し，一審被告国が規制に取り入れるべき知見かどうか（客観的かつ合理的

根拠を有する知見かどうか）の判断のため調査を行う必要が生じたところ，その調

査義務を果たしたとする主張の根拠は，２００２年８月の一審被告東電に対する保

安院によるヒアリングのみであるとし，これにより調査義務を尽くしており，一審

被告国の対応は不合理ではないと主張している。そして，前記ヒアリングの事実を

裏付けるのは，当時の保安院担当者である川原修司の陳述書（丙ハ１１６）のみで

ある（一審被告国第５準備書面５５～５６頁）。 

したがって，「長期評価」に基づく津波の予見可能性及び省令６２号４条１項の該
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当性の存在に対し，一審被告国が行った対応は唯一上記の２００２年８月の対応で

あることを前提に，このような対応が原子力規制法令の趣旨，目的に照らし，規制

権限の不行使の違法性が判断されなければならない。 

すなわち，「長期評価」に基づく予見可能性の判断（客観的かつ合理的な根拠を有

する知見の有無）の表裏の関係として，これに対する上記２００２年８月の保安院

対応の国賠法上の違法性が最大の争点とも言いうるところである。 

そして，このような２００２年８月保安院対応が著しく合理性を欠くことは，す

でに一審原告ら控訴審第２９準備書面において総括的に主張した。そこで，以下で

は，同第２９準備書面を踏まえつつ，上記保安院対応の不合理性を基礎付ける事実

について整理していく。 

 

１ 国の津波防災関係省庁が，１９９８（平成１０）年には「７省庁手引き」にお

いて一般防災を前提として「想定最大」を考慮すべきこと，及び想定地震の発生位

置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅し，特に津波地震を考慮することの必要性を

明らかにし，かつ一審被告東電も福島県沖に津波地震を想定した津波推計を実施し

規制行政庁に報告していたこと40 

（１）「７省庁手引き」が「想定最大」の考慮，及び太平洋岸を網羅した地震想定，

そして津波地震への特別の考慮を求めていたこと 

１９９３（平成５）年の北海道南西沖地震津波による大災害の経験を受け，当時

の国土庁等の７省庁は，１９９８（平成１０）年に，「地域防災計画における津波対

策強化の手引き」（「７省庁手引き」）を作成し，同「手引き」の別冊である「津波災

害予測マニュアル」とともに地方公共団体に提示し，この「７省庁手引き」等は各

地における津波防災行政に活用されるに至っていた（甲ロ１７～１８）。 

 「７省庁手引き」は，一般防災行政において想定すべき地震・津波について「信

 
40 一審原告ら第２９準備書面・第２の２（３８～４５頁） 
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頼できる資料の数多く得られる既往最大津波と共に，現在の知見に基づいて想定さ
．．．．．．．．．．．．．

れる最大地震により起こされる津波
．．．．．．．．．．．．．．．．

をも取り上げ，両者を比較した上で常に安全側

になるよう，沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定するものである。 

 この時，留意すべき事は，最大地震が必ずしも最大津波に対応するとは限らない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことである。地震が小さくとも津波の大きい「津波地震」があり得ることに配慮
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

し

ながら，地震の規模，震源の深さとその位置，発生する津波の指向性等を総合的に

評価した上で，対象津波の設定を行わなくてはならない」との考え方を示した。 

（２）４省庁報告書による日本海溝沿いを網羅した津波地震の想定 

「７省庁手引き」の公表と並行して，建設省（当時）など４省庁は「７省庁手引

き」の策定と合わせて，１９９７（平成９）年３月に，「太平洋沿岸部地震津波防災

計画手法調査報告書」（「４省庁報告書」）を作成し，翌１９９８（平成１０）年３月

に公表した。 

 ４省庁報告書の想定地震の断層モデルの位置設定は，１８９６年明治三陸地震及

び１６７７年延宝房総沖地震という既往の津波地震に基づきつつ，既往地震が確認
．．．．．．．

されていない福島県沖を含む太平洋岸を網羅する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という考え方に立つものであった。 

（３）一審被告東電が１９９８年推計において福島県沖の日本海溝に津波地震を想

定して原発の安全性を評価し，かつ規制行政庁に報告していたこと 

「７省庁手引き」等が示した「想定される最大規模の地震津波」についても考慮

するという点に関しては，一審被告東電においても，当時，４省庁報告書において

示された「想定される最大規模の地震」を考慮に入れ，「既往地震を含めて太平洋沿

岸を網羅するように設定する」という波源モデル設定の考え方に沿って，実際に海

底地形，海岸地形，防波堤等を詳細に反映させた高精度の津波シミュレーションを

実施して原発の安全性を評価し（「１９９８年推計」），これを規制行政庁に報告して

いている。 

 

２ ２００２（平成１４）年２月の「津波評価技術」の公表により原子炉施設に襲
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来する津波の推計手法について最新の知見が取りまとめられたこと41 

 ２００２（平成１４）年２月に土木学会津波評価部会は，「津波評価技術」を公表

した。電事連の委託の目的からしても，「津波評価技術」は津波シミュレーションに

おける推計の「誤差・バラツキ」についての対応を目的とするものであり，津波推

計手法としては当時の最新の知見を取りまとめたものである。 

よって，２００２年７月の「長期評価」の公表を踏まえれば，遅くとも同年末ま

でには「長期評価」の津波地震の想定に基づいて福島第一原発に襲来し得る津波（後

の２００８年東電推計の示すＯ.Ｐ.＋１５．７ｍの想定津波）について推計すること

が可能であった。 

 

３ 「津波評価技術」においては「想定最大」の考えに基づく「想定津波の設定の

考え方」を定めることはそもそも目的とはされておらず，実際にも「津波評価技術」

を規制基準とするとの正規の決定もなかったこと42 

（１）「津波評価技術」が想定すべき地震についての審査基準として採用され，かつ

合理的であったとの一審被告国の主張 

一審被告国は，統一（第５）準備書面の「第３」において， 

① 原子力規制機関は，平成１４年２月以降，津波に対する安全性の審査又は判断

の基準として「津波評価技術と同様の考え方」を「採用」していた（２３～２４頁） 

② 「津波評価技術」の波源設定に関する考え方は，地震地体構造の知見に基づい

て「想定される最大規模の地震津波」を決定論的安全評価に取り込むものであり合

理性が認められる（２０～２３，２５～３１頁）。 

 と主張している。 

 しかし，一審被告国のこの主張は事実に反する。 

 
41 一審原告ら控訴審第２９準備書面・第２の３（１）及び（２）（４６～４８頁）及び同準備

書面の第２の３（３）オ（５２～５４頁） 
42 一審原告ら控訴審第２９準備書面・第２の３（３）（４９～５４頁），及び（４）エ（６４

～６５頁） 
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（２）「津波評価技術」においては，「想定最大」の考えに基づく「想定津波の設定

の考え方」を定めることはそもそも目的とはされていなかったこと43 

「津波評価技術」が電事連の委託に基づいて策定されるに至った経過の概要は以

下のとおりである。 

すなわち，電事連は，「７省庁手引き」の内容が原子力発電所の津波対策のあり方

にも影響することを考慮し詳細な検討を行って，これに対する対応方針を確定し，

その結果を１９９７（平成９）年１０月１５日に「７省庁津波に対する問題点及び

今後の対応方針」（甲ロ１７０，電事連「対応方針」）に取りまとめた。電事連「対

応方針」は，「７省庁手引き」等の示す津波対策の内容を分析し，従来からの原子力

事業者の考え方との大きな相違点を，①「対象とする津波の想定」の問題と，②「津

波推計における誤差」の問題という，二つに区別して整理している。 

電事連は，この二つの課題について，いわゆる「電力共通研究」を実施するに至

ったが，この電力共通研究は，「高度化研究」と「体系化研究」の二つに区分されて

調査・研究委託がなされたことが，電力中央研究所の所員で津波評価部会にも関与

した松山昌史氏らによって明らかにされている（甲ロ１０３・２頁）。 

松山氏は，「７省庁手引き」等に対応した電事連「対応方針」に基づく「電力共通

研究は２件あり，１つはさまざまな波源の調査やそれに基づく数値計算を行う『高

度化研究』で，電力９社から（塗りつぶし）や（塗りつぶし）等に委託して行われ

た。もう一つは，高度化研究の成果を踏まえ，学術的見地から審議する『体系化研

究』で，こちらが土木学会に委託された。津波評価部会を作り，学識経験者と電力

事業者が入って，いわゆる学会活動として行われた。」と述べている。 

１９９９（平成１１）年１１月に始まる津波評価部会による検討（体系化研究）

に先行して，１９９８（平成１０）年８月には，「電共研（電力共通研究の略。引用

注）高度化研究」が開始されるに至った。そして，「対象津波波源の種類，規模，位

 
43 特に同第２９準備書面・第２の３（３）オ（５２～５４頁） 
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置等の検討」すなわち，地震・津波想定に関する波源の考え方の検討は，この「高

度化研究」において，１９９８（平成１０）年８月から１９９９（平成１１）年８

月までの期間を掛けて検討されたことが分かる。そして，「高度化研究」の一環とし

て，「対象津波波源の種類，規模，位置等の検討」を担った機関は，「東電設計，三

菱総研，ユニックＪＶ」とされている（以上，甲イ４３・今村氏尋問資料１０３頁）。 

以上より，電事連「対応方針」に基づいて実施されるに至った電力共通研究のう

ち，「対象津波波源の種類，規模，位置等の検討」すなわち，地震・津波想定に関す

る波源の考え方の検討については，「高度化研究」として東電設計ら３社のコンサル

タント会社に委託され，地震学者による関与や専門的な学識を踏まえた詳細な検討

もないままに取りまとめられたものであることが分かる。 

これに対して，電事連から土木学会に委託されたのは，電力共通研究のうちの「体

系化研究」であり，その目的は「誤差・バラツキ」への対応を主とするものであり，

かつ実際にも「津波評価技術」は，パラメータスタディという手法を用いてこの「誤

差・バラツキ」への対応を行うことを主眼として，津波シミュレーションの手法を

工学的に体系化することを目的とするものであった。 

 以上より，「津波評価技術」の公表によって得られた新たな知見は，波源の不確定

性や津波推計計算上の誤差・バラツキに対する対応として，パラメータスタディを

中心として津波シミュレーションの手法の体系化を主とするものであり，原子炉施

設における地震・津波に対する安全規制の審査基準の定立，とりわけ「想定すべき

地震についての基準」の定立は，そもそもの目的とはされていなかったことは明ら

かである。 

（３）保安院が法令に基づいて「津波評価技術」を安全規制の審査基準として正規

に採用した事実は認められないこと 

 保安院が，想定すべき地震について「津波評価技術と同様の考え方」を審査基準

として採用したとの一審被告国の主張は，以下のとおり事実に反するものである。 

 すなわち， 
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ア 「津波評価技術」を審査基準として「採用」したとの一審被告国の主張自体

が，基準として採用した経過と時期，決定した機関，決定した内容等の具体的事実

の適時もなく，またそれを基礎づける証拠の指摘もない。 

イ 保安院自体が，本件事故後に，国会事故調査委員会の照会に対して，「津波評

価技術」を「基準として採用していない」と回答している（甲イ１の注９６）。 

ウ 津波に対する安全性の審査又は判断の基準は，原子力安全委員会の安全設計

審査指針（甲イ１７）等によって既に示されており，民間の土木学会がこれに代わ

る審査基準を定立する権限はそもそもない。 

エ 電事連から土木学会への委託の目的からしても，「津波評価技術」は津波シミ

ュレーションにおける推計の「誤差・バラツキ」についての対応を主たる目的とす

るものであり，「想定最大」の考えに基づく「想定津波の設定の考え方」を定めるこ

とはそもそも目的とはされていなかった（上述）。 

オ そもそも，民間の土木学会が法令に基づくことなく作成した「津波評価技術」

には原子炉の安全規制基準としての適格性がなく，かつ民間規格を法令に基づく安

全規制に取り入れる手続きも経ていない。 

また，被規制者の電力関係者が津波評価部会の構成員の相当数を占め，その経費

を電気事業連合会が負担していたこと，策定手続きが非公開であったことなど，そ

もそも，民間規格を規制に援用するための適格性も認められない（以上の詳細は，

一審原告ら控訴審第７準備書面第２分冊・第７の５（５）においてすでに述べた）。 

カ 保安院は，「津波評価技術」の地震想定に基づく一審被告東電の２００２年推

計（丙ロ８「２００２年推計」）及びこれに基づく海水ポンプ等に対する防護工事施

工について報告を受けたものの，同推計及びこれに基づく防護措置について安全規

制の観点からの検討を行っていないと同種訴訟において明言している。 

すなわち，一審原告側は，一審被告国に対し，一審被告東電からの２００２年推

計の報告に対して，規制行政庁として保安院がどのような対応を行ったかを明らか
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にするよう求めた44。これに対して，一審被告国は，上記求釈明に対し，一審被告東

電が２００２年推計を実施しその結果に基づいて浸水が想定される海水ポンプ等に

防護措置を講じたことについて，これらの「工事は，被告東電による自主的取組
．．．．．

と

して実施された工事であるから，被告国が，同工事に関し，法令を根拠とする『報
．．．．．．．．．．

告』を受けたり
．．．．．．．

，
．
法令を根拠とする『確認』をした事実はない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」と回答している45。 

このように保安院は，法令を根拠に「津波評価技術」に基づく津波の推計結果の

報告を受けたり，「津波評価技術」の想定に対応した防護措置が技術基準に適合して

いるか否かの確認を行う立場にはそもそもないと考えていたのである。 

 以上より，「津波評価技術」が原子炉施設において「想定すべき地震・津波につい

ての審査基準」として採用されたとの一審被告国の主張は明確に事実に反する。そ

もそも，「津波評価技術」自体，「想定すべき地震・津波について基準」を示すこと

を目的としているものではなかったのであるから，一審被告国の主張はその前提か

らして誤りといわざるを得ない。 

 

４ 第１期津波評価部会では日本海溝寄りの津波地震の発生可能性については詳細

な検討・議論はなされなかったのであるから，「『津波評価技術』が当時の科学的知

見を踏まえて福島県沖の日本海溝寄りには津波地震は想定されないとした判断は合

理的でありこれを採用した保安院の対応にも合理性がある」との一審被告国の主張

は前提に欠けること46 

（１）「津波評価技術」の地震想定に基づく２００２年推計により安全性を確認した

保安院の対応に合理性があるとの一審被告国の主張 

一審被告国は，統一準備書面（一審被告国第５準備書面）の「第４」において，

 
44 甲ロ２２６・２０１６（平成２８）１１月２１日付「２００２年推計に基づく津波防護策に

ついての求釈明申立書」の第１の２の（１）及び（２） 
45 甲ロ２２７・平成２９年１月２０日付「求釈明に対する回答書」の第１・第２ 
46 一審原告ら控訴審第２９準備書面・第２の３（４）５３～６５頁参照。同第３０準備書

面・第３の５・４９～５７頁では，津波評価部会の資料と議事録に基づいてさらに詳述してい

る。 
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「津波評価技術」は，策定当時（平成１４年２月）の科学的知見の集積を踏まえて

客観的かつ合理的根拠に裏付けられた科学的知見の評価をした結果，福島県沖の海

溝寄りの領域と三陸沖の海溝寄りの領域では地体構造が異なると判断し，福島県沖

の日本海溝寄りには津波地震は想定されないと判断した（３９～４１頁）と主張し，

「津波評価技術」の地震想定に基づいて安全性を確認した規制対応が合理的であっ

たとする。 

（２）「津波評価技術」の地震想定は「想定される最大規模の地震・津波」について

の専門家による調査・審議及び判断を経たものではないこと 

 しかし，土木学会の第１期津波評価部会は津波推計手法の体系化を工学的に検討

することを目的としており，地震学の知見に基づき個別の領域における地震の発生

可能性を検討することはそもそも目的としていなかった。 

 そのため，実際にも，土木学会の第１期津波評価部会では，個別の地震について

は検討されておらず，福島県沖の日本海溝寄りにおける津波地震の可能性をそもそ

も議論していない。このことは千葉地裁でなされた佐竹健治氏の証言，東京高裁で

の今村文彦氏の証言（丙ロ１７９の１）によって繰り返し確認されたところである。 

 この点については，一審原告ら控訴審第２９準備書面・第２の３（４）イ及びウ

（５４～６３頁）で佐竹氏，今村氏の証言を引用して詳述しているので，参照され

たい。 

（３）「津波評価技術」の地震想定が「既往最大」＋パラメータスタディにとどまる

ものであること 

 福島地裁判決は，「津波評価技術」の地震想定について，「『津波評価技術』は，既

往津波の痕跡高を説明できる基準断層モデルを基準としているため，大きな既往津

波のない福島県沖海溝沿い領域に波源の設定領域を設けておらず，その海域を波源

とする津波を評価できるようにはなっていなかった。」（７８頁）と判示しており，

「津波評価技術」の地震想定（丙ロ７・１―５９頁の「本編参考資料１」「基準断層

モデルの設定方法－日本海溝沿い及び千島海溝（南部）沿い」）が実質的に「既往最
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大」の考え方にとどまるものであると認定している。 

この点については，２０１６（平成２８）年に「津波評価技術」の改訂版である

「原子力発電所の津波評価技術 ２０１６」が作成された際にも，従来の「津波評

価技術」から改訂された主なポイントの解説のなかで，２００２（平成１４）年版

の「津波評価技術」では想定すべき「地震規模」については，「既往最大を基本
．．．．．．．

」と

されていたと明示されているところである。 

この点に関しては，一審被告国も，原審以来，「津波評価技術」の日本海溝沿いの

地震想定が「既往最大の地震・津波」の考え方にとどまっていたこと自体について

はこれを認めた上で，「既往最大の地震想定に加えてパラメータスタディを行うこ

とで合理的である」と主張してきたところである47。 

控訴審での一審被告国の意見陳述では，こうした「津波評価技術」の考え方につ

いて，これを「既往最大プラスアルファ
．．．．．．．．．．．

」，すなわち，「既往最大の波源モデルの想

定＋パラメータスタディ」と表現して，断層（波源）モデルの設定における「既往

最大の考え方」の正当性を再度主張したところである48。 

（４）小括 

 以上より，「津波評価技術」の日本海溝沿いの地震想定が，「想定される最大規模

の地震・津波」についての専門家による調査・審議及び判断を経たものであるから

合理的なものであったとの一審被告国の主張は失当である。 

 

５ 「長期評価」公表直後に「長期評価」を規制上考慮する必要はないとした２０

０２年８月保安院対応が専門家による調査・審議を経たものではなく専門技術的裁

量を認める前提を欠くものであり著しく合理性を欠くこと 

（１）一審被告国が保安院の対応が合理的であったことの根拠として挙げる「２０

 
47 一審被告国の原審第７準備書面５２頁，最終準備書面１３９～１４１頁，１４７～１５２

頁 
48 平成３０年６月２９日付け「責任論の主張についての口頭陳述要旨」５頁（スライド８） 
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０２年８月保安院対応」について 

 地震本部は２００２（平成１４）年７月に，２００２年「長期評価」を公表し，

「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスの津波地震が起こり

得る」との判断を示した。一審被告国は，２００２（平成１４）年における「長期

評価の見解」に対する経済産業大臣（保安院）の対応が合理的であったと主張する

が，その中心的な理由は，同年８月に保安院担当者（川原修司氏・耐震班長）が，

一審被告東電の津波担当者（高尾誠氏）に対して，「長期評価の見解」の地震学上の

根拠を確認させ，その報告に基づいて，「長期評価の見解」の信用性が低いとして決

定論に基づく規制には取り入れず確率論的安全評価において取り扱うとの一審被告

東電の方針を受け入れた対応（２００２年８月保安院対応）に合理性があったとす

る（丙ハ１１６・いわゆる川原陳述書）。 

（２）２００２年８月保安院対応が本件控訴審に至るまで，各種事故調査報告書に

おいても，また原審における主張・立証においても，その存在すること自体が一切

示されることもなかったこと 

しかし，一審被告国が，「長期評価の見解」に基づいて規制権限を行使しなかった

保安院の対応の合理性を基礎づける決定的事実とする「２００２年８月保安院対応」

については，一審被告東電の事故調査報告書，政府事故調査報告書及び国会事故調

査報告書においても，その存在自体についてさえ，何らの言及もない。 

また，本訴の一審段階では，２００２（平成１４）年８月に保安院の川原修司耐

震班長と一審被告東電の高尾氏の間で，「長期評価」の信頼性を巡ってやり取りがあ

ったこと自体，一切，主張もされていなかった。 

そうしたところ，一審被告国は，国賠法上の違法判断を受けたことに対する控訴

審段階に至り，川原陳述書（丙ハ１１６）を提出するとともに，控訴理由書におい

て，保安院が取った合理的な対応の主張・立証として２００２年８月保安院対応の

事実を初めて主張するに至ったものである。 

３つの事故調査報告書においても２００２年８月保安院対応の存在自体が示さ
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れることもなかったこと，本件事故から約６年半もの長期間にわたって一審被告国

においても一審被告東電においても２００２年８月保安院対応の存在を公にするこ

とがなかったこと，本訴の一審段階においても一審被告国において２００２年８月

保安院対応によって安全規制上の適切な対応がなされたとの主張が一切なされるこ

とがなかったことからすれば，本件控訴審に至るまで，一審被告国においても，２

００２年８月保安院対応が「長期評価」の津波地震の想定に対する適切な規制判断

を示すものとは考えていかなったことが強く推定されるところである。 

川原陳述書が示す２００２年８月保安院対応によって，経済産業大臣の規制判断

の合理性を基礎づけようとする一審被告国の新たな主張は，その主張がなされるに

至った経過からして信用性を欠くものといわざるを得ない。 

（３）高尾メール以外には記録が一切存在せず，かつ規制判断をしたとされる川原

氏は記憶もしていないのであり川原陳述書の信用性は乏しいこと 

 川原陳述書には，一審被告東電の原子力技術部土木調査グループにおいて津波対

策を担当していた担当者（高尾誠氏）が，「長期評価」公表直後に，一審被告東電の

社内の関係者及び他の電力会社の津波担当者と情報交換したメール，並びに「長期

評価」について佐竹健治氏に照会した際のメールが資料として添付されている。 

これに対して，川原修司氏の陳述書の本文をみても，川原氏は「今から１５年以

上前の出来事で，正直言って，明確な記憶があるものではなく」（４頁）と述べてお

り，同氏は，ほとんど当時のことを記憶しておらず，もっぱら添付のメールと書面

を見てのコメントに終始している。 

 また，同氏が陳述に際して参考にした資料は高尾氏の上記メールに限られている。

保安院自体の記録は一切添付されておらず，川原氏の陳述でも言及がない。 

「長期評価」公表直後における一審被告東電と保安院の協議及び対応については，

川原陳述書の証拠提出後に国会でも取り上げられたところであるが，一審被告東電

においても保安院においても，同陳述書添付の
．．．．．．

メール以外には
．．．．．．．

公的な
．．．

記録
．．

が作成も
．．．．

保存
．．

も
．
されていな
．．．．．

い
．
ことが，国会における質疑を通じて確認されている。 
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以上より，高尾メールにのみ依存し２００２年８月保安院対応の合理性を主張す

る一審被告国の主張は，それ自体信用性の乏しいものといわざるを得ない。 

（４）「２００２年８月保安院対応」が著しく合理性を欠くこと 

 地震調査研究推進本部において第一線の地震学者による集団的な調査，審議及び

判断として，防災行政に生かされることを予定したものとして２００２年「長期評

価」が公表された以上，「長期評価」の津波地震の想定については適正かつ慎重な検

証が求められる状況であった（この点は一審被告国も争わない。）。 

これを踏まえれば，保安院が，「長期評価」の公表直後に自らは専門的な調査・検

討を行うことなく一審被告東電に「長期評価」の根拠を調べさせ，かつその誤った
．．．

報告
．．

に基づいて，「長期評価」を決定論としては考慮しないとの一審被告東電の方針

を承認した対応（２００２年８月保安院対応）は，規制行政庁としての調査義務を

尽くしたものとはいえず著しく合理性を欠くものといわざるを得ない。 

２００２年８月保安院対応の問題点については，第２９準備書面の第２の４（６

５～７７頁）等で詳細に主張したところであるが，その要点を整理すれば，次のと

おりである。 

① 保安院は，「長期評価」の津波地震の想定に地震学上の客観的かつ合理的根拠が

あるか否かについて，自ら
．．

，地震調査研究推進本部に「長期評価」を基礎づける

知見の確認をすることもなく，また，地震学者らの専門家に確認することも全く

行っていない。 

② ①に代わり，保安院は，被規制者である一審被告東電に対して，「長期評価」の

津波地震の想定の根拠を確認し報告することを「宿題」として求めたが，これは

規制権限を有する者が「規制の要否を被規制者に確認する」という本末転倒の対

応というしかない（交通規制にあたる警察官が，規制の要否を自動車運転手に確

認するようなものである。）。 

とりわけ，８月５日のヒアリングに際して，一審被告東電・高尾氏が，保安院

の求めた津波シミュレーションの実施自体に４０分にわたり抵抗をした対応か
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らしても，「長期評価」を考慮することについての消極的な姿勢は明らかだったの

であり，こうした「被規制者任せ」の対応自体，不適切であったといわざるを得

ない。 

③ 一審被告東電は，海溝型分科会の委員であった佐竹氏に対して，保安院の指示
．．．．．．

に基づく原子炉施設の安全性に
．．．．．．．．．．．．．．

かかわる照会
．．．．．．

であ
．．

る
．
こと
．．

を秘匿したまま
．．．．．．．

，突然の

メールで個人的な意見の照会を行い，佐竹氏はこれに対して即座に個人的な見解

を極めて短いメールで応答したにすぎない。これでは，地震調査研究推進本部に

おいて，長時間にわたり，多数の専門家が議論を尽くし，海溝型分科会，長期評

価部会，地震調査委員会という多層的な検討の場を経た判断の過程を検証するこ

とは到底，期待できないものである。 

④ 意見聴取の対象者が佐竹氏だけに限定され，集団的な確認又は複数の専門家の

意見の確認がなされていない。 

  一審被告東電・高尾氏は，佐竹氏に意見聴取を行ったのみであり，他の専門家

の意見は聴取していない。「長期評価」については海溝型分科会が取りまとめの実

務を担った以上，その主査である島﨑邦彦氏への照会を欠落させたことは合理的

とはいえない。また，津波地震の第一人者である阿部勝征氏に対しても，歴史地

震の第一人者である都司嘉宣氏に対しても，意見照会をしていない。 

そもそも，原子炉の安全規制においては，必ずしも通説的見解として確立して

いないとしても客観的かつ合理的根拠があればこれを考慮することが求められ

る（この点は争いがない。）以上，異論を述べる専門家が一人いた
．．．．

ということだけ

では，これを考慮する必要がないとすることはできないはずのものである。よっ

て，調査対象者が佐竹氏だけであったという点は，客観的かつ合理的根拠の確認

の手続きとして，そもそも不十分なものというしかない。 

 ⑤ さらに，佐竹氏は慶長三陸地震
．．．．．．

等の評価
．．．．

について反対意見を述べたとコメン

トしたにもかかわらず（資料⑤のメール），一審被告東電・高尾氏は，保安院に対

して，佐竹氏が「分科会では異論を唱えたが，分科会としてはどこでも起こる
．．．．．．．

と
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考えることとなった」と述べたとして，佐竹氏が「どこでも起こる」という結論
．．

部分に
．．．

異論を
．．．

述べたか
．．．．

のように誤った説明を行った（資料⑥のメール）。 

⑥ 高尾氏から保安院への一審被告東電の対応方針についての報告は，責任者の川

原氏に対してではなく，課員（資料⑥の「審査官」は誤り）の野田氏に対して行

われ，しかも，他のテーマでのヒアリングの終了後の立ち話（口頭報告）に過ぎ

ない。 

保安院側は，審査官でもない係官に留まる野田氏が，一審被告東電側の，重要

部分を欠落させて，佐竹氏の異論部分を誤って伝えた口頭報告を聞いて，慎重な

検討を経ることもなく「そうですか。分かりました。」として，「長期評価」を安

全規制において考慮しないという極めて重要な判断を行った（より正しくは，権

限を有するものが正規の決定をしたとも評価できず，なし崩し的に規制対象とし

ないという対応がとられるに至ったというに過ぎない。）。 

⑦ しかも，保安院は｢長期評価｣を津波想定の基礎にしないという判断プロセスを

示す記録
．．

を保管しておらず
．．．．．．．．

，責任者である川原氏も記憶が
．．．

ない
．．

として，かろうじ

て一審被告東電担当者・高尾氏がたまたま保存していたメールの記載内容に基づ

いて当時の事実経過にコメントをすることしかできないという有様である。 

一審被告国は，保安院において，長期評価が公表された直後に，一審被告東電に

対し，長期評価の見解を踏まえても安全性が確保されているか否かの説明を求め，

その結果，理学的に成熟性が低いため直ちに規制に反映すべき知見ではないと判断

したとして予見義務を尽くしたとの反論を行っているが，これは上記メールの内容

からすれば黒を白というに等しいものである。 

 

６ 「長期評価」の津波地震の想定について，専門家による調査
．．．．．．．．

，
．
審議を
．．．

経ること
．．．．

ないまま
．．．．

，原子炉の安全規制において考慮する必要はないとした２００２年８月保

安院対応が著しく合理性を欠くこと 

（１）「長期評価」について防災行政を担う受け手側において検討評価が予定されて
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いるとの一審被告国の主張 

 一審被告国は，地震本部の示す「長期評価」一般の知見について，その科学的知

見の成果を受け入れる「受け手」である防災行政を担う機関によって，これを実際

の施策に取り入れるか否かについて独自に判断がなされることを予定しているもの

であり，地震本部という政府機関が出した見解だからといって，他の政府機関にお

いて無条件でこれを取り入れるべきものではないとする。 

（２）「長期評価」は防災行政で生かされることを目的とした災害の原因となる自然

現象についての専門家による集団的な調査，審議を踏まえた科学的評価であること 

地震調査研究推進本部は，地震防災対策特別措置法に基づいて「地震防災対策の

強化を図る」（１条）ために設置された政府機関であり，その目的としても，単に「国

民の防災意識の高揚」を目的とするものではなく，「地震に関する調査研究の成果を

社会に伝え，政府として一元的に推進
．．．．．．．．．．．

するために作られた組織」である（地震本部

自身によるホームページ上の紹介）。 

 地震本部は，地震学の知見を地震防災行政に生かすという同法の目的を踏まえ，

「地震調査研究の推進について」を策定して，「地震調査研究の成果を地震防災対策

に活かす方策を示す」という「長期評価」一般の策定目的と方針を明示し，「地震調

査研究の成果を地震防災対策に生かす
．．．．．．．．．．

」 ，「地震調査研究の成果は，国民一般や防

災関係機関等の具体的な対策に結び付く
．．．．．．．．．．．

情報として提示されねばならない。」，「地

震調査研究については，地震防災対策に活用可能
．．．．．．．．．．．

なものとなるよう，防災関係機関

の意見を十分踏まえるとともに，その成果は，順次，地震防災対策に活用
．．．．．．．．．

していく

ことが求められる。」 等，「長期評価」について，地震防災対策・防災行政に活用さ

れることを目指して知見の集約を行うべきことを明示している。 

かかる目的に沿って「長期評価」の策定が行われた以上，それを担う地震調査委

員会等に招集された地震学者等の専門家，及びその活動を支える事務局は，「長期評

価」が地震防災対策に生かされることを当然の前提として，地震防災対策の基礎と
．．．．．．．．．．

するに足りる地震学上の知見の整理
．．．．．．．．．．．．．．．．

を目指していたのであり，このことは当然に共
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通の認識とされていたところである。 

この点，下山憲治・一橋大学教授の意見書（甲イ４６）は，「長期評価」について，

防災を目的とした災害の原因となる自然現象についての科学的アセスメント（科学

的評価）であると端的に整理している（同１１～１２頁）。 

すなわち，これを詳述すれば，「長期評価」は，「防災を目的」とした地震等の自

然現象についての科学的アセスメント（科学的評価）であることから，真実の探求

のみを唯一の目的とする地震学会等における純粋な理学的な営みとは異なり，防災

行政に生かすための地震学上の知見の「取りまとめ」が行われるものであり，「地震

防災対策の基礎とするに足りる地震学上の知見の整理」が目的として明確に位置付

けられ，参加する専門家の共通認識とされていたところである。 

他方で，「長期評価」は，地震学に基づく「科学的アセスメント（科学的評価）」

であることから，その策定に際しては，地震学の最新の知見についての調査・審議

を通じて，高度に専門的な判断
．．．．．．．．．

が求められるところである。そのため，地震調査研

究推進本部においては，「長期評価」一般の策定に際しては，地震調査委員会，長期

評価部会，海溝型分科会等の複層的な
．．．．

審議
．．

プロセス
．．．．

を設定し，その各段階において，

それぞれ専門家
．．．

集団による調査・
．．．．．．．．

審議及び判断
．．．．．．

を行い，「地震防災対策の基礎とする

に足りる客観的かつ合理的根拠に基づいて地震学上の知見の整理」を行っていると

ころである。 

以上より，「長期評価」の信頼性を評価するに際しては，地震学に関する極めて高

度な専門的知見が求められるところであり，保安院等の防災関係の規制行政庁及び

その担当者であったとしても，専門家による集団的な調査・審議及び判断を経ない

限り，的確な評価を下すことは期待できないものである。 

（３）「長期評価」の津波地震の想定は，最も高度な安全性が求められる原子力防災

においては当然に尊重されるべきであり，防災行政上考慮する必要の有無について
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は，少なくとも専門家による調査審議及び判断を経る必要があること49 

「長期評価」自体は，地震本部という政府機関が法令に基づいて防災行政に生か

すことを目的とし，防災行政の基礎に据えるに足りる地震学上の客観的かつ合理的

根拠のある知見を集約したものである。 

そして，原子炉施設の防災行政（原子力安全規制）は，「万が一にも深刻な災害が

起こらないようにする」（伊方原発最判）とされるように，わが国における防災行政

の中で，もっとも高度な安全性が要求される分野である。仮に，原子力防災におい

ても採用されないようなレベルにとどまる地震学上の知見は，他の一般防災におい

ても当然に採用の余地はないこととなる。こうした関係を踏まえれば，地震本部が

取りまとめた「長期評価」による地震想定は，保安院において無条件に採用が義務

づけられるとまではいえないとしても，当然に尊重されるべきものである。 

このように原子炉施設の地震・津波に対する安全規制において，地震本部の「長

期評価」が当然に尊重されるべきものである以上，原子力防災の上で「長期評価」

を規制上考慮しないという判断をするためには，少なくとも専門家による調査審議

及び判断を経る必要がある。 

（４）専門家による調査審議は不要だったとする一審被告国の主張に全く合理的な

根拠がないこと  

この点について一審被告国は，２００２年８月保安院対応において，地震学者ら

専門家による集団的な調査審議及び判断を経ることなく，「長期評価」の津波地震の

想定を原子炉施設の安全規制において考慮する必要はないという判断を行ったこと

について，そもそも，「長期評価」の津波地震の想定には科学的根拠が存在していな

かったことに照らすと，「審議会等を設置してその科学的根拠の有無・程度を検討し

なくとも」足りるものであったと述べている（一審被告国第５準備書面５６，５７

頁）。 

 
49 一審原告ら控訴審第３０準備書面・第３の８（３）（７２～７５頁） 
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しかし，「長期評価」の津波地震の想定に地震学上の客観的かつ合理的根拠が認め

られるか否かについては，そもそも地震学上の高度に専門的な知見を踏まえなけれ

ば判断することはできないものである。 

よって，「長期評価」の津
．．．．．．．．

波地震の想定には科学的根拠が存在していなかったこと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に照らすと
．．．．．

，「審議会等を設置してその科学的根拠の有無・程度を検討しなくとも」

足りるものであったとの一審被告国の主張は，全く根拠を欠くものであり，「結論先

取り」の誤った主張というしかない。 

この点において，２００２年８月保安院対応の不合理性は明らかである。 

 

７ 確率論的安全評価で評価することは安全性を確保する実効性は全く期待できな

いものであったこと50 

（１）「長期評価」を確率論で取り扱うとしたことに合理性があるとする一審被告国

の主張 

 ２００２年８月保安院対応の経過を見ると，一審被告東電担当者・高尾氏は，同

年８月２２日に，保安院の野田係官に， 

「・土木学会手法に基づいて確定論51的に検討するならば，福島～茨城沖には津波

地震は想定しない 

・ただし，電共研で実施する確率論（津波ハザード解析）では，そこで起こること

を分岐
．．

として扱うことはできるのでそのように対応したい」 

として，「長期評価」の津波地震を決定論では考慮しないとの一審被告東電の方針を

報告した。 

 これに対して野田氏は， 

「はいそうですか。分かりました。」 

 
50 一審原告ら控訴審第２準備書面・４０頁，同第６準備書面・２９頁以降，同第７準備書

面・８６頁等。 
51 決定論のこと 
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と回答した。 

 一審被告国は，「長期評価」の津波地震の想定を，決定論ではなく確率論で取り扱

うとした２００２年８月保安院対応に合理性があると主張する。 

 しかし，これは失当というしかない。 

（２）一審原告らの主張－確率論の手法開発で取り上げることは決定論による安全

規制に代わる措置として考慮するに足りるものではないこと 

規制権限不行使の違法性が問われている事案において，規制権限の行使に代わっ

て規制行政庁の取った対応を，違法性を減殺する事情として考慮するためには，そ

の代替的な対応が，規制法制の目的に照らして「規制権限の行使に準じる実効性
．．．

」

が認められる措置であることが必要とされるべきである。 

そうしたところ， 

① 原子炉施設の安全規制においては決定論的安全評価によって高度の安全性を確

保すべきものとされていた。 

② 確率論的安全評価と決定論的安全評価は，それぞれ目的と手法が全く異なるも

のであるから，双方の評価結果を比較対照して原子炉施設の安全評価をより精緻

にすることはあり得ても，確率論的安全評価によって決定論に基づく安全規制に

代替することはそもそもできないものである。 

  以上より，「長期評価」を確率論の手法開発で取り上げることは，決定論による

安全規制に代わる措置として，違法性を減殺する事情とすることはできない。 

③ さらに，津波についての確率論的安全評価は，「長期評価」公表当時その手法の

検討が緒についたばかりで，手法の確立のめどは立っていなかった（現に本件事

故に至るまで実用化に至っていない）。よって，「長期評価」の津波地震の想定を，

確率論的安全評価の津波ハザード解析手法の研究に際して，一分岐として取り扱

うことは，実際に稼働している福島第一原発の津波に対する安全性を向上させる

実効性は全く期待できないものであった。 

④ この点については，一審被告東電の担当者として，一審被告東電の対応方針を
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保安院に説明し事実上の了承（黙認）をとりつけた高尾氏自身が，後に，確率論

で取り扱うという上記の対応方針に関して， 

「これまで推本の震源領域は，確立
ママ

論52で議論するということで説明してきて

いるが，この扱いをどうするかが非常に悩ましい（確率論で
．．．．

評価するというこ
．．．．．．．．

とは実質評価しないということ
．．．．．．．．．．．．．．

）。」（丙ハ１５５の４・４０５頁（資料３１）） 

と率直な説明を行っているところである。 

 以上より，「長期評価」を確率論（津波ハザード解析）の一分岐として取り扱うと

いうことは，規制権限行使に代わる実効性は全く認められないのであり，これをも

って違法性を減殺する事情として考慮することもできないものである。 

 

第４ 保安院が２００２年８月対応以降，本件事故に至るまで一貫して「長期評価」

の津波地震の想定についての検証を怠ったこと 

１ ２００２年８月保安院対応以降，本件事故に至る前の間に原子炉施設の津波に

対する安全性の再検証をなす機会があったこと53 

（１）スマトラ沖地震によるマドラス原発の被水事故について，２００６（平成１

８）年８月ころ安全情報検討会で検証を経たこと 

２００４（平成１６）年１２月２６日に，スマトラ沖地震に伴う津波により，イ

ンドのマドラス原子力発電所２号機において，取水トンネルを通って海水がポンプ

ハウスに入り，非常用プロセス海水（ＥＰＳＷ）ポンプのモーターが水没し，運転

不能となる事態が発生し，同月２８日には，保安院にこの情報がもたらされた。 

保安院は，２００６（平成１８）年８月から９月にかけて安全情報検討会におい

て，この溢水事故について検討し，日本の津波対策について「設計基準洪水（ＤＳ
．．．．．．．．．

Ｆ）の考え方はなし
．．．．．．．．．

。」，すなわち，津波については敷地高さを想定される津波高さ

以上のものとして津波の影響を受けないものとすることが唯一の対策とされており，

 
52 確率論の誤り。 
53 一審原告ら控訴審第２９準備書面・第２の５（１）７８～８０頁 
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それ以上に，敷地を超える津波に関する詳細な技術上の基準が定められていないこ

とを確認した。そして，敷地高さを超える津波に対する「具体的対策」として「防
．

波堤の設置
．．．．．

及び必要に応じて建屋出入り口に防護壁の設置
．．．．．．．．．．．．．

」等の対策が考えられる

とした。さらに，保安院自ら，事故情報の管理表自体に，「緊急度及び重要度」とし

て，「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指

示する。そうでないと『不作為』を問われる可能性がある
．．．．．．．．．．．．．．．．

。」とし（甲ハ５０），敷

地を超える津波対する対策の必要性を認識する機会（チャンス）を得た。 

（２）２００６（平成１８）年５～６月に溢水勉強会による敷地浸水の危険の再確

認 

保安院は，２００６（平成１８）年５～６月には，溢水勉強会による検証を通じ

て，（既に２００２（平成１４）年において公知の事実ではあったが）主要建屋敷地

への浸水によってタービン建屋内に浸水が生じ非常用電源設備が機能喪失すること

を，福島第一原発の現地調査に基づいて改めて確認した。 

（３）原子力安全委員会による２００６（平成１８）年９月の耐震設計審査指針の

改訂における，地震随伴事象としての津波の位置付けの明確化 

原子力安全委員会は，同年９月１９日，原子炉施設の安全規制において求められ

る地震等に対する安全性の基準を示す耐震設計審査指針を改訂した。 

改訂耐震設計審査指針は，津波を「地震随伴事象」として位置づけ，「施設の供用

期間中に極めてまれであるが発生する
．．．．．．．．．．．．．

可能性がある
．．．．．．

と想定することが
．．．．．．．．

適切である津
．．．．．．

波
．
」をも考慮すべきことを改めて明示した。 

原子力安全委員会の示す指針類に従って，原子炉等規制法，電気事業法に基づい

て実際に安全規制の権限を行使すべき保安院にとっては，原子力安全委員会による

耐震設計審査指針の改訂と津波の「地震随伴事象」としての位置付けの明確化は，

原子炉施設の津波防災対策を再検証する，従前の規制対応に不十分な点がなかった

かと見直す重要な機会であった。 
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２ 「長期評価」の「津波地震の発生領域」の考え方に地震学上の客観的かつ合理

的根拠が認められることを示す知見がさらに蓄積されたこと54 

 「長期評価」公表後も，以下に述べるとおり，「長期評価」の津波地震の発生領域」

の考え方に地震学上の客観的かつ合理的根拠が認められることを示す知見がさらに

蓄積されていった。 

（１）確率論のロジックツリーのアンケートにおいても「長期評価」の津波地震の

領域区分がアンケートの前提とされ，かつ「日本海溝の北部から南部のどこでも津

波地震が起こり得る」という「長期評価」の見解を支持する考え方が多かった55 

 ２００２年「長期評価」の公表後，土木学会・津波評価部会においては，第２期，

及び第３期を通じて，確率論的安全評価に関する手法確立に向けての検討が進めら

れ，その過程で，確率論的安全評価におけるロジックツリー作成に向けて地震学者

等に対するアンケート調査を２度にわたって実施した（平成１６年につき，甲ロ１

０４，平成２０年につき丙ロ４４）。このアンケートは，見解が分かれた事項につい

ては選択肢を漏れなく提示し，各地震学者等に各分岐（選択肢）の確からしさを全

体として合計１．０となるように割り振って回答をしてもらい，その集計結果をも

って，見解が分かれる問題についての専門家の意見の分布状況を確認して，ロジッ

クツリー作成の基礎情報とすることを目的とするものであった。 

２００２年「長期評価」が北から南まで間断なく津波地震・正断層型地震が起こ

り得るとした「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄り」の領域については，津波評

価部会のアンケートでは，下記のとおり，「日本海溝寄り
．．．．

の領域を陸寄り
．．．

の領域と区

別する」という点については見解が分かれることはないという前提の下，「陸寄り」

と区別された「海溝寄りの領域」について「ＪＴＴ」（津波地震の領域）及び「ＪＴ

ＮＲ」（正断層型地震の領域）として，その南北を通じた領域を間断なく区分してア

ンケートを実施した。 

 
54 一審原告ら控訴審第２９準備書面・第２の５（５）及び（６）（８５～９２頁） 
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 左図が２００４（平成１６）年アンケートの区分図（甲ロ１０４），右図が２００

８（平成２０）年のアンケートの区分図（丙ロ４４）。いずれも，「海溝寄りの領域

を陸寄りの領域と区別すること」は地震学者に異論ないものとして，アンケートの

当然の前提としている。 

 

なお，アンケート結果を合計すると，２００４（平成１６）年アンケートでは地

震学者の意見を合計すると，「ＪＴＴ１～ＪＴＴ３は一体の領域であり，活動域内の

どこでも津波地震が発生する」という見解が「０．６５」となり，「発生例のないＪ

ＴＴ２は活動的でない」の「０．３５」を大きく上回った。 

２００８（平成２０）年アンケートにおいても，分岐②の「活動域内のどこでも

津波地震が発生するが，北部領域に比べ南部ではすべり量が小さい」は０．３５と

なり，分岐③の「活動域内のどこでも津波地震（１８９６年タイプ）が発生し，南

部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する」は０．２５となり，これを



149 

 

合計すると「南北どこでも津波地震が起こる」という考えが０.６となった。これに

対して，分岐①の「過去に発生例がある三陸沖（１６１１年，１８９６年の発生領

域）と房総沖（１６７７年の発生領域）のみで過去と同様の様式で津波地震が発生

する」という「既往最大」の考え方については０．４の重み付けにとどまった。 

以上より，「日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスの津波地震が起こり得る」との

「長期評価」の「津波地震の領域」についての考え方が多数の支持を得ているとい

える。 

（２）第４期津波評価部会が決定論を前提としつつ日本海溝寄りのどこでも津波地

震が起こり得るという「長期評価」の「津波地震の領域」についての判断が正しい

ことを改めて確認したこと 

一審被告東電の土木調査グループは，「長期評価」を津波対策で考慮するという方

針を決定し２００８年推計まで行ったが，最終的には，同年７月３１日の武藤裁定

により，「長期評価」を前提とした津波対策は先送りされ，土木学会に対し「長期評

価」の津波地震の想定についての審議を依頼することとなった。 

これを受けて，土木学会・津波評価部会は，（規制上の要求として直ちに対策が求

められることとなる）決定論を
．．．．

前提
．．

として日本海溝寄りの津波地震について検討を

進めた。その結果として，２０１０（平成２３）年１２月の津波評価部会において，

下図のとおり， 

「三陸沖～房総沖海溝寄りのプレート間大地震（ＪＴＴ）について 

・北部と南部を分割し，各活動領域内のどこでも
．．．．．．．．．．．

津波地震は
．．．．．

発生する
．．．．

が，北部領

域（ＪＴＴ１）に比べ南部（ＪＴＴ２）ではすべり量が小さい。南部（ＪＴＴ２）

では１６７７（延宝房総沖地震のこと。引用注）を参考に設定する。」 

という結論が異論なく承認された。 
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３ 「長期評価」の公表を受け，津波地震の想定を踏まえた防護措置が原子力防災，

一般防災を通じて現に採用され，また検討されたこと56 

（１）一審被告東電の津波対策部署は「長期評価」を前提とした防護措置が必要と

して２００８年推計によってＯ.Ｐ.＋１５．７ｍ想定津波を確認したこと 

一審被告東電の土木調査グループは，改訂された耐震設計審査指針に基づく耐震

バックチェックにおいては，保安院から「長期評価」の津波地震の想定を考慮すべ

きとされることは避けがたいと判断し，一審被告東電としても，自ら進んで「長期

評価」を考慮すべきと結論づけ，これに基づいて２００８年推計によりＯ.Ｐ.＋１５．

７ｍ津波を予測するに至った（実際には，保安院にはそこまでの認識もなく，規制

対応も土木調査グループが想定し（覚悟）した以上に「緩い」（杜撰な）ものであっ

たことは後述のとおりである。）。 

（２）日本原電・東海第二原発では「長期評価」を前提として盛土による敷地への

 
56 土木調査グループについては，一審原告ら控訴審第２９準備書面・第６の３（１４８～１

５０頁）及び同５（１５３～１５４頁） 
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浸水防止と建屋等の水密化の措置を現に講じたこと57 

日本原電は，耐震バックチェックを契機として，２００２年「長期評価」の津波

地震の想定を考慮して津波防護措置を実施した。 

「長期評価」に基づく津波に対する防護措置として，一つには，津波の浸水を低

減することを目的として，防潮壁を設置する代わりに，当時，東海第二原発で耐震

対策のために実施していた地盤改良工事の過程で発生する排泥を利用して盛土対策

を講じることとして，同工事は，２００９（平成２１）年５月２９日に工事が完了

した。 

この盛土による津波の敷地への遡上の低減のための措置と並んで，日本原電は，

２００２年「長期評価」に基づく津波想定に対する防護措置として，建屋の水密化

対策として，防水扉の設置（２箇所），防潮シャッターの設置（１箇所），及び防潮

堰の設置（６箇所）の各工事を実施し，同工事は，２００９（平成２１）年９月３

０日に完了した。 

（３）一般防災行政においても「長期評価」を前提とした防災施策が講じられたこ

と58 

 ２００６（平成１８）年以降，国土交通省は一般防災として「長期評価」の地震

想定を前提として沖合のＧＰＳ波浪計の設置などの津波対策を現に実施した。 

 

４ 保安院が２００２年８月保安院対応によって検討済みとして本件事故に至るま

で「長期評価」について再検証することがなかったこと59 

 これに対して，保安院は，既に２００２年８月保安院対応において「長期評価」

の津波地震の想定は原子炉施設の安全規制上考慮する必要はないという対応を行っ

たことの結果として，上記（１）～（３）の再検証の必要性を基礎づける事態にも

 
57 東海第二については，一審原告ら控訴審第９準備書面・第４の４（２５～２７頁） 
58 国土交通省については一審原告ら控訴審第２９準備書面・第２の５（７）（９１頁）。一般

防災全体については同第２準備書面１６頁以降で詳述している。 
59 一審原告ら第２９準備書面・第２の５（２）～（４）（８０～８５頁） 
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関わらず，「長期評価」の津波地震の想定について，これを安全規制において考慮す

ることの必要性を再検証することは一切なかった。 

この点については，津波対策の責任者として保安院の安全審査官の職にあった川

原修司氏及び名倉繁樹氏の供述・証言によって，保安院が，２００２（平成１４）

年から２０１１（平成２３）年に至るまで一貫して「長期評価」について検証の対
．．．．．．．．．．．．．．

象として視野に入れることもなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．．

事実が確認できる。 

名倉氏は次のとおり証言している（丙ハ１６１・下部中央の頁で２４頁以降）。 

「そもそもそういった内容（「長期評価」）が余り具体的に話題に上がるこ
．．．．．．．

とがなかった
．．．．．．

ということです・・・・この平成１４年の評価（「長期評価」）

に対して，これがどういう位置付けかとか，そういう議論というものが基本
．．．．．．．．．．

的にはなされていない
．．．．．．．．．．

と思います。」（同２４頁） 

「推本そのものの知見（「長期評価」）が，確率論的な地震動予測地図を検

討する上で必要な設定をしているというふうに理解をしていて，それ（「長期

評価」）が直ちに反映すべき知見とかそういった意味で見たことがなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．．

」

（同３９頁） 

「私どものやはり観点は，貞観津波に対しての評価，そちらの方を念頭に

東京電力の担当者を呼んで打合せをしていて，逆に突然
．．

，
．
真ん中の欄に
．．．．．．

表記
．．

されていた平成１４年評価（「長期評価」）が出てきた
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ので，余りいろいろと

議論をしていません
．．．．．．．．．

。」（同４０頁） 

「推本の評価，これは見解と書いてるんですけど，この推本の評価に基づ

いてやると，こういう数値が出てくるということに関しては，そもそも
．．．．

，
．
こ
．

れらの知見（「長期評価」）そのものに関して特に意識したこともなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

の

で，そういう意味で少し戸惑いはありました。」（同７０頁） 

名倉氏は，耐震設計審査指針が改訂される直前の２００６（平成１８）６月から

本件事故に至るまで，保安院の安全審査官の職にあった。すなわち，名倉氏は，耐

震指針改訂後から本件事故に至るまで，耐震バックチェックを含めて，津波に対す
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る保安院による安全規制について，一貫して責任ある地位にあったのであり，名倉

氏の認識は，すなわち保安院の認識と評価される。そして，名倉氏は上記のとおり，，

その在任期間を通じて，「長期評価」の津波地震の想定を「長期評価」について
．．．．．．．．．．

，
．
安
．

全規制において考慮する必要があるか否かという
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

検証の対象として視野に入れるこ
．．．．．．．．．．．．．．．

と
．
自体が
．．．

なかった
．．．．

と証言しているところである。 

 

５ 保安院が「長期評価」の見解を再評価したとする一審被告国の主張が事実に反

すること 

一審被告国は，２００２（平成１４）年以降，保安院において，規制の必要性を

基礎づける新知見については必要に応じて随時収集・検討していたが，「長期評価」

については規制において考慮すべき知見と評価されることはなかったと主張してい

る。 

しかし，一審被告国の主張は以下のとおり理由がない。 

（１）ＮＵＰＥＣ，ＪＮＥＳにおける検討について 

財団法人原子力発電技術機構（ＮＵＰＥＣ），原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）を

通じての安全情報の収集については，そもそもＮＵＰＥＣ，ＪＮＥＳは保安院の補

助機関にとどまり，既に決定されている「長期評価」についての保安院の判断とは

別に独自の検討をすることを予定しているものではない。 

上記４のとおり，保安院の津波に対する安全規制の責任者の名倉氏自身が，「長期

評価」を再評価の対象として認識してもいない以上，ＪＮＥＳ等の補助機関におい

て，「長期評価」についていの独自の検証がなされないのは，当然のことである。 

よって，これらの補助機関が「長期評価」の再検証をしなかったことを理由に，

保安院が「長期評価」の再検討を行わなかったことを正当化する一審被告国の主張

は本末転倒の議論といわざるを得ない。 

（２）２０１０（平成２２）年の新知見の評価報告書について 

一審被告国が指摘する，２０１０（平成２２）年の新知見の評価報告書について
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は，「平成２１年度に発表された文献等
．．．．．．．．．．．．．．．

について知見の整理・抽出」を行うとされて

いたものであり，この対象期間以前に公表された知見を評価対象とするものではな

く，そもそも，２００２（平成１４）年に公表された２００２年「長期評価」の津

波地震の想定は，この調査対象には含まれてはいなかった。 

 確かに，同報告書の付録の２頁においては，２００９（平成２１）年に２００２

年「長期評価」が一部改訂されたことが紹介され，かつこれについて，規制におい

て考慮が必要な「新知見」とはされず「参考情報」にとどまるものとされている。

しかし，そもそも，この「長期評価」の一部改訂は，２０１８（平成２０）年に，

陸寄りの領域である茨城県沖
．．．．．．．．．．．．．

で地震（Ｍ７．０）が発生したことから，「茨城県沖」

の領域における地震の長期評価を見直すこととしたものに過ぎず，海溝寄りの領域

については改訂はなされていない。よって，同報告書の「長期評価」の一部改訂に

関する評価は，陸寄りの「茨城県沖」の領域における地震についての改訂を対象と

するものであり，２００２年「長期評価」の海溝寄りの津波地震の発生可能性につ

いて新たに評価を加えたものではない。同報告書も「長期評価」の津波地震の想定

について，改めて評価した「参考情報」にとどまるとしたものではない。 

（３）溢水勉強会における検討について 

 一審被告国は，保安院等が行った溢水勉強会においても，「長期評価」の津波地震

の想定が取り上げられることはなかったと主張する。 

 しかし，そもそも，溢水勉強会は，主要建屋敷地高さを１ｍ超える浸水が発生す

ることを無前提に仮定して（すなわち，津波の襲来確率の評価を度外視して）原子

炉施設への影響を把握することを目的としたものである。 

 この点については，一審被告国自身が，原審の第１準備書面５７頁において 

「溢水勉強会は，津波が到来する可能性の有無・程度や
．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
津波が到来した場合に予
．．．．．．．．．．．

想される波高に関する知見を得る目的で設置されたものではなく
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
実際にも
．．．．

，
．
上記
．．

の各知見が獲得・集積されたことはなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のであり，飽くまでも仮定された水位

の津波が到来し，かつ，それによる浸水が長時間継続したと仮定した場合における
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原子力発電所施設への影響を検討したに過ぎない。したがって，溢水勉強会におけ

る検討結果によっても，本件事故に至る程度の津波の発生について，被告国に予見

可能性があったと評価することはできない。」 

と積極的に主張しているところである。 

よって，一審被告国の主張は，従前の主張にも反するものであり，理由がないこ

とは明らかである。 

（４）耐震バックチェックの過程において「長期評価」が考慮されていないとの指

摘について 

ア 一審被告国の主張  

一審被告国は，２００６（平成１８）年の耐震設計審査指針の改訂を踏まえて行

われた，耐震バックチェックに際して，ＪＮＥＳ及び東北電力においても「長期評

価」の津波地震の想定が取り入れられておらず，また，一審被告東電の中間報告に

おいても「長期評価」は考慮されておらず，その検討にあたった「地震・津波，地

質・地盤合同ワーキンググループ」においても，「長期評価」に基づく検討が必要と

の意見は出されていないとして，「長期評価」の津波地震の想定に信頼性が認められ

ないことが改めて確認されたとする。 

しかし，一審被告国の主張に理由はない。 

イ 津波に対する規制の責任者である名倉氏自身が「長期評価」を再検証の対象

として視野に入れることはなかったと明言していること 

上記４で見たとおり，耐震バックチェックの際に，保安院の安全審査官として津

波対策の責任者であった名倉繁樹氏は，保安院としては，２００２（平成１４）年

から２０１１（平成２３）年に至るまで一貫して「長期評価」について検証の対象
．．．．．．．．．．．．．．．

として視野に入れることもなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．

と明言しているところである。 

耐震バックチェックによる行政指導にあたる規制行政庁の責任者が，「長期評価」

をおよそ検討の対象として視野に入れることもなかった以上，耐震バックチェック

の過程において，保安院から指導を受ける原子力事業者や，保安院の補助機関であ
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るＪＮＥＳ等において，「長期評価」が検討対象に挙がらなかったことは，保安院の

認識・姿勢の当然の反映といえるものである。 

これらの機関においても「『長期評価』の信頼性が低いと評価されていた」のでこ

れを考慮しなかった保安院の対応も正当であったとする一審被告国の主張は，自ら

の行為の当然の結果をもって自己の行為の正当化をするに等しく，誤りというしか

ない。 

ウ 耐震バックチェックは「津波評価技術の地震想定」に沿って行われることが

事実上予定されていたこと 

保安院は，２００６（平成１８）年９月に，耐震設計審査指針の改訂に伴って，

「バックチェックルール」を定めて，原子力事業者に対して耐震バックチェックを

求めた。 

しかし，保安院は，既に「２００２年８月保安院対応」によって，「津波評価技術」

の地震想定を考慮すれば足り「長期評価」の津波地震の想定は安全規制上考慮する

必要はないという方針を事実上定めており，耐震バックチェックの手続きの中にお

いても，津波予測評価については，「津波評価技術」の地震想定
．．．．．．．．．．．．．

及び数値シミュレー

ションの手法によって行われることが事実上，前提とされていた。 

この点は，政府事故調・中間報告書においても，「バックチェックルール」の津波

の想定及び津波シミュレーションについては，「土木学会の津波評価技術の内容と

酷似したものとなっている」とされているとおりである。 

耐震バックチェックに関与した今村文彦氏も，耐震バックチェックの在り方につ

いて，「当時のバックチェックの考え方は，事業者の評価した数字が正しいかを確認
．．．．．．．．．．

するとともに，ＪＮＥＳなどの方法で計算した値と比べて妥当かをみようというも

の。大きな視野でのチェックではなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」と，率直に述べているところである。 

エ 一審被告東電の中間報告は評価対象が地震動に限定されており津波は評価

対象とされていなかったこと 

一審被告東電の「中間報告」には，「長期評価」の津波地震についての言及はなか
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ったが，そもそもこの「中間報告」は，評価対象が地震動に限定されており津波は

評価対象とされていなかった。そして，津波地震は，地震動による被害は想定され

ないものである。よって，地震動のみを評価対象とする「中間報告」において，「長

期評価」の津波地震の想定が検討対象とされないことは当然であり，これをもって

「長期評価」の津波地震の想定の信頼性が否定されるものではない。 

また，上記ワーキンググループは，耐震バックチェックルールに基づくバックチ

ェックの報告書の適否を検討することを目的とする会議であり，前提となるバック

チェックルール自体が，２００２年８月保安院対応に基づいて「津波評価技術」の

地震想定を事実上前提とし，かつ「中間報告」が地震動のみを評価対象としている

以上，同ワーキンググループで「長期評価」の知見が検討されないのも，当然の事

態というべきものである。よって，同ワーキンググループの検討において，「長期評

価」の津波地震の想定が検討の俎上に載らなかったことをもって，「長期評価」の信

頼性が低いとすることはできない。 

オ 小括 

 以上より，既に２００２年８月保安院対応によって，「長期評価」については規制

上考慮することは要しないという保安院の方針が決定され，それが耐震バックチェ

ックの期間を通じても維持されている以上，その補助機関であるＮＵＰＥＣ及びＪ

ＮＥＳ，更に保安院の指示に基づいて耐震バックチェックを進める東北電力等にお

いて「長期評価」が独自に検討される対象とならなかったこと，保安院の認識・姿

勢の反映というべきものであり，これらの機関の対応を理由として保安院の対応を

正当化する一審被告国の主張に理由はない。 

 

第５ 保安院は２００２年８月対応において，「長期評価」の津波地震を考慮する必

要はないとしたが，これが一審被告東電による津波対策の怠りを許すこととなり，
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本件事故の発生の原因となったものであること60 

１ 一審被告東電において土木調査グループによって２００８年推計によってＯ.

Ｐ.＋１５．７ｍの想定津波が把握されたにもかかわらず「長期評価」に基づく津波

対策が先送りにされたことが本件事故に結び付いたこと 

２００６（平成１８）年に原子力安全委員会が耐震設計審査指針を改訂し，これ

を受けて，保安院が耐震バックチェックを指示し，一審被告東電ら原子力事業者が

耐震バックチェックを具体的に進めることとなった。その経過の要点は，次のとお

りである。 

① 一審被告東電の土木調査グループは，「長期評価」の津波地震の想定に基づいて

津波対策を講じることが必要であるとの判断を固めるとともに，これを関係電力

会社にも伝えた，また，自らは２００８年推計を実施し「長期評価」によって福

島第一原発にＯ.Ｐ.＋１５．７ｍの津波の襲来が想定されることを認識した。 

② 日本原電は，一審被告東電の土木調査グループとの連絡協議も踏まえ，東海第

二原発において「長期評価」の津波地震の想定を前提として，敷地への浸水防止

のための盛土と並んで建屋等の水密化等の津波対策を実施することとし，これを

２００９（平成２１）年までには完了させた。 

③ これに対して，一審被告東電においては，２００８（平成２０）年７月３１日

の武藤裁定により，「長期評価」に地震学上の根拠があるかについて専門家（土木

学会津波評価部会）に審議してもらうこととし，当面は「長期評価」を前提とし

た津波対策は講じないこととして結論の先送りをした。  

④ 一審被告東電は２００８（平成２０）年を中心とする「長期評価」について検

討及びその一環としての２００８年推計の結果を保安院に報告していない。日本

原電も，東海第二原発において「長期評価」に基づく津波対策として盛土による

浸水防止措置と建屋等の水密化を実施したことについて保安院に報告していな

 
60 一審原告ら控訴審第２９準備書面・第６全部（１４６～１６１頁）及び添付別表参照 
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い。逆に，保安院はこれらの原子力事業者の対応について，適時に情報収集する

ことができていなかった。 

 

２ ２００２年８月保安院対応は一審被告東電による２００８年対策先送りの口実

を与えることとなり本件事故の原因となったこと 

 一審被告東電による２００８年の津波対策の先送り（上記（１）の③の武藤裁定）

の前後の経過を整理すると以下のとおりである。すなわち， 

２００２（平成１４）年７月，地震本部「長期評価」は，地震学者の集団的な調

査審議を踏まえ，「（津波）地震の発生領域」について，「三陸沖北部から房総沖の日

本海溝寄りのどこでもＭ８クラスのプレート間地震（津波地震）が起こり得る」と

いう判断を示した。これを受けて，保安院・川原修司耐震班長は，８月５日に，一

審被告東電・高尾氏に津波シミュレーションを求めたもののその抵抗で断念し，こ

れに代わって「長期評価」の津波地震の想定について地震学上の根拠の確認を求め

た。しかし，これについても高尾氏から佐竹氏への簡易なメール照会，及びこれに

基づく不十分かつ不正確な結果報告に基づいて，専門家による調査審議を一切経る
．．．．．．．．．．．．．．．

こともないまま
．．．．．．．

，保安院・野田係官は，同月２２日，「長期評価」を決定論では考慮

しないとした一審被告東電の方針を，立ち話で「はいそうですか。分かりました。」

黙認するに至った（２００２年８月保安院対応）。 

 これによって，保安院と一審被告東電・電事連の間においては，「長期評価」の津

波地震の想定を安全対策上は考慮する必要はないという「曖昧な了解
．．．．．

」が続くこと

となり，以後，「長期評価」の津波地震についての検討は，確率論のロジックツリー

の一つの分岐としての扱いにとどまった61。 

 ただし，第２期，第３期の津波評価部会の確率論の検討においても，巨大な津波

をもたらす津波地震（及び正断層型地震）が発生する領域として，「陸寄り」の領域

 
61 一審被告東電担当者の高尾氏は「確率論で評価するということは実質評価しないというこ

と」（丙ハ１５５の４・４０５頁）としている。 
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と区別して，「海溝寄り」の「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄り」という領域区

分を行うことは，２００４（平成１６）年及び２００８（平成２０）年の２度のア

ンケートでも当然の前提とされ，かつ地震学者等のアンケート結果においては「日

本海溝寄りのどこでも津波地震が起こる」という見解がいずれも優勢を占めた。 

 こうした中，２００６（平成１８）年の耐震設計審査指針の改訂を契機に，再度，

「長期評価」を津波防災対策で考慮する必要が検討されるに至った。一審被告東電

の土木調査グループは，保安院から「長期評価」の津波地震の想定を考慮すべきと

されることは避けがたいと判断し（実際には保安院はそこまでの認識はなかった。）

「長期評価」に基づく津波対策が必要との判断を固め，これに基づいて２００８年

推計によってＯ.Ｐ.＋１５．７ｍの津波を予測するに至った。日本原電も「長期評価」

の津波地震の想定に基づいて，敷地への浸水に対する盛土による防護措置に合わせ

て建屋等の水密化の津波対策を実施し２００９（平成２１）年までに完成させるに

至った。 

 こうした対応に反して，一審被告東電の経営層は，２００６（平成１８）年７月

の武藤裁定により，土木学会に「長期評価」の津波地震についての検討を委託する

として，津波対策を先送りした。こうした一審被告東電の対応は，「『長期評価』は

決定論による規制上では考慮する必要はない」とする２００２年８月保安院対応が

あって初めて可能なものであった。 

 一審被告東電の委託に基づいて決定論に基づく検討を行った第４期津波評価部会

においては，２０１０（平成２２）年１２月に「日本海溝寄りのどこでも津波地震

が起こる」と異論なく確認された。これに基づいて，２０１１（平成２３）年３月

７日に一審被告東電は保安院に２００８年推計のＯ.Ｐ.＋１５．７ｍ津波を報告し

たが，保安院は何らの対応も指示しなかった。その４日後に，本件地震・津波が発

生し，本件事故に至った。 

 本件事故の直接の原因は福島第一原発の主要建屋敷地（Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ盤）に津

波が遡上したことによるものである。そして，本件地震は「広域の連動型地震」と
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「海溝寄りの津波地震」が合わせて発生したものであるが，本件事故の原因となっ

た「１０ｍ盤に遡上した極端に大きな高さの津波」は，「長期評価」が警告した海

溝寄りの津波地震タイプの地震による津波であった。 

 ２００２（平成１４）年に「長期評価」が公表された時点において，保安院が

「長期評価」の津波地震の想定について専門家の調査審議を踏まえ真摯に対応して

いれば，津波地震の襲来の予見は十分に可能だったといえる。よって，こうした対

応を怠った２００２年８月保安院対応は，一審被告東電による対策の先送りを容認

し，結果として本件事故の直接の原因となったものであり，原子力安全規制に関す

る法令の趣旨，目的に照らして，著しく合理性を欠くものであったといえる。 
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第３節 結果回避可能性 

 

第１ はじめに 

 原判決は，一審被告国の規制権限不行使の違法性判断において，予見可能性を認

めながら結果回避可能性を認めないという不自然な判断をした。 

 そもそも，違法性判断において被害の性質や重大性，期待可能性といった他の要

素にほとんど言及していない点も不当であるが，結果回避可能性の判断そのものに

おいても，本件事故以前の最新の知見に関する事実認定を誤っている。 

また，原判決は，争点を「結果回避可能性があった」ことではなく「結果が回避

できなかった可能性があった」ことにすり替え，一審原告らに１００％結果回避が

できたことの証明を求めるかのような判示をした。 

規制権限不行使の違法性判断は，「仮に〇〇をしていれば結果が回避できたはず

である」という仮定事実の判断であり，「結果が回避できなかった可能性がなかった

こと」は証明不能である。 

以下，控訴後に新たに判明した事実も踏まえて主張する。 

 

第２ 福島第一原発及び本件津波による被害状況 

１ 事故前の福島第一原発 

  本件過酷事故を引き起こした福島第一原発は，福島県双葉郡大熊町に設置され

ている（一審原告ら訴状２４頁）。 
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  タービン建屋が海寄りに並んでいるのは，基本的には，海水を大量に取り込み，

タービンを回転して電気を発生させた後の蒸気を水に変える「復水器」がタービ

ン建屋内にあるためだが，大津波が襲来した場合，タービン建屋は真っ先にその

直撃を受ける。 

タービン建屋内部には非常用電源関係の多くの設備や機器が配置されており，

大事故になれば計り知れない損害をもたらす可能性があるにもかかわらず，津波

に対して無防備のまま３．１１を迎えることになった（田中三彦意見書⑴甲イ２

７号証５頁）。 

 

２ 事故直後の福島第一原発の状況 

事故直後の２０１１（平成２３）年３月２０日に撮影された写真を示す（第２

５準備書面９頁）。 
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タービン建屋が右側から１，２，３，４号機の順で並んでいるが，１号機と２

号機，３号機と４号機のタービン建屋は合体しており，合体した号機間では電源

の融通が可能となっていた。タービン建屋の手前東側が，海水ポンプなどが設置

されていたＯ.Ｐ.＋４ｍ盤である。タービン建屋の奥の西側に各号機の原子炉建

屋があり，１，３，４号機の原子炉建屋は水素爆発で大破している。 

  ４号機の奥にやや離れて，共用プール建屋がある。 

  ４号機の南側，排気塔があるあたりが，想定津波によってＯ．Ｐ．＋１５．７

ｍの津波高となることが示された「敷地南側」である。 

  本件津波のタービン建屋への主要な浸水経路となった大物搬入口は，赤丸で囲

んだように２～４号機のものが見えており，この時点では事故後の対応のために

シャッターが上に上げられている。 

福島第一原発が東日本大震災による津波を被ったとき，共用プール建屋内に設

置されていた空冷式の非常用ディーゼル発電機は機能を維持していた。しかし，

同建屋内の配電盤及びそこから電源の供給を受けるタービン建屋内の配電盤が
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被水し機能喪失したことによって全交流電源喪失（ＳＢＯ）に陥った。そして，

原子炉内部において炉心溶融が起こり，原子炉建屋における水素爆発も誘発して

大量の放射性物質の放出に至る過酷事故を起こしたものである。 

 

３ 津波による敷地及び建屋内の浸水状況 

  本件津波による建屋周囲の浸水深，建屋内部への浸水経路と建屋内部の浸水状

況について，一審原告らは第２５準備書面１０頁以下で詳細に述べている。 

 まず，本件津波による浸水深は，次のとおりである。 

 

※乙イ２号証の２，東電事故調・添付資料３－７ 

  

黄色で表示した１号機付近（Ｆ地点）では浸水深２ｍ以上
．．

とされている。 

青色で表示した２号機周囲（Ｈ，Ｊ，Ｋ地点），赤色で表示した３号機の海側（Ｉ

地点）では，いずれも浸水深４～５ｍとされている。 

緑色で表示した４号機の直近（地点８）では，浸水深５．５ｍが記録されてお

り， 
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 全体として，最大で
．．．

５ｍ程度の浸水深
．．．．．．．．

となっている。 

 

４ タービン建屋内部への浸水経路 

こうした浸水深となった津波による海水は，タービン建屋等の内部に浸水する

こととなったが，その浸水経路は，次のとおりである。 

※甲ロ７４号証の１・４－３８頁 

いずれの建屋も大物搬入口が冒頭に掲げられており，これと並んで入退域ゲー

ト，Ｄ／Ｇ給気ルーバ，機器ハッチが浸水経路とされている。その内，大物搬入

口が主要な浸水経路となったことは一審被告国も主張しているところである（原

審・国の第１７準備書面４４頁）。 

順次写真で確認する。 

（１）大物搬入口の構造 

大物搬入口は，工事用の大きな開口部でありシャッター構造となっている。

１枚目の写真が建屋の内側から，そして，２枚目の写真は建屋の外側から撮影

されている。 
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なお，４号機は，本件津波襲来時には，定期検査中であり大物搬入口が開放

されていた（甲ロ４０号証１４５頁，９９頁）。 

 

 

 

※丙ロ１５号証の１（但し５号機の写真） 

 

（２）入退域ゲートの構造 

入退域ゲートは，人の出入り用の開口部である。なお，これら写真は溢水勉
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強会による福島第一原発・５号機の現地調査の際のものであるが，１号機から

４号機の入退域ゲートも同様の構造と考えられる。 

   

※丙ロ１５号証の１（但し５号機の写真） 

 

（３）給気ルーバの構造 

給気ルーバは，非常用ディーゼル発電機のための換気のための設備である

（甲ハ９５の２上津原勉証人調書・資料１６・通し頁の１２９頁）。 
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５ タービン建屋周囲の浸水深と内部における浸水状況の対比 

次に，１号機から４号機までの各タービン建屋ごとに，建屋周辺の浸水深を再

確認しながら，浸水経路と各建屋の１階内部の浸水深を見ていく。 
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（１）１号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深の対比 

 

※甲ロ７４の１・４-４３頁（但しマスキング部分は甲ハ９５の２上津原勉証人調

書・資料１８により補充。以下，マスキング部分の補充はいずれも同証人調書添

付資料による。） 

  １号機周囲では２ｍ以上の浸水深となっているのに対して，建屋内１階の浸

水深は，大物搬入口の前方で約９３ｃｍ，さらにその前方の行き止まりとなっ

ている建屋西方位置（大物搬入口と正反対）において１１０ｃｍ程度である。

右上の「入退域ゲート」からの浸水は，入って直ぐの辺りで約６０ｃｍ，奥ま

で進むと約４５ｃｍである。 

なお，白い部分は浸水しなかったことを表しており，中央の広い部屋への浸

水はなかった。 
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（２）２号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深の対比 

 

※甲ロ７４号証の１・４－４４頁 

   ２号機周囲の浸水深は，４～５ｍであった。 

これに対して，タービン建屋１階についてみると，浸水深は明示されていな

いが「大物搬入口」からの浸水は狭い範囲にとどまる。また建屋西側の浸水は

約３ｃｍにとどまる。「１号機との連絡通路」からの浸水については，流入元と

なった１号機の浸水深が約４５ｃｍなので同程度にとどまるものといえる。 

全体としてみると，浸水があったのは１階の一部に限られ，中心部の広い部

屋をはじめほとんどの領域で浸水はなかったことが確認できる。 
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（３）３号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深の対比 

 

  ※甲ロ７４号証の１・４－４５頁 

３号機では周囲の４～５ｍの浸水深に対して，入退域ゲート付近で局所的に

９６ｃｍの浸水深となったが，主要な浸水経路とされる大物搬入口からの浸水

によってもたらされた浸水深は約３０ｃｍに過ぎなかった。 

全体としても，中心部の広い部屋を含め広い範囲において浸水はなかった。 

なお，これまで確認してきた１～３号機を通じて，いずれにおいても，ター

ビン建屋内部に漂流物が入り込むことはなかった（甲ハ９５の２上津原勉証人

調書・資料１８～２０）。 
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（４）４号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深の対比 

 

   ※甲ロ７４号証の１・４－４６頁 

４号機は，本件事故のとき定期検査中で，大物搬入口が開放されており，そ

こから津波が真面
ま と も

に流入した。 

４号機の２階の床は，１階の床面から約７ｍの高さがある。図面右側にある

写真によって，搬入口エリアの２階部分の手すりの変形や浸水痕が確認できる。

つまり大物搬入口から流入した津波は，１階床面から高さ約７ｍの２階まで駆

け上がり，手すりを変形させるほどであったことが分かる。建屋周辺の浸水深

は，約５．５ｍだったので，それより高く駆け上がったことになる。 

また，１～３号機と違い，大物搬入口が開放されていたため，建屋内部に大

量の漂流物が流入し堆積することとなった。 

なお，２階まで津波が駆け上がっている一方で，中心部の部屋を含め，かな

りの領域が浸水していないことも確認できる。 

 

６ まとめ 

  以上のとおり，１号機から４号機まで，それぞれ建屋内のすべての部屋が水没
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することはなく，また，建屋の躯体部分（外壁）が津波により損傷することはな

かった。そして，主要な浸水経路となった「大物搬入口」，「入退域ゲート」は，

防水扉等の津波対策が全く講じられていなかったにも関わらず，そこからの浸水

は限定的であった。また，「給気ルーバ」と「機器ハッチ」の開口部分が，地下階

への直接の浸水経路となったと想定される。 

  特に，大物搬入口が開放されていた４号機と，大物搬入口が閉じられていた１

～３号機とで，浸水の状況や漂流物の流入において大きな差異があった。 

 

７ 電源盤の配置状況 

佐藤意見書（甲ハ９９）において，福島第一原発の各号機の電源盤配置状況が

分かりやすく図示されている（第３７準備書面１７頁，第３９準備書面１０頁）。 

（１）１号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系）の配置状態 

   人通りの多いエリアに，物理的に区画されず配置されていた。Ａ系の非常用

ディーゼル発電機からの電源はＭ/Ｃ １Ｃで受電し，Ｂ系の非常用ディーゼ

ル発電機からの電源はＭ/Ｃ １Ｄで受電するが，このようにＭ/Ｃ １ＣとＭ/

Ｃ １Ｄとが物理的に隔離されておらず，互いに接近している。    
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（２）１号機の安全系の電源盤（交流４８０Ｖ系，直流系）の配置状態 

   水系の設備の近くに，物理的に区画されず配置されていた。１９９１年１０

月３０日には，破損した床下配管から大量の海水が湧出し，非常用ディーゼ

ル発電機に被害を与える深刻な浸水が発生している。 

 

 

（３）２号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系）の配置状態 

個室に隔離されている点では，１号機に比べて配置設計が向上している。

タービン建屋地階に配置されているＡ系の非常用ディーゼル発電機からの電

源はＭ/Ｃ ２Ｃで受電し，共用プール建屋１階に設置されているＢ系の非常

用ディーゼル発電機からの電源は，同建屋地階に設置されているＭ/Ｃ ２Ｅ

を中継してＭ/Ｃ ２Ｄで受電しているが，Ｍ/Ｃ ２ＣとＭ/Ｃ ２Ｄとが物理

的に隔離されておらず，互いに接近している。 
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（４）２号機の安全系の電源盤（交流４８０Ｖ系）の配置状態 

仮に交流６９００Ｖ系に異常がなくても，その下流の４８０Ｖパワー・セ

ンター（Ｐ/Ｃ）で故障が発生すれば，影響はその下流にあるすべてのＭＣＣ

（Ｐ/Ｃから受電した電力を小型開閉器を介して小型設備に供給する設備）に

波及する。Ｍ/Ｃ ２Ｃから受電しているＰ/Ｃ ２ＣとＭ/Ｃ ２Ｄから受電し

ているＰ/Ｃ ２Ｄは，いずれもタービン建屋１階で，同室内に隣接して設置

されている。 
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（５）３号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系，４８０Ｖ系）の配置状態 

３号機の安全系の電源盤は，６９００Ｖ系も４８０Ｖ系も，すべて同室に

配置されている。安全系と非安全系の分離も，安全系同士の系統分離もなさ

れていない。 

 

 

（６）４号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系，４８０Ｖ系）の配置状態 

２号機と同じ配置設計となっており，同じ脆弱性を有する。Ｂ系の非常用

ディーゼル発電機は，やはり共用プール建屋の１階に設置されており，同建

屋内に設置されているＭ/Ｃ ４Ｅを中継してＭ/Ｃ ４Ｄで受電しているが，

Ｍ/Ｃ ４ＣとＭ/Ｃ ４Ｄとが物理的に隔離されておらず，互いに接近してい

る。 

（７）まとめ 

１号機から４号機まで，細かな違いはあるものの，いずれも電源盤が物理

的に区画されていない，同室内に隣接して設置されている等の状況にあり，

電源盤の系統分離がされておらず非常に脆弱な配置設計であったことが明ら

かである。 

これでは津波の浸水に対しすべての電源が同時にダウンしてしまう可能性
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が顕著である。 

 

第３ 津波に対する防護措置 

１ 「止める」「冷やす」「閉じ込める」には，電源確保が最重要である 

原子炉施設等の安全確保の基本的な考え方は，「異常の発生防止」，「異常の拡大

及び事故への進展の防止」，「周辺への放射能物質の異常放出防止」といった多重

防護の考え方に立った事故防止対策などを図ることにより，「原子炉を止める」

「原子炉を冷やす」「放射能物質を閉じこめる」という原子炉の安全を守るための

重要な安全機能が維持され，周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくを与えない

ことにある（甲ハ７０，「耐震設計審査指針の改訂」２頁）。 

福島第一原発における本件事故は，「止める」ことはできたが「冷やす」ことが

できなかったことにある（第一審訴状４２頁以下）。 

津波による原発事故防止対策として，ドライサイトコンセプトに基づき，原発

施設を被水させないことが考えられる。 

しかしながら，多重防護の思想からは，もし，防潮堤による浸水防護策が破ら

れて原発施設が被水したらという前段否定の立場に立ち，二重，三重の防護策が

当然に要求される。 

また，「冷やす」ために最終的に必要なのは電源の確保であって施設のドライサ

イトを維持することではない。仮に施設が水没したり重要機器が被水したとして

も，「冷やす」機能が確保されていれば，すなわち，全電源が喪失しなければ，本

件原発事故を防止することができた。 

一審原告らは，まさに，本件事故防止に不可欠であった「冷やす」機能を確保

するために必要な電源を喪失させない，結果回避の方策として，水密化及び非常

用電源確保の必要性を主張している。 

佐藤意見書（甲ハ９９）においても，「原子炉を炉心損傷から守るためには，ハ

ザードの種類にかかわらず，原子炉の冷却機能が維持される以下の二段階からな
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る安全停止状態を達成し，維持することができればよい。すなわち，一般に冷却

材喪失事故を伴わない火災，強風，地震，溢水などのハザードに対しては，まず

は速やかに原子炉を未臨界の高温停止状態に導いて維持し，７２時間以内に原子

炉温度を９３℃以下まで下げた冷温停止状態を達成し維持することができれば

よい。（３頁）」と述べられている（第２５準備書面９頁）。 

そして，「そのような多様な特徴を併せ持つ津波ではあるが，原子力発電所に対

するその最大の有害性は，物理的な破壊力にあるのではなく，電気設備に対して

電気的な故障を生じさせ，機能を喪失させることである。」「すなわち，その物理

的破壊力で建屋の壁面や扉などを変形，破損したところで，前述の高温停止に必

要な６つの系統（機能）が健全である限り原子炉の安全を脅かすことはなく，む

しろ，たとえば直流電源の配電盤に漏電や地絡が生じ，遮断する（１１頁）」こと

が脅威であり，これに備えることが肝要であるとしている（第２５準備書面１３

頁）。 

従って，原発事故における結果回避可能性を検討するにあたっては，「冷やす」

ための電源確保という見地から具体的対策を考えるべきであり，一審原告らが防

潮堤の設置のみにこだわらず，多重防護の見地から水密化や非常用電源の確保と

いった対策を打ち出していることは合理的である。 

 

２ 多重防護思想 

原子力発電所における事故，特にメルトダウンや放射能漏れによる重大事故は，

万が一にも起こしてはならないものである。理由は明白である。放射能汚染によ

り，周辺住民の生命身体への危険，財産への重大損害を与え，放射能の半減期が

かなりの長期間であるため，原状回復が容易にできないからである。本件事故後

９年が経過したが，現在でもまだ高濃度に汚染された地域が多数存在しているこ

とからも明らかである。 

したがって，原発事故防止のためには，何重にも防護措置をとることが求めら
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れるから，防潮堤のみ設置すればそれで十分ということで満足せず，しかも相手

は自然現象であり不確実性があるため，さらなる防護措置が必要となる（控訴理

由書１３７頁，第７準備書面（第３分冊）２７頁，第３１準備書面４７頁）。 

今村証人も，防潮堤の防護機能にも一定の限界があることを率直に認め，防潮

堤の設置とともに，建屋の水密化も工学的見地から検討の対象となることを認め

ている（第９準備書面２１頁）。 

 

３ 一審原告らが主張する防護措置 

一審原告らは，防潮堤設置よりも先に，あるいは防潮堤設置と同時に（並行し

て）水密化対策や電源確保対策を行うべきであり，福島第一原発で実際に下記の

対策を行っていれば本件事故を防ぐことができた可能性が高い，と主張してきた。 

 その対策とは， 

①「タービン建屋等（共用プール建屋を含む）の水密化」（大物搬入口等に水密

扉・強化扉設置，換気口（給気ルーバー）やダクトの屋外上部への移設，建屋外

壁配管貫通部等の止水処理等） 

②「重要機器室の水密化」（非常用ディーゼル発電機・配電盤等重要電気設備を

収容した部屋の水密化として，水密扉設置，配管貫通部等の止水処理等） 

③「電源確保対策」（非常用ディーゼル発電機・配電盤等の高所配置及び建屋内

機器とのケーブル接続，可搬式電源車・配電盤等の配置） 

  である。 

詳細は，一審原告らの原審最終準備書面第３分冊８１頁，第７準備書面（第３

分冊）２１頁，第８準備書面３頁，第３７準備書面８頁，１７頁等で主張してき

た。 

そして，防護措置のうち，特に水密化対策については，本件事故以前より国内

外で検討されてきていたこと，防潮堤設置に比べて低額かつ短期間で対応できる

こと等から，まさに本件福島第一原発において水密化対策を講じていれば本件津
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波に対しても非常用電源設備の被水に基づく全交流電源喪失を回避することが

できたものと認められる。 

現に，本件と同種の国賠訴訟において，水密化対策をとり得たこと，水密化対

策により結果回避が可能であったことを認定している裁判例は多数存在する。 

以下，まず「第４」で上記①②の水密化対策について主張を整理し，その後に

「第６」で③の電源確保対策について主張を整理する。 

 

第４ 水密化対策により本件事故を回避できたこと 

１ 一審原告らが主張する水密化対策の例示 

 一審原告らが主張する水密化対策とは， 

①「タービン建屋等（共用プール建屋を含む）の水密化」（大物搬入口等に水密

扉・強化扉設置，換気口（給気ルーバー）やダクトの屋外上部への移設，建屋外

壁配管貫通部等の止水処理等） 

 建屋水密扉・強化扉の例（第２５準備書面５４頁） 

 

 

②「重要機器室の水密化」（非常用ディーゼル発電機・配電盤等重要電気設備を

収容した部屋の水密化として，水密扉設置，配管貫通部等の止水処理等） 

 屋内水密扉の例（第２５準備書面５５頁） 
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である。 

 

２ 提示する対策は概念設計で足りる 

一審被告国は，一審原告らが主張する防護措置（防潮堤の設置や水密化など）

について，「当該措置によって本件事故を回避できたかどうかを論じる上では，防

潮堤に対して加わる津波の波圧や浸水継続時間，津波高さの時間的変化，浸水量

の時間的変化等が重要になる。」などと主張している。 

しかしながら，そもそも一審原告らにおいて，一審被告国が求めるような具体

的な浸水継続時間等の数値を特定する必要はない。むしろ，一審被告国において，

一審原告らにおいて特定した前記防潮堤や建屋等の水密化等の各津波防護策に

ついて，これら措置を講じていても本件事故が回避できなかったことを相当な根

拠，資料に基づいて主張立証すべきである（第１準備書面３頁，第９準備書面２

２頁，第２５準備書面３８頁，第３１準備書面７４頁，第３９準備書面４頁）。 

まず，電気事業法に定められた経済産業大臣と原子力事業者の規制を巡る関係

を踏まえれば，経済産業大臣が電気事業法に基づいて発する技術基準適合命令の

内容としては，原子炉施設の安全を確保するための技術基準省令６２号を基準と
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して，①当該原子炉施設がどの条項に，どのような内容で基準を満たしていない

かという点を特定し，かつ②結果として確保されるべき安全性の内容を特定すれ

ば足りるのであり，それ以上に，経済産業大臣が，技術基準を満たすための具体

的な防護措置を自ら立案，設計したり，事業者に対して具体的に特定の工事内容

を指示するというという関係に立つものではない（第３１準備書面７４頁）。 

また，技術的側面からみても，そもそも設計基準となる津波の高さや浸水深が

分かれば，設計上は全く問題がない。一審被告東電においてこれら想定される津

波高さ，浸水深を決定して要求仕様書を作成の上，専門会社に具体的な仕様を求

めればよい。 

本件と同種事件に係る東京地裁判決（平成３０年３月１６日）（甲イ３６）で

は，「本件津波に対する回避措置の合理性並びに結果回避可能性及び因果関係を

検討するために不可欠な本件原発の詳細構造に関する資料は被告東電及びその

相被告である被告国側が保持しており，そのため結果回避可能性を検討するため

に不可欠な本件事故の詳細な経緯を検討する材料も被告ら側が保持しているも

のであり，これらを詳細に原告らが主張立証することは不可能に近いといえる」

とした上で，「以上の点を考慮すると，例えば原告らの主張するある程度特定し

た具体的な結果回避行為となる措置（結果回避措置）によってかえって本件原発

の安全性が害される等といったそれに伴う不利益に関しては被告らが具体的に

主張，立証すべきと解することが相当である」と判示しているところである（第

１準備書面３頁）。 

  なお，本件事故後，２０１９（令和元）年６月１９日に原子力規制委員会より

電力事業者（関西電力株式会社）に対して発令された技術基準適合命令は，次の

とおり，法令で定められた技術基準に適合するよう事業者が措置を講じることを

求める程度の抽象的なものであり，事業者が講じるべき具体的な措置まで特定し

て対策を求めているものではない。すなわち，当該命令内容は，「高浜発電所１号，

２号，３号及び４号発電用原子炉施設，大飯発電所３号及び４号発電用原子炉施
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設並びに美浜発電所３号発電用原子炉施設（以下「本件発電用原子炉施設」とい

う。）について，別記１記載の事実を前提として法第４３条の３の６第１項第４号

の基準に適合するよう，本件発電用原子炉施設に係る別記２の基本設計ないし基

本的設計方針を変更すること。なお，別記１記載の事実を前提とすれば，実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成 25

年原子力規制委員会規則第５号。以下「規則」という。）第４３条（重大事故等対

処設備）に係る措置，実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和５３

年通商産業省令第７７号）第８４条の２（火山影響等発生時における発電用原子

炉施設の保全のための活動を行う体制の整備）に係る措置，その他火山事象に係

る「想定される自然現象」の設定のいかんにより影響を受ける基本設計ないし基

本的設計方針又は保安上の措置についても所要の手続を経て関係法令に抵触し

ないよう措置することが求められることを申し添える」である。 

佐藤証人も概念設計について意見を述べ（甲ハ９９），概念設計と詳細設計の違

いについても証言しているところ，一審被告国は「具体的な設計条件を提示しな

い『意見』は無意味である」と批判し，一審被告東電は「各種対策について，物

理的・現実的な導入可能性や，必要となる工期やコスト，導入した場合の結果回

避可能性を厳密に検討・検証したうえでそれらを提示していない」と批判する。 

しかしながら，佐藤氏は，津波対策に関する「詳細設計」の話をしているので

はなく，「概念設計」の話をしているのである。一審原告らとしても，一審原告ら

が具体的な設計数値まで示して結果回避措置を主張立証する必要はない，と主張

しているのであり，その立証のために佐藤氏の意見書及び福島地方裁判所郡山支

部における佐藤氏の証人尋問調書を証拠として提出したのである。「具体的な設

計条件を提示しない」などとする一審被告らの上記主張は，まったく意味をなさ

ない（第３９準備書面５頁）。 
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３ 水密化対策が防潮堤設置よりも合理性かつ現実的であること 

（１）水密化対策は，防潮堤に比べ，工期も短く合理的である 

  防潮堤を設置するには多額の費用がかかる（第３１準備書面１９頁）。一審被

告東電の土木調査グループ（金戸俊道）が，「長期評価」に基づく一審被告東電

の２００８年推計を前提として防潮堤の建設費を試算し，２００８（平成２０）

年７月３１日に武藤常務取締役に報告した資料によれば，「防潮堤建設費のオ

ーダーとしては数百億
．．．

円規模
．．．

」とされている（丙ハ１５７の１・金戸証人調書・

右下の通し頁で７７～７８頁及び同枝番３の提示資料・資料５８〔通し頁で２

８４頁〕）。 

既存の原子力発電所の沿岸部に防潮堤を設置することの技術的困難さや多

額の費用がかかることを一審被告国側の証人である今村氏も証言している（今

村調書２９頁，今村氏の刑事の第２回証人調書〔丙ハ２０７〕１６頁下段～１

８頁中段）。 

  他方，水密化対策については，福島地裁判決はもとより，後藤・筒井意見書

や佐藤意見書においても短期間で工事完了できることが指摘されている。 

  福島地裁判決では，「経済産業大臣において平成１４年７月３１日の『長期評

価』を認識した後，平成１４年末までに適切に規制権限を行使していれば，平

成１４年末から８年以上後である平成２３年３月１１日に本件津波が到来す

るまでに対策工事は完了していただろうと認められる。」と判示した（同判決

１３５頁）。 

  後記のとおり，東海第二原発は，本件事故前，「長期評価」を前提に「建屋

の水密化」対策として，防水扉，防水シャッター等を現に１０ヶ月程度の施工

期間により実施，完成させている（後記第５の２（３）参照）。 

後藤・筒井意見書では，工程期間を最長２年１０月としている（第２５準備

書面６３頁）。これは，柏崎刈羽原発において，原子炉建屋等の水密扉化を本

件事故後から平成２５年度上期までに完成させ，開閉所防潮壁の設置を平成２
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５年９月～平成２５年３月までに完成させていることや，島根原発では，水密

扉の設置を本件事故後から平成２４年５月までに完成させていることとの比

較においても説得力のある意見である。 

  佐藤暁氏意見書においても，半年～１年の猶予があれば，水密化対策が可能

であったことが指摘されている（第２３準備書面２９頁，第２５準備書面６３

頁）。佐藤氏は津波対策を６つにグループ分けし，「Ａ-１」の「安全停止系保護

のための水密化」は工期が半年，「Ａ-２」の「安全停止系が設置された建屋の

水密化」の工期は１年としている。 

原判決は，許認可にかかる規定の整備や許認可手続，地元の了解を得るため

の期間，一審被告東電による設計に要する期間などで長期間を要するなどと判

示した（原判決１２９頁）が，２００２年「長期評価」の地震想定に基づいて

「津波評価技術」の示す手法によって津波浸水計算を実施することは，同年末

までには可能であった。 

従って，２００２（平成１４）年末から本件事故発生まで８年３ヶ月もの時

間があったのであるから，水密化等の対策をとることは十分可能であった（控

訴理由書《責任論》１５１頁）。 

（２）防潮堤唯一論の批判 

   第５で後述するように本件事故前から水密化の発想はあった。 

原判決は，「本件事故前の知見を前提に，被告東電の試算を用いた津波対策

を施す場合には，ドライサイトを維持するために防潮堤を作るというのが工学

的見地から妥当な発想であり，この場合，ウェットサイトを前提とした，①な

いし④の結果回避措置を採るべきとはいえない（１２８頁）」と判示したが，

本件事故前の知見においても，海外では水密化対策もスタンダードな対策とし

て実施されていたこと，国内の他の原発においても水密化対策を実施していた

こと，一審被告東電自身も本件事故前から既に水密化対策を検討していたとい

う客観的事実に鑑みれば，上記原判決の判断は当然に覆されることになる。 
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４ 水密化対策の有効性（水密化により本件事故を回避できた可能性が高いこと） 

（１）国の機関自ら水密化対策が有効であることを自認している 

第５－２でも主張しているように，原子力安全基盤機構は，本件事故前から

耐震設計審査指針を踏まえて「残余のリスク」を検討すると同時に，「随伴事象」

である津波についても「津波時のシナリオに関する考察」を開始した。そして，

非常用電源設備の高所設置や建屋水密化がリスク低減に効果的であることを

公表している（第３準備書面１９頁）。 

（２）実際の浸水状況を踏まえた考証 

前記第２－３「津波による敷地及び建屋内の浸水状況」で主張したとおり，

福島第一原発の各号機ごとの浸水経路や浸水状況からは，何ら防護措置が講じ

られていなかった建屋駆体，大物搬入口等，及び建屋内の間仕切り等が本件津

波に対しても，相当程度の防護機能を果たしていた（水密扉でなくても大物搬

入口の扉が開いていたか閉じていたかで浸水状況に顕著な差があった）。 

したがって，仮に水密扉等の水密化措置を講じていれば，浸水防止効果がさ

らに期待できたと考えられる（第２５準備書面１０頁，第３９準備書面１４頁）。 

また，国内の他原発である東海第二原発では防水扉，防水シャッター等が設

置され，浜岡原発においては防水構造の防護扉等の設置や開口部からの浸水へ

の対応も進められていた。とりわけ東海第二原発は，福島第一原発から南へ約

１２０ｋｍとかなり近接した場所にあり，水密化対策をした東海第二原発が重

大事故を免れたことからすれば，福島第一原発も水密化対策をしておけば本件

重大事故を回避できた可能性が高い。 

（３）専門家，関係者等の証人も認めている 

   水密化により本件事故を防げたことについては，専門家もそれぞれ異口同音

に認めているところである（第３１準備書面７６頁）。 
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   首藤伸夫氏は，関連する刑事事件の証人として，水密化等の対策のやりよう

によっては事故が防げた旨証言している（丙ハ１６３・６２～６４頁）。 

   今村文彦氏も，水密化措置により建屋内への浸水を相当程度防げたこと，重

要機器の機能喪失を回避できた可能性が高い旨証言している（今村調書３８

頁）。 

   一審被告東電原子力設備管理部の部長代理をしていた上津原勉氏も，東電元

役員刑事事件において，水密化をしていれば事故の程度は軽くなる，どの程度

の軽さになるかはわからないが，対応の程度によっては水素爆発・炉心損傷に

至らない可能性もありうると証言している（甲ハ９５の１～２・証人調書９０

頁）。 

   一審原告らが引用する，後藤・筒井意見書（甲ハ６２，甲ハ６３，甲ハ７９，

甲ハ１１０）や佐藤意見書（甲ハ９９）においても，水密化の有用性や，工学

的裕度を持たせた設計により，相当程度の浸水防止が図られることが説明され

ている（第２３準備書面，第２５準備書面，第３７準備書面，第３９準備書面）。 

   この点一審被告国は，後藤氏筒井氏の技術専門分野が，原発の非常時電源対

策や被水防止対策を論じる専門分野からかけ離れている旨主張している（一審

被告国第１１準備書面９頁等）が，後藤氏や筒井氏らは，プラントの被水防止

対策の議論をしており，これは原発固有の問題ではないから一審被告国の指摘

は当たらない。 

   また，一審被告国は，後藤氏筒井氏らが用いる津波評価式が不適切であるな

どとも批判する（一審被告国第１１準備書面４９～５５頁）が，そもそもここ

で用いられるべき評価式は津波の波力計算上の係数の違いにすぎず，構造設計

上の安全率を少なくとも２以上とることにより津波で水密扉が破壊される蓋

然性は極めて低い。 

   さらに，一審被告国は，１階からの７メートルの高低差により地下１階に流

下する津波の速度が相応のものになるが，後藤氏・筒井氏や佐藤氏らが何らこ
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の物理現象を踏まえていないと批判している（一審被告国第１１準備書面５６

頁，第１４準備書面１４頁）。 

   しかしながら，この点についても，位置エネルギーが速度エネルギーに転化

するといういわゆるベルヌーイの定理を踏まえた水圧計算が可能であって，動

水圧を考慮しなくても信頼性の高い設計ができることも説明済みである。 

   これら後藤筒井意見書や佐藤意見書に対する批判に関しては，第２５準備書

面，第３７準備書面や第３９準備書面で詳細に反論している。 

（４）原判決の誤り 

なお，原判決は，一審原告らが主張する給気口の高所配置又はシュノーケル

の設置に対して「海水ポンプを建屋で覆い，その屋根にシュノーケルを設置す

る場合には，長い筒状のシュノーケルの屋根の付け根部分には，津波による波

力に耐え得るような十分な強度が求められ，津波のみならず台風や飛来物によ

る破損の可能性も大きくするものであり，給気ルーバの高所設置にも同様の問

題が生じうる」「本件津波の津波高が取水ポンプの位置でＯ．Ｐ．＋１１ｍ程

度であった事からすれば給気ルーバやシュノーケルの開口部の位置・高さ次第

では，浸水を免れなかった可能性もあると言わざるをえない」と判示した（１

３１～１３２頁）。 

 しかし，一審原告らが主張したのは，いわゆる１０ｍ盤（Ｏ．Ｐ．＋１０

ｍの地盤）上に建設されていたタービン建屋の地下１階に設置されていた非

常用ディーゼル発電機を起動させた時に必要不可欠な新鮮な空気を送り込む

ためにタービン建屋１階の壁に設けられた給気ルーバを水密化することであ

って，いわゆる４ｍ盤（Ｏ．Ｐ．＋４ｍの地盤）上に設置されていたむき出

しの海水ポンプについて，ポンプを覆う建物を建設し，その建物の上にシュ

ノーケルを設置して水密化することを主張したのではない。 

 確かに一審原告らはディアブロキャニオン原子力発電所では海水ポンプを

建屋で覆い，その屋根にシュノーケルを設置していることを参考例として挙
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げた。ただ，福島第一原発の４ｍ盤は埋め立ててできた地盤であって軟弱で

あることや，非常用冷却装置としての海水ポンプについては，非常時の優先

順位は低かったので，それを保護する対策を主張してはいなかった。 

タービン建屋の１階の壁に設置された給気ルーバについては，開口部の外

に壁に水密性のある耐圧ダクトを壁に密着させて開口部を数メートル程度上

にあげる方法をとることができる。筒状のシュノーケルを設置することは無

意味である。 

建屋開口部を上部に移設するための耐圧ダクトのイメージ 

（第２５準備書面５９頁） 

 

 

 

 

                   水圧 

     元の開口 

 

 

新設する耐圧ダクト 

 

原判決は，４ｍ盤上の海水ポンプの水密化と１０ｍ盤上のタービン建屋の

壁に設置された給気ルーバの水密化を混同しているとしか考えられない。 

本件事故発生時には台風や飛来物はなかった。また，これら構造物を設置す

る際には，考慮可能な自然現象，事故を当然に想定し，その防止策を施すのは

当然である。しかも，本件における地震津波の発生と台風や飛来物等はまった

く関連性はない。これらの不確定要素を付け加えれば，破損の可能性があるこ

とはゼロではないが，それを結果回避可能性の判断に取り込むのは非現実的で

空気取り入れ口 
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ある。 

給気ルーバやシュノーケルの位置，高さの問題については，それ単体で捕ら

えていることが不当である。他の結果回避措置も併せての多重防護により結果

が回避できたかを検討するべきであり，それぞれ個々の結果回避措置について

最悪の事態を仮定すれば，結果が回避できなかった可能性があるという結論に

至るのは当然で，原判決はそのような仮定を付け加えて認定しているが，誤っ

ている。 

 

第５ 水密化の検討，実施は既に本件事故前に行われていた（後知恵ではない） 

１ はじめに 

原判決は，タービン建屋等の水密化など一審原告らが主張する結果回避措置に

ついて検討した渡辺敦雄意見書（甲ハ５５）について，「本件事故後に採られた具

体的対策工事を参考にしているが，実際に重大な結果が発生した後に採られる措

置と，一定程度の予見に基づいて採るべき措置とでは，前提とする知見も緊急性

も異なる」として，信用性を否定する（原判決１２９頁）。 

しかしながら，一審原告らが主張する水密化対策の具体例は，既に本件事故前

から検討され，あるいは他の国内原発でも実施されていたものである。 

 

２ 国内において 

（１）原子力安全基盤機構による水密化対策有用性の公表 

原子力安全基盤機構は，２００６（平成１８）年９月に改訂された耐震設計

審査指針を踏まえて「残余のリスク」を検討すると同時に，「随伴事象」である

津波についても「津波時のシナリオに関する考察」を開始した。 

２００７（平成１９）年度には「我が国の原子力発電所は，いずれも海岸線

に設置されており，地震発生に伴い津波が到来した際には，原子力発電所に対

して何らかの影響を及ぼし炉心損傷が発生する可能性が考えられる」として，
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津波確率論的安全評価モデルの予備的な検討として，津波時の基本的なシナリ

オを検討している（第３準備書面１９頁，甲ハ７６）。 

そして，非常用ディーゼル発電機などの設置高さを変えたり建物水密化を考

慮したりして, 相対的な炉心損傷確率を計算し，非常用電源設備の高所設置や

建屋水密化がリスク低減に効果的であることを公表している。 

（２）安全情報検討会 溢水勉強会における水密化の検討 

国内外の事故・トラブルや安全規制に係る情報（規制関係情報）を収集し，

評価・検討を行うために，２００３（平成１５）年設置された「安全情報検討

会」は，およそ月２回の頻度で開催され，①１９９１（平成３）年福島第一原

発１号機における補機冷却系海水配管からの海水漏えいによる原子炉停止事

故，②１９９９（平成１１）年フランス・ルブレイエ発電所における大規模外

部溢水による電源喪失事故，③２００４（平成１６）スマトラ沖地震によるイ

ンド・マドラス原発外部溢水による運転停止事故，④２００５（平成１７）年

アメリカ・キウォーニー発電所内部溢水情報などを収集していた。 

また，保安院と原子力安全基盤機構が立ち上げた溢水勉強会では，２００６

（平成１８）年５月１１日に開催された第３回勉強会において，「水密性」「水

密扉」といった議論がなされていたと考えられるメモも存在している（第９準

備書面２５頁，第３７準備書面２５頁）。 

さらに，福島地点津波対策ワーキングにおいても，津波が１０m を越えて浸

水する可能性があり，防波堤嵩上げや防潮堤構築だけでは浸水をすべて防げな

いことを前提とした水密化等の対策を検討していた（第８準備書面１２頁）。 

さらに，一審被告東電は２００２（平成１４）年の時点で「津波評価技術」

に基づく津波計算を行い建屋貫通部の水密化（浸水防止対策）を実施しており，

１９９１（平成３）年の内部溢水事故に対して重要機器設置室の水密化による

防護措置を取っていた（控訴理由書(責任論)１３６頁）。 
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（３）東海第二原発，浜岡原発での水密化措置 

東海第二原発（日本原電）において，２００８（平成２０）年から２００

９（平成２１）年にかけて，「長期評価」を前提に「建屋の水密化」対策と

して，防水扉，防水シャッター等が現に１０ヶ月程度の施工期間により実施

され完成していた（丙ハ１６２安保秀範証人調書，第３準備書面３０頁，第

７準備書面(第３分冊)３３頁，第８準備書面１５頁，第９準備書面２５頁，

特に第３１準備書面５５頁，第３７準備書面３１頁，第３９準備書面１７

頁）。 

そして，このような東海第二原発における「長期評価」に基づく想定津波

を前提とした建屋の水密化措置を講じた際の工事費用は，約３８２２万円に

すぎない。なお，同時に施工された敦賀原子力発電所１号機の建屋の水密化

工事の費用は約９４４５万円、同２号機の建屋の水密化工事の費用は約５３

６５万円である（丙ハ１６２安保秀範証人調書の資料４５参照）。なお，佐

藤暁証人は、関連事件における証人として、次のとおり証言する（甲ハ１０

０の１・佐藤暁証人調書４２頁）。 

「タービン建屋について伺ったように、大物搬入口の外扉を水密化して吸

排気口を高い位置に移すという工事を行うとして、その工事費用は、どれく

らいになるのでしょうか。 

  構造は比較的単純ですので、非常に大ざっぱですけれども、１億円あ

れば十分できるんではないかと思います。」 

この佐藤氏の「１億円あれば十分できるんではないか」という証言は、前

記日本原電における建屋等の水密化工事において、実際に積算された費用と

符合するものである。 

浜岡原子力発電所では，２００８（平成２０）年までの段階で津波対策と

して，原子炉建屋等の出入口の防水構造の防護扉等の設置がなされ，さらに

建屋やダクト等の開口部からの浸水への対応も進められていた（第３準備書
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面２９頁，甲ハ７８の１～２，第７準備書面(第３分冊)４１頁，第３７準備

書面３２頁）。なお，２００６（平成１８）年１１月１０日に開催された電

事連既設影響ＷＧにおいて，各原子力事業者における津波対策が報告されて

おり，そこで中部電力は，浜岡原発において「原子炉建屋等の出入口には腰

部防水構造の防護扉が設置されている」と報告している（第８準備書面）。 

加えて，本件事故後直ちにとられた津波対策においても，保安院は「水密

扉の設置」を指示している（丙ハ４９）。この時点では本件事故原因が何も解

明されておらず，津波対策も詳細に検討されていない状況であったことから

も，水密化措置が事故前の知見に基づいて指示されたことは明らかである

（第３１準備書面６３頁，第３７準備書面２４頁）。 

 

３ 海外における溢水事故の対策や検証 

（１）１９９９（平成１１）年フランス・ルブレイエ発電所における大規模外部溢

水による電源喪失事故を踏まえて，地下構造の被水領域の貫通部が防水化され，

防潮壁や防水壁等も設置された（第１５準備書面１６頁）。 

原子力安全基盤機構もルブレイエの事故情報を収集し，平成１９年４月に報

告書を保安院に提出していた（甲ハ７１）。その報告書において，「ルブレイエ

の事例と同規模の外部溢水に対して，水密扉の設置等により，原子炉建屋最下

層に設置された機器の浸水による機能喪失を防ぐ対策を考慮する場合，例えば

加圧水型原子炉（ＰＷＲ）では，タービン動補助給水ポンプのポンプ室への浸

水防止対策により，当該ポンプの機能喪失を防止することで条件付炉心損傷確

率が約４割減少することがわかり，外部溢水事象に対するリスク低減の観点か

ら有効であることが示された」と結論づけている（第３準備書面１３頁）。 

そして，この報告は単なる確率論的津波評価ではないのであるから，一審被

告国の「ＪＮＥＳの予兆評価は確率論的評価だからそれによる規制はできなか

った」との主張は責任逃れの言い訳に過ぎない（第３７準備書面３６頁）。 
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（２）２００４（平成１６）スマトラ沖地震によるインド・マドラス原発外部溢水

による運転停止事故については，インド政府はすべての原発について津波ハザ

ード解析を行い，マドラス原発では，追加ディーゼル発電機が高所に設置され，

津波防護壁が建設される等の措置が取られた（第１５準備書面１７頁）。 

（３）２００５（平成１７）年アメリカ・キウォーニー発電所においても，タービ

ン建屋浸水による安全機能喪失の可能性が指摘され，内部溢水及び外部溢水

双方を対象とした対策がなされた（第１５準備書面１８頁）。 

 

４ 小括 

以上のとおり，敷地高さを超える津波に対しては，防潮堤の設置だけでなく，

主要建屋や重要機械室等の水密化による防護措置は国内外で検討され，実施され

てきたところである。 

原判決は，「本件事故前の知見を前提に，被告東電の試算を用いた津波対策を施

す場合には，ドライサイトを維持するために防潮堤を作るというのが工学的見地

から妥当な発想であり，この場合，ウェットサイトを前提とした，（原告ら主張

の）結果回避措置を採るべきとはいえない（１２８頁）と判示したが，原判決は

実際にこれらの水密化等の対策が取られてきた事実を見落としており明らかに

失当である（控訴理由書１３５頁）。 

 

第６ 電源確保対策について 

１ 電源設備の高所配置 可搬式ポンプ車，可搬式電源車 

（１）電源設備の高所配置 

多重防護の観点からは，水密化措置が破られることを仮定し，さらに配電盤

等の水に弱い機器をできるだけ高台に設置することが求められる。（第３７準

備書面５３頁，第３９準備書面２１頁）。 

  後藤・筒井意見書（甲ハ６２，甲ハ６３，甲ハ７９，甲ハ１１０）や佐藤意
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見書（甲ハ９９）においても，具体的な対策が例示されている。 

一審被告東電も，本件事故後直ちに，柏崎刈羽原子力発電所の電源対策とし

て，非常用交流電源の多様性を考慮して空冷式非常用交流電源と燃料タンクを

津波の影響を受けない高台に設置し，また，給電系統の多重性を強化するため

に，空冷式非常用交流電源のすぐ近くに緊急用 M/C（金属閉鎖配電盤）を設置

し，そこから原子炉建屋内にある非常用高圧母線に電源を供給するためのケー

ブルを敷設し，RHR（残留熱除去系）を稼働させることを検討した。 

下記の図は，『高台電源設置（実施中）のイメージ』である。 

 

 ※出典「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓および柏崎刈羽原子力発電所の

安全対策について」東京電力 2012年 12月 11日 

（２）可搬式ポンプ車・可搬式電源車 

加えて，外部から電源供給ができるようにするための可搬式の設備も必要

である（第３７準備書面５３頁，第３９準備書面２１頁）。 
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 ※可搬式電源車（柏崎刈羽原子力発電所の安全対策：甲ハ３７号証参照） 

一審被告国は，外部の可搬式電源車の配置の各措置について，具体的にどの

ような措置をすべきであったか等と釈明を求めているが，一審原告側に具体的

な数値の主張立証責任はない（第１準備書面５頁）。 

２ 原判決の指摘が不当であること 

この点，原判決は，非常用電源設備等を高台に設置したり，電源車等を配置で

きたとしても，津波や地震でケーブル等の設備が破損しての機能喪失や，敷地破

損による電源車が移動できない等の事態が生じうる旨判示した。 

確かに，地震津波によるケーブル破損等の機能喪失や敷地破損という事態は現

実的に起こりうるといえる。 

しかしながら，これらについても，他の結果回避措置との関連で考慮すべきで

ある。仮に電源設備の水密化が不十分で電源設備が被水したとしても，まったく

水密化していなかった場合と比べて電源喪失の可能性や機能喪失に至るまでの

時間が稼げる（現に，水密扉でなかった福島第一原発でも，ある程度津波の侵入

を防いでいたことから，水密化により津波防護性能はさらに期待できる）。そして，
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時間的余裕が増えれば，がれきの撤去やケーブルの再敷設も間に合うことになる。

あるいは敷地内のすべての電源設備が同時に喪失しなければ，電源融通によりや

はり時間を稼ぐことが可能である。 

実際に，福島第一原発５号機は６号機からの電源融通を得て，重大事故発生を

回避している。多重防護，深層防護とは，まさに，防護手段を多層に講じて，最

終的な被害発生の防止を目指すものであり，それぞれ単体で完全な被害発生防止

を保証するものではない（控訴理由書１５０頁）。 

すなわち，一審原告らが主張するように，建屋等の水密化，重要機器室の水密

化，電源確保対策を多層に講じることにより，建屋内部への津波の侵入を極力減

らし，さらに重要機器室への浸水を減少させ，万一重要機器室内部の電源盤が機

能喪失しても，短時間のうちに外部電源による電力機能回復により，被害発生防

止が可能となるのである。 

  

第７ 想定津波と本件津波は浸水深、波圧及び流況（津波の流れの方向と強さ）に

おいて建屋内部への浸水、更には重要機器室への浸水に影響を与えるほどの差異

はないこと62 

 この点の差異を強調する一審被告国の主張に理由のないことは，すでに一審原告

らにおいて繰り返し主張立証しているところであるので，以下では，簡潔に主張の

整理にとどめる。 

（１）一審被告国の主張 

 一審被告国は、予見可能性の基礎とされた２００８年推計に基づく想定津波と本

件津波は、そのマグニチュード、断層領域、すべり量、津波の方向（南東・東）、浸

水深、継続時間、水量において、いずれも全く規模が異なるとし、これを理由とし

て、想定津波に基づく結果回避措置を講じていたとしても本件津波による結果を回

 
62 主に一審原告ら控訴審第７準備書面第３分冊・第８の７（４２～５３頁），同第２５準備書

面・第７の１，２（４７～５１頁），同第３１準備書面・第３（２５～３５頁）， 
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避することはできなかったと主張する。 

（２）一審原告らの主張 

 これに対し，一審原告らは，想定津波によっても，（場所によって違いはあるもの

の）最大で５ｍを超える浸水深が予測されていたこと、本件津波の東側からの海水

の遡上による影響が限定的なものであったことからすれば、浸水深及びそれによっ

て推定される津波の動水圧について、想定津波と本件津波の間に結果回避可能性を

否定するほどの大きな差異があるとはいえないと主張している。 

（３）想定津波と本件津波との間に大きな差異はないこと 

ア 想定津波と本件津波は浸水深、波圧において大きな差異はないこと 

 想定津波による浸水深は敷地南側で約５．７ｍ、共用プール建屋付近で約５ｍ、

（堰きとめ効果による増幅前の推計として）４号機付近で約２.６ｍに達しており、

本件津波の浸水深５ｍ程度と大きく異なるものではない。 

イ 想定津波による波圧は今村証人が推定する本件津波の波圧を上回ること 

（ア）一審被告国の主張 

 一審被告国は、想定津波による１号機東側前面の浸水深は、約１ｍであったこと

から、本件事故前に一般に広く用いられていた朝倉らの式による波圧推計によれば、

１号機東側前面における波圧は、３０ｋＮ／m2にとどまると推定されるから、この

推定波圧に従って大物搬入口の水密化措置を講じていたとしても、本件津波に対し

て防護機能を果たすことはできなかったと主張している。 

（イ）一審原告の反論 

 しかしながら，想定津波の浸水深を前提として、朝倉らの式を用いて計算すると、

本件事故の大きな原因となった１号機タービン建屋東側前面における動水圧を大き

く上回るものであった。 

ウ 想定津波も本件津波も、敷地南側からの津波の流れの影響が大きく、浸水深

が大きくなったことについて卓越した寄与をしていたこと  

（ア）一審被告国の主張 
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 一審被告国は、想定津波が敷地南側からのみ遡上したのに対して、本件津波は敷

地南側だけではなく東側からも遡上した点が異なるとして、海水の流れの向きと強

さの差異を強調している。 

（イ）一審原告らの反論 

 しかしながら，本件津波を一審被告東電が解析した結果によれば、想定津波も本

件津波も、敷地南側からの津波の流れの影響が大きい点は共通しており、東から遡

上する流れの影響を最も受けた１号機周辺においても、その影響は限定的である。

想定津波が南側からのみ遡上するのに対して、本件津波は東側の湾内からも遡上し

たことをもって、想定津波に基づく水密化対策の防護機能が失われるかのように主

張する一審被告国の主張は失当である。 

エ 地震の規模等の差異は結果回避可能性を否定するものではないこと 

（ア）一審被告国の主張 

 一審被告国は、想定津波と本件津波では、原因となる地震のマグニチュード、断

層領域、すべり量、及び津波による浸水の継続時間、水量において、いずれも全く

規模が異なることから、想定津波を前提とした対策では本件津波に対して事故を回

避することはできなかったと主張する。これに加えて、想定津波と本件津波では、

津波によってもたらされる「水量」及び「浸水時間」が異なることを挙げる。 

（イ）一審原告らの反論 

 しかし，そもそも本件事故に関して、地震動による損傷が原因となったことを示

す確実な証拠はない。本件で検討されるべきは、２００８年推計によって想定され

る津波と、本件津波の異同であり地震のメカニズムと規模の差異は本件とは関連性

がない。 

 また、仮に「水量」に差異があるとしてもそれによってタービン建屋等へ浸水深、

波圧が影響を受けない限り、単に水量が多いということで想定津波による対策の有

効性が否定されるものではない。同様に、「浸水時間」が分単位で長くなったからと

いって、水密化による防護機能が劣化するようなものでもなく、想定津波による浸
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水時間が、本件津波の浸水時間を下回るとしても、想定津波による対策の有効性が

否定されるものではない。一審被告国の主張は理由がない。 

 

第８ 水密化による防護措置を設計する場合には工学的に「安全上の余裕」が求め

られ、とりわけ原子力安全規制に際しては「事前警戒（予防・precaution）」を基

本として「安全上の余裕」が十分に考慮されるべきこと63 

  この点も明らかであるため簡潔に主張の整理にとどめる。 

（１）工学的には安全施設の設計において「安全上の余裕」を確保することが当然

に求められること 

原子炉施設に限らず、工学的施設では安全確保のための規格や基準ぎりぎりに設

計して製作することはまずなく、規格や基準自身にもかなり安全裕度をとり、実際

の施設にするときにも更に余裕をとることが一般的である。証人今村も、一般論と

して、一般工学と比べると原子力の場合は裕度については十分に取っておかなけれ

ばならない旨認めている。 

（２）特に原子力施設については十分な安全余裕が求められること 

原子炉の安全規制においては、原子炉等規制法や電気事業法などにより、高度の

安全性が求められており、「事前警戒（予防・precaution）」を基本的な考え方とし、

安全性に対し「合理的な疑い」があると認められる場合には必要な安全性確保の措

置が求められる。なお、このような観点から、地震動に対する安全裕度については、

実際に、「顕在的裕度として最低でも約３倍の余裕がある」とされており、津波対策

をこれと別異に取り扱う理由はない。 

（３）原子炉施設の津波安全対策において「安全上の余裕」を確保すべきことは首

藤氏、今村氏ら津波工学者が当然のこととしていること 

「津波評価技術」を策定した津波評価部会の主査であった首藤伸夫氏、今村証人

 
63 主に一審原告ら控訴審第２５準備書面・第７の３（５１～６３頁），同３１準備書面・第４

（３５～４２頁） 
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も同様に安全裕度を確保すべきことを当然のこととしている。 

（４）想定津波を前提として「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水密

化」に際して少なくとも５ｍの浸水深に耐えられる水密化措置が求められること 

想定津波の諸条件を前提に、安全上の余裕を考慮すると、今村証人は、最低でも

５ｍの浸水深に耐えられるだけの「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋の水

密化」が講じられなければならなかったといえる証言している。 

（５）地震規模の過小評価のおそれあったことも考慮されるべきであったこと  

一審被告東電は、想定津波を推計した２００８年推計において、Ｍｗ８．３とし

て推計を行っている。しかし、中央防災会議は同地震の規模をＭｗ８．６と設定し

ており、他の専門家もこれと同様の設定を採用している。これらの見解を誠実に受

け止めて、一審被告東電がＭｗ８．６を採用して推計していれば浸水深がさらに大

きくなる試算結果が得られた可能性が高い。 

よって、地震規模の過小評価の可能性も考慮に入れて、安全上の余裕を十分に確

保しておくべきだった。 

（６）想定津波に対して「安全上の余裕」を確保した津波対策により本件事故を回

避できたこと 

以上主張してきたとおり、最大でＯ.Ｐ.＋１５ｍ程度の津波高さとなる想定津波

を前提とし、かつ「安全上の余裕」を確保した上で、「重要機器室の水密化」及び「タ

ービン建屋等の水密化」を講じていれば、本件津波に対しても非常用電源設備等の

被水を回避することが可能であったものである。 

 

第９ 裁量論及び証明責任 

１ はじめに 

一審原告らは，予見可能性を認めながらも結果回避可能性を認めなかった千葉

一陣判決，千葉二陣判決，名古屋判決について考察した下山意見書（甲イ４６）

を証拠提出し，この下山意見書を踏まえた第３８準備書面を提出した。 
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下山意見書は，上記判決のうち法律論の構成が分かりやすい名古屋判決を中心

として，その評価や，結果回避手段の選択・行使に関する裁量論，結果回避可能

性の証明負担について意見を述べている。 

詳細は第３８準備書面に譲り，ここでは，その結論部分について再度確認する。 

 

２ 原子力安全規制においては「切迫性」を要件とすべきでないこと 

まず，原子力安全規制においては「万が一にも深刻な災害が起こらないように

する」ために「事前警戒・予防」の観点から最新の科学・技術水準に即応した規

制が求められ，典型的な警察規制のように「切迫性」を要件とすべきではない。 

従って，「予見可能性の程度」が高く「重大事故発生の切迫性」が認められる場

合にのみ規制権限行使が義務づけられるとの考え方は原子力安全規制法の趣旨

に反することが明らかである。 

そして，名古屋判決は，総論的な原子力安全規制法の趣旨については適切に判

示しつつも，いわゆるあてはめの場面では，長期評価の見解は通説的見解
．．．．．

といえ

るまで確立した知見であるとまでいえず，「予見可能性の程度は高度なものでは

なかった」のであり，確度・精度がそれほど高いものではなく，また，Ｏ.Ｐ.＋１

０ｍ超の津波の到来は切迫したものではなかった
．．．．．．．．．．．．

と判示し，国賠法上の違法性を

否定している。 

「万が一にも深刻な災害が起こらないようにする」ためには「抽象的な危険」

に対しても規制権限が行使されるべきであり，名古屋判決は原子力安全規制法の

趣旨に実質的に矛盾・相反している（第３８準備書面１３頁）。 

 

３ 結果回避手段の選択・行使に関する裁量論 

  下山氏は，名古屋判決に対し以下のように批判している。 

① いかなる防護措置を求めるかという規制権限を行使するかについては被告

国に広範な裁量が認められていたこと 
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← 津波の予見可能性が認められ技術基準適合命令発動の要件が満たされ

ているということは，福島第一原発が，規制行政庁が確認・認識しうる範

囲で技術基準に適合しないおそれがあるといえる場合であり，そのような

場合（端的に言えば，前述のＯ.Ｐ.＋１０ｍ超の津波発生のおそれがある場

合），原子力法制の趣旨の下，全くの権限不行使や権限行使の著しい遅延を

許容するような裁量を認め，その責を免れさせることは，電事法に基づく

技術基準とその適合命令制度のみではなく，およそ原子力法制の趣旨にも

反する。 

② 喫緊の課題とされ，津波対策より優先度が高かった地震対策に取り組んでい

たこと 

← その場合に，敷地高さを超える津波に対する対策が必要であると認めら

れれば，地震を津波に優先させ，津波対策を遅延させることはできず，同

時並行的に安全対策をできる限り早い段階で実施させなければならない。 

③ 技術基準適合命令違反については罰則が定められており権限行使には一定

の制約を伴うこと 

← 刑事制裁があるからといって特段の慎重さをもって判断しなければな

らないとすることは，原子力安全規制における事前警戒・予防という基本

的発想が消極的な警察規制の発想に転換することを意味し，それは制度趣

旨に反する。 

④ 被告東電から長期評価の見解に対する対応について報告を受けるなどして，

被告東電の対応について把握し，長期評価に対する対策を検討していたこと 

← 国が一審被告東電からの報告を受けるなど一応の対応をしていたこと

については，このような単なる「先延ばし」が許容されているとは思わな

い。 

また，名古屋判決は「いかなる防護措置を求めるかという規制権限を行使する

かについては被告国に広範な裁量が認められていた」と判示したが，下山氏は，
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技術基準省令６２号４条１項が「性能規定」といえること，事前警戒・予防規制

では求められる措置についても暫定性があるなどの特徴があることなどを踏ま

え，「Ｏ.Ｐ.＋１０ｍを超える津波対策の不備とそれを是正するための防護措置を

講ずるように命ずれば十分で（必要に応じた使用の一時停止命令も含む），それを

受けて，原発設置者が技術基準に適合するような性能を有するように修理・改造

等の内容・対策について具体化した工事計画認可申請等をすることになろう。そ

れゆえ，技術基準適合命令において津波対策・措置の特定化は可能な範囲内で行

えばよく，仮に必要であるとしても，想定される津波による事故発生と放射性物

質の放出・拡散とそれによる被害発生を防止ないし低減するために一応有効と考

えられる前述の水密化等の措置を例示すれば，十分であると思われる。」と述べて

いる。 

 

４ 結果回避可能性の証明負担 

下山意見書は，東京地裁判決の判示も援用し，「規制権限不行使の違法が国賠訴

訟で争われる場合，結果回避可能であったかどうかは，具体的で確実な立証は不

可能であって，それを一方当事者である原告住民らに課すことは妥当でない。前

述のように，重要な原発規制を担う経済産業大臣は法令を誠実に執行する義務を

負い，かつ，それに伴って適切な規制実施に対しアカウンタビリティを負うこと，

しかも，証拠の偏在がある中では，結果回避に不合理でないと一応認められる手

段が原告側から提示されている場合には，それでは回避不能であることの主張・

立証を被告側が十分に行うことができなければ結果回避可能性があったと推定

されるとするのが公正な証明負担のあり方である。」との判断を示している。 

平成３０年３月１６日東京地裁判決（甲イ３６）においても， 

「本件津波に対する回避措置の合理性並びに結果回避可能性及び因果関係を

検討するために不可欠な本件原発の詳細構造に関する資料は被告東電及びその

相被告である被告国側が保持しており，そのため結果回避可能性を検討するため
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に不可欠な本件事故の詳細な経緯を検討する材料も被告ら側が保持しているも

のであり，これらを詳細に原告らが主張立証することは不可能に近いといえる」 

「以上の点を考慮すると，例えば原告らの主張するある程度特定した具体的な

結果回避行為となる措置（結果回避措置）によってかえって本件原発の安全性が

害される等といったそれに伴う不利益に関しては被告らが具体的に主張，立証す

べきと解することが相当である」と判示した（同判決３２４頁）。 

本件で，一審被告国も一審被告東電も，一審原告らの主張が具体的でない，波

力等の数値が示されていないなどと的外れの批判を繰り返すのみで，一審原告ら

の主張する防護措置では結果回避可能性がなかった
．．．．．．．．．．．．

との証明は一切なされてい

ない。 

 

第１０ その他 

１ 岡本意見書の不当性 

岡本意見書（丙ロ９２）は，「本件事故前は，日本においても世界においても，

『想定外の想定』として，『設計想定の津波』を超える津波を想定した対策を講

じるという発想がなかった（１５頁）」等と述べているが，本件事故発生以前に

一審被告国は敷地高さを超える津波を予見していたのであり，そもそも「想定外」

ではない（控訴理由書責任論１３５頁）。 

また，岡本意見書は「本件事故前に，津波対策として，主要施設の水密化や非

常用電源・配電盤・高圧注水系等へ接続するための各種ケーブル等の高所移設を

行うべきなどという提言をした人は，事業者の中にも規制をする国の側にも，わ

れわれ専門家の中にも一人もいませんでしたし，そもそもそのような発想自体が

なかったのです」（１４～１５頁）とも述べているが，一審原告らが前述の第５で

主張したとおり，原子力安全基盤機構による水密化対策有用性の公表がなされ，

安全情報検討会，溢水勉強会における水密化の検討が現実になされていたから，

岡本氏の指摘は事実と明らかに異なっている（第３準備書面２頁，第３７準備書



207 

 

面２２頁）。 

 

２ 関連訴訟について 

（１）はじめに 

本件と同種の国賠訴訟事件においては，一審被告国の責任を認めた判決とし

て，平成３１年３月２６日松山地裁判決（甲イ４５），平成３０年３月１５日京

都地裁判決（甲イ３５），平成３０年３月１６日東京地裁判決（甲イ３６）があ

る（第３１準備書面７９頁）。 

   このうち，結果回避可能性について最も詳細な判示をした松山地裁判決につ

いて再度主張する。 

（２）想定される防護措置について 

 松山地裁判決は， 

① 防潮堤と水密化以外の防護措置は事故前に実例もなく検討もされていな

いこと 

② 周辺集落への影響等を考慮して平成２０年推計を受けても防潮堤の設置

は断念されており現実的には防潮堤の設置は困難であったこと  

③ １９９１（平成３）年溢水事故対応など内部溢水対策としての水密化の実

例があったこと（一審被告東電事故調査報告書に基づく認定） 

④ 平成１８年時点（安全情報検討会）でも外部溢水対策として「建屋出入口

に防護壁の設置」が指摘されていたこと（本件の甲ハ５０・安全情報検討会

資料・３枚目） 

⑤ ２００９（平成２１）年９月において貞観地震に基づく津波想定に対して

保安院の担当者自身が水密化を取り上げていること（本件の丙ハ１１３・名

倉聴取結果書３～４頁，丙二共３６・６５～６７，７０，９０，１０１頁な

ど） 

⑥ 防潮堤に多額の費用が必要なことから水密化の措置を講じることは合理
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的であること 

   という理由を挙げて，結果回避措置として水密化が想定されると判示してい

る。 

（３）防護措置の実施に要する期間について 

   松山地裁判決は，１０８～１１１頁において，①津波の想定に要する期間，

②具体的な水密化対策の設計に要する期間，③工事計画の認可や各作業の手続

き等に要する期間について，一審被告国の主張も踏まえつつ，各地の実例等に

基づいて丹念に検討している。 

   また，２００７（平成１９）年の中越沖地震の影響も，２００２（平成１４）

年末を起点にすれば，２００７（平成１９）年までには水密化対策が相当程度

進んだはずであること，また全国的に見ても福島第一原発は余裕がないことが

知られていたので後回しにされる理由がない，などと認定している。 

   そして，結論として，「平成２３年３月までは８年以上あるから，詳細な遡上

解析を行う期間を含めても，福島第一発電所事故の発生前に水密化対策を講じ

ることは十分に可能であった」という結論を導いている。 

（４）想定津波を前提とした対策で本件津波に対しても防護が可能かについて 

   松山地裁判決は，１０６～１０７頁において，まず「想定津波と本件津波の

差異」について，想定津波は南側からのみ流入したのに対して本件津波は東側

からも流入したこと，浸水深について想定津波は４号機で２．６ｍ程度，１号

機は１ｍ未満であるのに対して本件津波は総じて２～５ｍであること，浸水継

続時間も異なることなどを認定している。 

その上で， 

① 波圧について，本件津波は１号機東側前面で５８ｋＮ／m2（本件津波につ

いての今村意見書による推定）に対して，想定津波に基づき朝倉の式で推計

すると４号機を前提とすれば，原子炉建屋付近で７８．１２ｋＮ／m2（浸水

深２．６０４ｍ），タービン建屋付近で６０ｋＮ／m2（浸水深約２．０２６
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ｍ）となること。 

② 工学的には設計には必ず安全上の裕度が求められること 

③ 明治三陸地震の規模については過小評価の可能性が複数の専門家によっ

て指摘されていたこと（「長期評価」Ｍｔ８．２であるのに対して，中央防災

会議Ｍｗ８．６，阿部勝征氏（Ｍｔ８．６・〔月刊地球・本件の甲ロ５８・３

３９頁〕），佐竹健治氏（Ｍｔ８．６・〔本件の佐竹証人第１調書〕） 

   以上に基づいて，結論として，「長期評価の見解に基づいて福島第一発電所敷

地への津波の影響を評価し，同評価に基づいて水密化対策を講じた場合は，同

対策によって設置等された水密扉等の関係設備は，本件津波による波力等にも

耐えられたものと推認される。」（１０８頁）として一審被告国が適時，かつ適

切に，規制権限を行使していれば，本件事故は回避することができたと認定し

ている。 

以上のとおり，２００２（平成１４）年時点における知見をもとに，一審被

告東電が水密化対策をとることは十分可能であり，かつ水密化により本件津波

による事故発生を回避できたものである。 

 

第１１ 一審被告国の責任のまとめ 

本件では，第１節で述べた最高裁の判断枠組みに基づいて，一審被告国の規制権

限不行使の違法性判断において採用されなければならない結論は，次のようなもの

である。 

すなわち，一審被告国の公的機関である地震本部が定めた２００２年「長期評価」

の津波地震の考え方（三陸沖から房総沖の日本海溝寄りのどこでも津波地震が発生

しうるとの考え方）は，地震学上の「客観的かつ合理的な根拠を有する科学的知見」

であり，かつ同「長期評価」の津波地震の想定を前提とすれば，「長期評価」が公表

された２００２年の段階において，一審被告東電が行った２００８年に行った津波

推計（２００８年推計）と同様の推計を行うことによって，津波が主要建屋敷地（O.P
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＋10ｍ）を超えることが容易に予測できたものであり，こうした事態は前記省令６

２号４条１項「想定される自然現象（…津波…）により原子炉の安全性を損なうお

それがある場合」に該当することが明らかで，「適切な措置を講じなければならない」

（同条項）事態にあるものとして，当該技術基準へ適合させる，すなわち，事故を

防ぐための適切な措置を事業者が講じるよう規制権限（電気事業法３９条及び４０

条に基づく技術基準適合命令）を行使すべき状態にあった。それにもかかわらず，

一審被告国はそのような権限の行使を適時に行使せず，２００２年から８年以上に

わたって怠ってきたものであり，このことは，原子炉施設の事故等がもたらす災害

から国民の生命身体の安全等を保護することを電気事業法等の法の趣旨・目的に照

らした場合には，本件の具体的事情の下においてその不行使が許容される限度を逸

脱し，著しく合理性を欠くものであるから，本件事故により深刻かつ甚大な被害を

被った一審原告らとの関係において，国賠法１条１項の適用上違法となるものであ

る。 
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第４節 一審被告東電の責任 

 

第１ 原賠法によって民法７０９条の適用が排除されるとした原判決の法令解釈の

誤りについて 

１ 一審判決の判断 

 一審判決は，原賠法の規定のうち，原子力損害の賠償責任に関して定める第２章

の規定は，原子力損害についての原子力事業者の無過失責任，責任の集中，求償権

等の制限等を定めており，民法の不法行為規定の特則であることから，原賠法の規

定が適用される範囲，すなわち，原子力損害の賠償においては民法の不法行為規定

である７０９条等の適用が排除され，原賠法３条１項によってのみ損害賠償を請求

できるとし，一審原告らの一審被告東電に対する民法７０９条等に基づく主位的請

求を理由がないとして却下した（一審判決１３３～１３４頁）。 

 

２ 原子力損害に基づく請求権は被害者の選択によるものであり，民法７０９条の

適用を認める実益もあること 

しかし，原子力事業者の過失に基づき原子力損害を発生させた場合には，当該原

子力事業者には，実体法的には，一般不法行為法に基づく過失責任，原賠法３条１

項に基づく無過失責任が併存して発生している状態にある。そして，どちらの請求

権に基づき損害賠償を請求するかは，通常，被害者の選択によるものである（それ

が請求権の競合の当然の帰結となる）。 

さらに，本件において一審原告らは，一審被告東電の「責任」の所在を求めてい

る。つまり，過失責任があるからこそ賠償責任があるのだということを明らかにす

ることを求めているのであり，一審原告らは，責任の究明を踏まえて被害を補填す

るに足りる賠償を受ける固有の利益を有している。 

なお，この点に関しては，独占禁止法による賠償と一般不法行為による賠償の競

合を認めた最判昭和４７年１１月１６日において，「７０９条の不法行為による損
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害賠償請求権は私人に当然に付与される（明文の規定なしにその権利を奪うべきで

ない）という私法上の大原則」に基づくものである。 

関連事件の判決の中には，一審被告東電が原賠法によって重い無過失責任
．．．．．．．

を負っ

ているから過失の有無，軽重は慰謝料額を算定する際においても考慮の対象とはな

らないと判示し，一審被告東電の過失の有無（強い非難に値するか否か）自体につ

いて判断を回避する判決64もあることからすれば，一審原告らが，民法７０９条の

過失責任の規定に基づいて一審被告東電の過失（強い非難に値すること）を踏まえ

て賠償額の算定を求めることは十分な実益を伴うものである。 

 以上より，原賠法３条１項と民法７０９条は請求権競合と解される。 

 よって，一審原告らの主位的請求である民法７０９条に基づく過失責任に基づく

請求を却下した一審判決の誤りは，控訴審において正されるべきである。 

 

第２ ２００２年，２００８年及び２０１０年の時点において一審被告東電に強い

非難に値する過失が認められること 

  原判決は，慰謝料増額事由の判断にあたって，一審被告東電においても，「平成

１８年の時点において，O.P.＋１０ｍを超える津波の発生を予見すること自体は可

能であり，実際に，被告東電は，平成２０年に，長期評価における知見に対応する

形で，津波評価技術で設定されている明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本

海溝沿いに設定して津波高さを設定して津波高さを推計したところ，福島第一原発

の敷地南側でO.P.＋１５．７ｍの津波高さを得ていたことが認められる。」とし，一

審被告東電の予見可能性を肯定しつつ，「他方で，被告東電は，上記推計結果につい

て社内検討を行い，社団法人土木学会に対し，長期評価における知見に基づき津波

評価をするための具体的な波源モデルの策定に関する検討を委託し，平成２４年１

０月を目途に結論が出される予定の検討結果如何で対策を講じる予定としていたこ

 
64 ２０１９（令和元）年１２月１７日・山形地裁判決２０７頁 
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とも認められるところ，長期評価においては，福島県沖の日本海溝沿いの津波評価

をするために必要不可欠な波源モデルを示していたわけではないこと等からすれば，

被告東電の上記対応が著しく合理性を欠き，津波対策を完全に放置したとまで評価

することはできない。そうすると，被告東電に，本件事故発生について，故意また

はこれに匹敵し慰謝料を増額することが相当といえるような重大な過失があったと

いうことはできない」と判示し，一審被告東電に対する強い非難に値する過失の存

在を否定した（原判決１９３頁）。 

 しかし，原判決は，２００２年「長期評価」が具体的な波源モデルを示す必要が

あるかのように判示する等，「長期評価」の地震学上の知見としての意義を完全に誤

解している上，一審被告東電があたかも「長期評価」に基づく具体的な対策の検討

を進めていたかのように判示している点にも，著しい事実誤認がある。もとより，

評価の起点が，２００８（平成２０）年の一審被告東電の津波推計からとされてお

り，一審被告東電が２００２年「長期評価」公表後から調査や対策を怠ってきた実

態を何ら考慮しておらず，杜撰な判断といわざるをえない。 

 以下では，この２００２年「長期評価」公表の段階から順を追って一審被告東電

の過失を整理する。 

 

１ ２００２（平成１４）年に「長期評価」公表直後の津波を予見すべき義務を怠

った点で，強い非難に値する過失が認められること 

前記のとおり，原判決は，一審被告東電の過失の程度が慰謝料算定において考慮

されるべき程度のものであることを見落としている。 

第１に，そもそも原子力安全委員会の指針類に従えば，原子炉施設の津波想定と

しては既往最大の想定では足りず，地震学の「最新の知見に基づいて想定される最

大規模の地震により引き起こされる津波」をも考慮すべきであったこと， 

第２に，１９９８（平成１０）年の「７省庁手引き」等によって，一般防災を前

提とした行政による津波防災対策においても，地震学の進展を踏まえて，既往最大
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に留まらず「想定される最大規模の地震・津波」をも考慮すべきという考え方が示

され，電事連が「対応方針」でこの考え方を受け入れ，かつ一審被告東電自身もこ

の考え方に沿って，同年に，過去に発生が確認されていない福島県沖の日本海溝沿

いにおいても津波地震の発生を想定して詳細な津波シミュレーションを実施して津

波に対する安全性を確認し，これを規制庁に報告していたこと，  

第３に，その後，２００２（平成１４）年７月には，政府の地震調査研究推進本

部によって「長期評価」が公表され，地震学の最新の知見を踏まえて福島県沖を含

む日本海溝寄りのどこでも津波地震が起こりうるとの判断が示され，同「長期評価」

には客観的かつ合理的な地震学上の根拠があると認められたこと， 

第４に，「長期評価」公表の直後には，一審被告東電は，保安院から「長期評価」

の津波地震の想定に基づいて津波シミュレーションを実施して福島第一原発等の安

全性の確認を求められたこと， 

第５に，保安院の指示によって，一審被告東電の地震担当者が佐竹証人に対して

行った「長期評価」の地震学上の根拠に関する意見照会の結果を踏まえても，「長期

評価」の信用性を否定する合理的な理由はなかったこと， 

第６に，電気事業連合会に加盟し一審被告東電と連絡・調整をしていた東北電力

が，１８９６年明治三陸地震の波源モデルを，実際に発生した位置ではなく女川原

子力発電所に大きく影響すると考えられる宮城県沖に近い南部に設定して津波シミ

ュレーションを行って津波に対する安全性を確認し，かつ，その結果を保安院に報

告していること， 

以上の事実を踏まえれば，一審被告東電が「長期評価」の公表直後に，「長期評価」

に基づく津波シミュレーションの実施をかたくなに拒否し続けた対応は，原子力発

電所の安全性を最優先に考えなければならない原子力事業者に求められる高度の注

意義務の観点からは，予見義務の履行を意図的に怠ったものとして，故意とも同視

し得る強い非難に値する過失にあたるというべきである。 
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２ ２００８（平成２０）年に「長期評価」に基づくＯ.Ｐ.＋１５．７ｍの津波を予

見したにもかかわらず防護措置を講じなかった点において，強い非難に値する過失

が認められること 

一審被告東電において福島第一原発等の津波の安全性評価の業務を担っていた

グループ（地震対策センター・土木調査グループ）の担当者は，２００８（平成２

０）年には，耐震バックチェックにおける津波評価に際しては「長期評価」の見解

を取り上げるべきと考えるに至り，原子力・立地本部の原子力管理部長であった吉

田昌郎氏に報告しつつ，関連会社（東電設計）に「長期評価」の津波地震の想定に

基づく津波評価を委託して２００８年推計の結果を得て，これを上記吉田部長及び

武藤栄氏（常務取締役，兼原子力・立地本部副本部長）らに報告したところ，同氏

らによって，同年７月３１日の会議において， 

「①「長期評価」の取扱いについては，評価方法が確定しておらず，直ちに設計

に反映させるレベルのものではないと思料されるので，「長期評価」の知見について

は，電力共通研究として土木学会に検討してもらい，しっかりとした結論を出して

もらう，②その結果，対策が必要となれば，きちんとその対策工事等を行う，③耐

震バックチェックは，当面，「津波評価技術」に基づいて実施する，④土木学会の委

員を務める有識者に上記方針について理解を得る・・・とすることが被告東電の方

針として決定された」。 

 この点に関して，吉田部長は，事故後の聴取結果書において，「最後は経営はお金

ですから」として経済合理性を考慮すべきという経営上の判断，又は，株主代表訴

訟における説明責任という名目で経済合理性を優先する考え方が取られていたこと

を示している。そして，吉田部長は，この観点から，新潟中越沖地震に伴う事故対

応費用，及び地震動対策の費用負担が，当面，極めて大きいことを重視して，それ

との関係において「長期評価」の津波想定に対して，「長期評価」に確実な根拠が認

められない限りはひっ迫する経済状態の中で防潮堤の設置等の多額の費用を支出す

ることはできないという経営上の判断がなされたことを示している（甲イ３２）。 
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これによれば，一審被告東電は，「長期評価」に確実な根拠を求めるという名目で

実際は営利企業としての経済合理性を優先し，津波対策が先送りしたものといえる。  

 敷地高さを超える津波の襲来があった場合には，全交流電源喪失となって重大事

故に至り，その結果として甚大な被害が発生することも当然に認識されていたこと

からすれば，一審被告東電による同年の結果回避義務の懈怠は，原子炉施設の安全

性を確保すべき高度の注意義務との関係においてあまりにも無責任と言わざるを得

ないものであり，強い非難に値する過失と評価されるべきである。 

 

３ ２０１０（平成２３）年に電気事業連合会の委託に基づき第４期津波評価部会

が福島県沖の日本海溝寄りに津波地震を想定すべきと異論なく確認したにもかかわ

らず防護措置を講じなかった点において，強い非難に値する過失が認められること 

（１）土木学会の判断に従って対策を講じることが既に確認されていたこと 

 ２００８（平成２０）年時点において，２００８年推計によって敷地高さを超え

る津波の襲来が具体的に予見されたにもかかわらず津波対策が先送りされた理由

（口実）は， 

「「長期評価」の知見については，電力共通研究として土木学会に検討してもら

い，しっかりとした結論を出してもらう，②その結果，対策が必要となれば，

きちんとその対策工事等を行う」 

とされた事実が重要である。 

 吉田氏自身も「そこを決めてもらうために土木学会をお願いしているんであって，

土木学会がこうだとおっしゃるんだったら，例えば，１５ｍと言われれば，至急
．．

そ

れに対応した対策を当然
．．

うちはするということは，間違いなくそう思っていました。」

とする。 

２００９（平成２１）年６月の一審被告東電から土木学会への審議依頼はこの決

定に基づくものである。 

（２）土木学会第４期において決定論に基づく津波地震の再検討がなされ日本海溝
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南部では延宝房総沖地震の波源モデルを想定すべきとされたこと 

一審被告東電からの上記委託を受けて，土木学会・津波評価部会の第４期におい

ては，決定論的手法に基づく波源モデルの見直しが行われた。 

２０１０（平成２２）年１２月７日の津波評価部会において，①日本海溝の南北

を通じて海溝寄りの領域のどこでも津波地震が起こり得ること，②日本海溝南部は

１６７７年延宝房総沖地震を参考に設定すべきことが，異論なく確認された。 

（３）１６７７年延宝房総沖地震によりＯ.Ｐ.＋１３．７ｍの津波の襲来が想定され

ていたこと 

既に，２００８〔平成２０〕年８月２２日には，一審被告東電の委託に基づく東

電設計による計算結果として，１６７７年延宝房総沖地震の波源モデルを福島県沖

の日本海溝寄りに設定した場合の津波水位は，福島第一原発の敷地南部でＯ．Ｐ．

＋１３．６ｍとなることが報告されており，同発電所の主要建屋敷地が津波によっ

て浸水することが示されていた。 

一審被告東電は，２００８年推計に対して津波対策を先送りした際には，「１５ｍ

と言われれば，至急
．．

それに対応した対策を当然
．．

うちはする」（上記吉田氏の供述）と

していたにもかかわらず，土木学会が延宝房総沖地震の波源を想定すべきとしたこ

と，及びその場合の浸水がＯ．Ｐ．＋１３．６ｍと敷地高さを超えるものであるこ

とを明確に認識したにもかかわらず，そうした津波想定に対する防護措置を一切講

じることもなく漫然と原子炉の稼働を継続した点において，一審被告東電には，故

意とも同視すべき強い非難に値する過失が認められるところである。 

 

第３ 一審被告東電の強い非難に値する過失を基礎づけるその他の具体的事実につ

いて 

 一審被告東電の強い非難に値する過失を基礎づける具体的事実については，上記

の他に，控訴審の審理を通じて，以下の事実が明らかになった。 
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１ ２００２（平成１４）年当時，一審被告東電は，確率論で扱うことは実際の防

護措置との関係では「実質評価しないこと」であると認識していたこと 

 ２００２（平成１４）年７月に「長期評価」が公表された直後に，一審被告東電

の津波担当者・高尾誠氏は，保安院の野田係官に， 

「・土木学会手法に基づいて確定論65的に検討するならば，福島～茨城沖には津波

地震は想定しない 

・ただし，電共研で実施する確率論（津波ハザード解析）では，そこで起こること

を分岐
．．

として扱うことはできるのでそのように対応したい」 

として，「長期評価」の津波地震を決定論では考慮しないとの一審被告東電の方針

を報告した。 

 これに対して野田氏は， 

「はいそうですか。分かりました。」 

と回答した（丙ハ１１６，２００２年８月保安院対応）。 

 しかし，一審被告東電の同じ
．．

高尾誠氏は，２００７（平成１９）年１１月１９日

に，耐震バックチェックへの対応に関する日本原子力発電株式会社との情報連絡会

の席上で，自身で保安院に報告し了承を得た一審被告東電の「長期評価」の津波地

震についての上記方針に関して， 

「これまで推本の震源領域は，確立
ママ

論66で議論するということで説明してきて

いるが，この扱いをどうするかが非常に悩ましい（確率論で
．．．．

評価するというこ
．．．．．．．．

とは実質評価しないということ
．．．．．．．．．．．．．．

）。」 

と率直な説明を行っている（丙ハ１５５の４・４０５頁）。 

 この経過から明らかなように，「長期評価」の津波地震の想定を確率論的津波ハザ

ード解析の一分岐として扱うということ（一審被告東電の方針）は，現に稼働して

いる福島第一原発の安全性を高める対策としてはまったく意味をもたないものであ

 
65 決定論のこと 
66 確率論の誤り。 
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り，かつ一審被告東電（高尾氏ら）はこうした事実を明確に認識していたところで

ある。 

 

２ 一審被告東電の対応と異なり，日本原電は東海第二原発において「長期評価」

を前提として現に津波対策を施工したこと 

 一審被告東電は，本件事故に至るまで「長期評価」の津波地震の想定を前提とし

た津波対策は全く講じてこなかった。 

 これに対して，同じく日本海溝に面して原子力発電所（東海第二原子力発電所）

を稼働させている日本原電株式会社は，一審被告東電との情報交換を踏まえて，東

海第二原発において，本件事故以前に，現に，２００２年「長期評価」に基づく津

波評価を採り入れ，主要建屋敷地高さを超える津波に対して，敷地への浸水の防止・

低減を目的とする盛土工事とともに，多重の防護措置として建屋の水密化の防護措

置を短期間に施工・完成させていた67。 

 以上の事実は，前記記載の事実と並んで，一審被告東電の強い非難に値する過失

を基礎づけるものである。 

なお，一審被告国の国賠法上の責任を明らかにする観点から，津波の予見可能性

及び本件事故の結果回避可能性を基礎づける事実については，同時に一審被告東電

の強い非難に値する過失を基礎づける事実の主張ともなっているので，これを援用

する 。 

 

 

以上 

 

 
67 一審原告ら控訴審第３１準備書面５５頁以降等 


